
第４次館山市総合計画「前期基本計画」政策評価シート　２次評価結果

1

妊娠・出産に
関する正しい
知識の普及・
啓発

健康課

・母子健康手帳交付時に保健師による面接を
行い、実状の把握に努めた。その後、特に支
援が必要なケースでは、保健師間での情報共
有や支援内容の検討を定期的に行った。
・妊婦のニーズに応じた個別の支援プランを
作成し、必要に応じて医療機関や関係課との
連絡調整を行い、正しい情報の周知や専門的
な知識の普及・啓発を行った。
・ファミリー学級の実施にあたっては、対象
者に案内文を発送した後、特に支援が必要な
対象者に対し、電話での受講勧奨を行い、妊
娠・出産・育児に関する正しい知識の普及に
努めた。

・特に支援が必要なケースでは、地区担当保
健師による電話相談、家庭訪問、事業の際の
個別面談等により、より良い関係性の構築と
正しい知識の普及・啓発に努めた結果、不安
や悩みの軽減、産後の早期支援に繋げられ
た。また、医療機関や関係課と情報共有を
図ったことにより、妊婦への適切な支援に繋
げることができた。
・妊娠・出産・育児に関する正しい知識を得
る場であるファミリー学級について、市内産
院、元気な広場へのポスター掲示や個別に電
話での受講勧奨を行った結果、参加割合が増
加した。

・年度末から全ての妊婦に対して、支援プ
ランの作成を試験的に開始した。今後、支
援プランの内容や運用方法について評価・
改善することにより、妊婦に対する適切な
支援に繋げていく必要がある。
・妊娠中の正しい知識を得る場であり、か
つ仲間づくりの場であるファミリー学級の
さらなる参加者増に向け、効果的な周知方
法を検討する。また、教室の効果について
「満足度」「孤独感」「不安感」等に着目
した評価方法を検討する。

・妊婦面接時の情報収集とカンファレンス
を継続し、支援プランの試験的運用の評価
を踏まえ修正していくと共に、妊婦へ適切
な支援に繋げていく。
・経過観察妊産婦及び児に係る医療機関・
他部署との情報や目標の共有・連携方法に
ついて引き続き検討していく。
・市内産院での周知や経過観察妊婦に対す
るファミリー学級の受講勧奨を継続してい
く。また、教室後のアンケートを改変し満
足度や不安の軽減、孤独感の変化について
評価をしていく。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・妊娠期から出
産・育児に向けた
必要な母子保健
サービスや正しい
知識について情報
提供することで、
子育てに対する不
安軽減や安心でき
る子育て環境の整
備につながるた
め。

2 継続
（現状
維持）

54

2
三世代同居・
近居の推進

企画課
・三世代同居・近居の推進に繋がる支援制度
等、他自治体の取組事例の収集や研究に努め
た。

・研究段階であり、事業の実施に至っていな
い。

・子育ての負担軽減と高齢者の孤立防止に
繋がる施策の一つではあると考えるが、他
自治体では、給付型・費用補助型の支援が
多いこともあり、費用対効果の高い有効な
施策について更なる検討が必要と考える。

・引き続き、検討していきたい。

4 目標
をかな
り下回
る

Ｂ それ
ほど高
くない

・安心して妊娠・
出産できる環境づ
くり、若い世代の
定住促進、高齢者
の孤立防止等、現
在抱えている課題
への対応として効
果が期待される取
組の一つであるた
め。

8 他事
業に統
合

（№19）
「日本版Ｃ
ＣＲＣ」の
導入に向け
た検討

54

3 ◆ 母子保健事業 健康課

・妊婦及び乳幼児のいる家庭の不安軽減や虐
待防止の観点から、妊婦・乳幼児の各種健診
や地区担当保健師による個別支援を行った。
また、食育の授業を行い生活習慣病の予防
や、思春期ふれあい体験を通して、乳幼児を
慈しみ、育む心を養う教育に努めた。
・子育て世代包括支援センターの開始に向け
て関係各課から子育てに関するサービスにつ
いて情報収集、整理をした。

・地区担当保健師が妊婦訪問から継続した支
援を実施することで、妊婦と乳幼児のいる家
庭の健康の確保及び増進に繋がっている。
・乳幼児健診未受診者は電話や訪問での状況
確認を通じて全数把握し、支援に繋げてい
る。

・妊娠・出産・育児と切れ目のないきめ細
かい支援を継続していく。
・子育て世代包括支援センターの運用につ
いて、妊婦と乳幼児のいる家庭のニーズを
把握し、適切かつ利便性の高いサービスの
利用に結び付けていく必要がある。

・未把握者ゼロを維持するために未訪問・
健診未受診者の状況把握を行う。
・妊婦と乳幼児のいる家庭のニーズを把握
し、適切なサービス利用に結び付けてい
く。そのため、窓口対応の利便性向上、育
児における孤立感の減少、虐待防止と早期
発見等について関係各課で検討し改善事項
を共有できるように調整していく。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｓ 最優
先

・妊娠・出産・育
児と切れ目のない
支援を実施するこ
とで、各期に応じ
た支援の提供や乳
幼児虐待の防止・
早期発見につなが
るため。

2 継続
（現状
維持）

54

4
子育て支援事
業

こども課

・窓口等に利用者支援員を配置し、教育・保
育施設や地域の子育て支援事業等の利用に関
し、保護者へ寄り添い型の支援を実施した。
・病児･病後児保育事業を委託により、継続し
実施した。

・利用者支援員が複数から単数配置となり相
談件数は減ったが、個々の相談内容は充実
し、各種子育て支援事業等の円滑な利用に繋
ぐことができた。
・子どもが病気等で自宅での保育ができない
場合に、一時的に保育を行う病児・病後児事
業を利用することで、保護者の仕事と子育て
の両立に繋がっている。

・利用者支援事業について、利用者支援員
の名称を変更し、業務がわかりやすくなっ
た。
・サービスのより充実を図るため、利用者
支援員の複数配置を行う。
・子育て支援制度の周知を図るため、効果
的な情報配信について検討する。

・利用者支援員の複数配置を行う。
・移動式赤ちゃんの駅の導入に伴い、イベ
ント等で貸出しを行い、周知を図る。
・病児・病後児保育事業の業務委託によ
り、より安定したサービスの提供を図る。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

保護者の仕事と子
育ての両立、子育
てしやすい環境づ
くりを目指した女
性の社会参画の推
進や子育て支援策
の充実を図るた
め、子育て支援事
業は必要である。

2 継続
（現状
維持）

55

5 ◆

保育園・こど
も園における
保育サービス
の充実

こども課

・中央保育園と北条幼稚園の「こども園化」
に向けた、段階的な取組として、北条幼稚園
において「有料の預かり保育」を実施した。
・市内民間保育園４園に対し、運営費等の支
援を行った。
・令和元年10月から幼児教育・保育の無償化
事業を円滑にスタートさせた。
・令和元年度、館山市の子ども一人ひとりが
健やかに成長できる社会を目指すため、「第
２期子ども・子育て支援事業計画」を策定し
た。

・平成29年４月より北条幼稚園において有料
の預かり保育を開始した結果、保育が必要な
子どもの受け皿が増え、待機児童の解消につ
ながった。
・市内民間保育園の、運営費等に対し支援を
行った結果、保育サービスの維持・拡大が図
られた。
・幼児教育・保育の無償化事業のスタートに
より、保育・教育の機会の公平化、保護者負
担の軽減、就労機会の確保につながった。

・家族形態や就労形態の変化に伴う、多様
化する保育ニーズへの対応及び検討が必要
・特別な支援が必要な園児の増加により、
個別対応が増え、保育士の負担が増えてき
ている。
・保育士不足等による理由から、産休等に
伴う、代替保育士の確保が困難な状況と
なっている。

・幼児教育・保育の無償化の安定的な運
営。
・「第二期子ども・子育て支援事業計画」
に沿った、教育・保育サービスの実施。
・市内民間保育園に対し、引き続き運営費
等の支援を実施。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｓ 最優
先

子どもの健やかに
成長できる社会の
実現と少子化対策
の重要な柱として
「第二期子ども子
育て支援事業計
画」に基づき、幼
児期の教育・保育
の提供及び、保護
者の仕事と子育て
の両立、子育てし
やすい環境づくり
に取り組むことが
必要。

2 継続
（現状
維持）

55
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6
幼児教育の充
実

こども課

・中央保育園と北条幼稚園の「こども園化」
に向けた、段階的な取組として、北条幼稚園
において「有料の預かり保育」を実施した。
・教材等の計画的な購入や遊具の更新を行っ
た。
・館山白百合幼稚園の園児に対し、私立幼稚
園就園奨励費補助金を交付した。

・平成29年４月より北条幼稚園において有料
の預かり保育を開始した結果、保育が必要な
子どもの受け皿が増え、待機児童の解消につ
ながった。
・教材等の計画的な購入や遊具の更新を行っ
たため、各園において幼児教育の充実が図ら
れた。
・新制度に移行しない私立幼稚園に通う園児
に対し、私立幼稚園就園奨励費補助金を交付
したことにより、経済的支援を図ることがで
きた。

・少子化や幼稚園への就園率の減少によ
り、園児数が少ない幼稚園では、集団によ
る教育・保育の提供が困難となっている。
・園児数が少ない園については、統廃合が
必要と考えているが、地域住民の心情等も
あり、園の統廃合については、慎重な対応
が必要。
・支援が必要な園児が増えてきているた
め、支援が必要な園児に対応する専門職員
や施設整備が必要となっている。

・小規模園については、「こども園化」を
含め、統廃合について検討する。
・支援が必要な子どもの受入のため、安房
特別支援学校等の関係機関と連携し、一人
ひとりの教育・保育ニーズに応じた支援が
行えるよう、職員の資質向上やマンパワー
の確保、施設の充実に努める。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・小規模園につい
ては、将来の入園
対象児童数及び入
園希望児童を把握
したうえで、園の
「こども園化」や
統廃合について検
討する必要がある
ため。
・支援が必要な子
どもの受入のた
め、安房特別支援
学校等の関係機関
と連携し、一人一
人の教育・保育
ニーズに応じた支
援が行えるよう、
職員の資質向上や
マンパワーの確
保、施設の充実に
努める必要があ
る。

2 継続
（現状
維持）

55

7 ◆
「元気な広
場」運営事業

こども課
・元気な広場及びファミリー・サポート・セ
ンター事業の運営に関し、指定管理制度によ
り実施した。

・子育て親子の交流の場の提供と交流の促
進、子育て等に関する相談、援助の実施、子
育て関連情報の提供、子育て及び子育て支援
に関する講習会等の実施により子育て支援に
繋がり、親子で安心して過ごせる場となって
いる。

・ファミリー・サポート・センター事業の
気軽な利用をめざし、おねがい会員の様々
なニーズにこたえていくため、まかせて会
員の増員が急務である。会員の拡大を図る
ため、様々な場所等で事業の周知を行う。
・災害時、元気な広場が子育て世代を対象
とした避難所としての機能について具体的
な検討を行う。

・ファミリー・サポート・センター事業の
特性として、新たに求められてきた「個で
の保育が可能となること」の周知を行う。
また、利用の利便性を図るため予約等をオ
ンライン等を導入し簡便にできるよう検討
する。
・災害時、元気な広場が子育て世代を対象
とした避難所としての機能について具体的
な検討を行う。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｓ 最優
先

子育てしやすい環
境づくりの推進や
子育て支援策の充
実を図るため、元
気な広場、ファミ
リー・サポート・
センター事業等地
域子育て支援の強
化が必要である。

2 継続
（現状
維持）

55

8
学童クラブ運
営事業

こども課
建築施設
課

・公設学童クラブを運営委託により実施する
とともに、保護者会が運営する学童クラブへ
運営費の補助を行った。
・開所時間延長の要望に対し、検討を行ない
平成30年度より実施した。
・利用者ニーズの増大に対し、定員拡大とな
る調整を行った。
・夏休み利用のニーズの増大に対し、定員の
拡大を図った。

[H28年度]
・那古学童クラブ外構工事
　（1,663,200円）
・那古学童クラブ新築工事
　（24,084,000円）
・房南学童クラブ新設
　（房南地区小中一貫校施設整備事業に
　　含む、内事業費20,367,055円）

・平成30年度より、夕方18時30分までの延長
を開始と、北条学童クラブで10人、館野学童
クラブで５人の定員を拡大し、放課後に児童
が安心して生活できる居場所の確保と、次代
を担う児童の健全な育成の支援に繋がった。
・夏休み利用のニーズの増大に対し、令和元
年度より夏休み利用の定員を北条学童クラブ
で35人程度拡大した。その結果、入所保留児
童数の削減に繋がった。

・公設学童クラブについては良好な運営状
況とニーズの高さにより、利用希望者の更
なる増大とその受入れについて対応を検討
していく。

・夏休み利用のニーズの増大に対応するた
め、令和元年度より夏休み利用に限り、定
員を拡大し実施した。今後も継続し行って
いく。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

保護者の仕事と子
育ての両立、子育
てしやすい環境づ
くりを目指した女
性の社会参画の推
進や子育て支援策
の充実を図るた
め、放課後に児童
が安心して生活で
きる居場所の確保
と、次代を担う児
童の健全な育成の
支援が必要とな
る。そのためには
公設学童クラブの
スムーズな運営は
不可欠である。

2 継続
（現状
維持）

55

9 ◆
子ども医療費
給付事業

社会福祉
課

・平成28年８月より通院医療費の助成対象を
中学３年生まで拡大した。

・子どもの保健向上と保護者の経済的負担の
軽減が図れた。

・資格要件、助成内容、対象年齢などに自
治体間の格差が生じている現状がある。

・引き続き、中学３年生までの医療費助成
を行う。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・子育て家庭の経
済的負担の軽減と
子どもの保健向上
のため事業の継続
は必要である。

2 継続
（現状
維持）

55
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10
ひとり親家庭
支援事業

社会福祉
課

ひとり親家庭等の父母等の福祉の増進を図っ
た。
・ひとり親家庭等に医療費の一部を助成
・母子家庭や父子家庭への児童扶養手当の支
給
・母子家庭や父子家庭への自立支援給付金等
の支給
・母子家庭や父子家庭への入学準備金及び就
職準備金の貸付

・ひとり親家庭等の父母等の福祉の向上が図
れた。

・仕事と子育ての両立
・母子家庭や父子家庭が経済的な弱者と
なっており、経済的な支援や自立のための
技術習得などの支援を必要としている。
・ひとり親家庭の児童の貧困や児童虐待、
ネグレクトなどが出現している。

・引き続き、ひとり親家庭への更なる経済
的援助の充実、自立のための支援の充実を
進める。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・ひとり親家庭等
の子育てに対する
不安や経済的負担
を軽減し、自立を
目指すため必要な
事業である。

2 継続
（現状
維持）

55

11
児童虐待防止
ネットワーク
事業

こども課

・要保護児童対策地域協議会を中心に、関係
機関との連携や情報の共有化に努め、児童虐
待への対応や、虐待を未然に防止するための
ネットワーク体制の強化を図った。

・関係機関と密接な連携を図ることにより、
虐待が疑われる事案等に対して、早急な対応
が図れるようになった。

・虐待を未然に防ぐため、情報共有化を含
めた更なるネットワーク体制の強化が必要

・要保護児童対策地域協議会に参加してい
ない、他の教育関係機関等との連携につい
ても拡大を図る。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

児童虐待に関する
相談対応は年々増
加傾向である。今
後も虐待を未然に
防ぐため、関係機
関のネットワーク
構築は不可欠であ
る。

2 継続
（現状
維持）

55

（こども課）

・館山市公共施設等総合管理計画及び将来
の保育施設の需要予測等を考慮し、他園と
の統合による「こども園化」の検討を進め
る。

将来予測の幼児数
による保育・教育
環境の適切な規模
と配置を検討は、
既存施設の安全対
策と並行して進め
る必要がある。

（建築施設課）

・館山市公共施設等総合管理計画に基づ
き、「こども園化」や「民営化」などの検
討を進める。

施設の適正規模の
検討内容に基づ
き，施設整備計画
及び維持管理の適
正化を進める。

（こども課）

・子ども達が育つ、安全・安心の環境づく
りのため、子ども達の安全確保及び子育て
に配慮した生活環境の充実を図る。
・大規模修繕が必要な園の把握と対策。
・津波危険区域内の保育園の移転。

大規模修繕が必要
な施設及び津波危
険区域内の施設へ
の対応は、子ども
の保育・教育環境
の安全対策として
優先的に取り組む
必要がある。

（建築施設課）

・子ども達が育つ、安全・安心の環境づく
りのため、子ども達の安全確保及び子育て
に配慮した生活環境の充実を図る。

園児の安全・安心
の環境づくりのた
め、施設の安全対
策に継続的に取り
組んでいく。

13 ◆

保育園・幼稚
園・こども園
における安全
対策の充実

こども課
建築施設
課

・危機管理マニュアルを基に、施設等の日常的な
点検及び職員への意識啓発を行った。
・施設や遊具等の定期的な点検を行い、施設管理
の充実を図り、施設に起因する園児の事故防止に
努めた。
・家庭・地域と連携した避難訓練を実施した。
・職員へアレルギー等に対する情報提供を行い、
アレルギー対策への周知徹底を図った。
・不審者情報の提供を行った。
・館山幼稚園 外周フェンス等増設工事
・純真保育園 ブランコ及び鉄棒撤去工事
・船形こども園 遊具撤去工事
・船形こども園 遊具修繕工事
・房南こども園 フェンス交換工事
・中央保育園 ブロック塀等改修
・中央保育園 耐震補強
・館山幼稚園 ステージ撤去等
・房南こども園 トイレ汚水管改修
・中央保育園　渡り廊下屋根改修

・危機管理マニュアルの見直しや避難訓練等
の実施により、園児の安全確保が図られた。
・施設内の定期的な点検等の実施により、危
険箇所等を早期発見できた。
・アレルギー等に対する情報提供を行った結
果、多様化するアレルギーに対する安全確保
が図られた。
・外周フェンスの増設や危険遊具の撤去によ
り、園児の安全対策が図られた。
・ブロック塀等の点検を行ない、安全性に問
題があると思われるブロック塀等を改修し、
園児の安全確保を図った。

2 継続
（現状
維持）

56
・老朽化した施設の将来的整備及び人口減
少を考慮した施設の適正規模の検討が必
要。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

56

・災害や犯罪等から園児を守るため、関係
団体等との連携・協力体制の強化が必要。
・多様化するアレルギーについて、個別に
適切な対応ができるよう対策が必要。
・点検等の実施により発見した、危険箇所
等の改善に必要な予算確保。
・園外活動における園児の安全確保
・純真保育園の耐震診断に基づく施設の補
強整備。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い
2 継続
（現状
維持）

[H28年度]
・館野保育園
　 隣接のり面補修工事(10,014千円)
・純真保育園
　 給食室・保育園空調機交換工事
　 (819千円)
・中央保育園
　 保育室空調機交換工事(404千円)
・房南こども園
　 遊具更新工事(2,527千円)
・豊房幼稚園
　 鋼製遊具更新工事(2,462千円)
[H29年度]
・那古幼稚園
　 遊具交換工事(1,080千円)
・館山幼稚園
　 外周フェンス等増設工事(886千円)
・北条幼稚園
　 預かり保育室空調機設置工事(1,728千円)
　 プレイルーム空調機設置工事(2,551千円)
[H30年度]※主なもの
・純真保育園 遊具設置工事(726千円)
・西岬幼稚園 遊具設置工事(913千円)
・豊房幼稚園 空調機設置工事(1,699千円)
・西岬幼稚園 空調機設置工事(1,820千円)
[R1年度]
・遊具設置工事
　（九重こ・館山幼・純真保・館野保）
・空調機設置工事
　（館野保・中央保・北条幼・那古幼・館山幼・
館野幼）

・改修工事や遊具の更新工事により、適切な
施設運営が図られた。
・熱中症対策など保育環境の改善を図るた
め、空調機未整備である幼稚園保育室に空調
機設置を進めている。

12 ◆
保育園・幼稚
園・こども園
の整備充実

こども課
建築施設
課

3
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14 ◆
「地域包括ケ
アシステム」
の構築

高齢者福
祉課
（健康福
祉部）

・「第１層協議体（いきいき支え愛ネット
ワーク）」にて、各地区で開催しているワー
クショップの状況を報告し、第１層協議体の
あり方を協議。更に地域ごとに協議体の重要
性と設置に向けた機運の醸成を図った。
・館山市在宅医療・介護連携会議を実施し、
退院時のマニュアル作成の検討を始めた。

・第１層支え合い会議（協議体）及び第１層
支え合い相談員（生活支援コーディネー
ター）を設置
・一部地域で第２層支え合い会議（協議体）
及び第２層支え合い相談員（生活支援コー
ディネーター）を設置
・被災者支援連絡会を発足
・介護予防に効果のある「通いの場」の設置
を進めた。

・地域包括ケアシステムの構築にあたって
地域ごとの繋がりや成り立ちから、同様の
方法で協議体が立ち上がらない。
・地域を代表し、中心的な役割を果たす人
材の掘り起こし。
・介護予防に資する住民主体の「通いの
場」の立ち上げ機運の醸成と生活支援の担
い手確保。

・社会福祉協議会、包括と協働し住民主体
の地域づくりを進め、生活支援の担い手を
確保する。
・地域資源と地域のニーズのマッチングを
行う生活支援コーディネーターの発掘と、
各地域での第２層協議体の立ち上げを目指
す。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｓ 最優
先

・介護保険法によ
り地域包括ケアシ
ステムの進化・推
進により地域共生
社会の実現を図
る。また「夢中八
策」の“まるごと
支援”のための枠
を超えた地域包括
ケアシステムの構
築を図る。

1 継続
（拡
充）

58

15
地域で高齢者
を支える体制
づくり事業

高齢者福
祉課

・認知症サポーター養成講座を28回開催
・認知症初期集中支援チームを設置
・配食サービス事業の実施
・家族介護用品支給

・初期集中支援チームを設置し、認知症の人
及び疑いのある人を支援。
・配食サービスの実施により、安否確認及び
栄養状態の向上につながった。
・家族介護用品の支給により、在宅で介護す
る家族が軽減した。

・初期集中支援チームの認知度が低い。
・初期集中支援チームの周知に努め、でき
る限りの初期対応を図る。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・国の地域支援事
業実施要綱に基づ
く事業であり、超
高齢社会を向かえ
る中、在宅福祉の
充実をはじめ、地
域で高齢者を支え
る必要が生じてき
ているため。

1 継続
（拡
充）

58

16 ◆

地域で高齢者
を支える体制
づくり事業
（地域包括支
援センター事
業）

高齢者福
祉課

・地域包括支援センターを３カ所に委託、高
齢者の安定した生活を支援する総合機関とし
て運営。「介護予防ケアマネジメント事業」
「総合相談事業」「権利擁護事業」「包括
的・継続的ケアマネジメント事業」の４つを
行った。

・相談件数も年々増加し、地域包括支援セン
ターの知名度も上がってきている。
・また、地域ケア会議や、介護予防のサロ
ン、体操教室のグループも増えてきている。

・超高齢化社会であり、認知症や高齢者虐
待の増加、独居や孤立化する高齢者が増え
ている。

・地域ケア会議、地域包括ケアシステムの
構築など、地域で支え合う仕組みを作る。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｓ 最優
先

・介護保険法第115
条の45等の規定に
より、地域包括ケ
アを実施するため
に地域包括支援セ
ンターは必要不可
欠であり、引き続
き高齢者の介護予
防、在宅福祉を推
進するため。

1 継続
（拡
充）

58

17
社会参画・生
きがい活動の
促進事業

高齢者福
祉課

・敬老祝金を支給
・シルバー人材センターに補助金を交付
・社会福祉協議会に地域福祉事業活動費補助
金を交付
・老人クラブ補助金を交付

・敬老祝金を440名に支給した。
・シルバー人材センターの受注件数は、年々
増えているが、令和元年度は台風や新型コロ
ナウイルスの影響により前年度より少なかっ
た。
・社会福祉協議会のサロンについては、新た
に３箇所立ち上がった。

・老人クラブのクラブ数、会員共に減少に
歯止めがかからない。

・ここ数年の課題ではあるが、老人クラブ
の会員の増加を図る。（70歳ぐらいまでの
比較的若い高齢者が老人クラブに入ってみ
たくなる施策を検討する）

3 目標
をやや
下回る

Ａ 高い

・老人クラブのク
ラブ数、会員数共
に減少に歯止めが
かからない。会員
の入会が急務であ
るため。

1 継続
（拡
充）

58

18
高齢者見守り
事業

高齢者福
祉課

・高齢者見守り協定の締結を行った。
・高齢者見守りネット報告会を開催した。
・高齢者見守りネット協力団体による捜索を
行うようにした。

・金融機関、郵便局をはじめ協力団体が、さ
り気ない見守りを行なっていただいている。
通報により保護、入院、家への帰宅、サービ
スの利用に繋げることができた。

・新たな見守りの目が必要であり、地域へ
のアピールも必要である。

・新たな協力団体と高齢者見守りネットの
協定を締結する。

3 目標
をやや
下回る

Ａ 高い

・徘徊探知機利用
助成制度に加え、
見守りシール事業
も新たに行うが、
見守りネットワー
クの協力団体の
「さりげない見守
り」効果は大きい
ため。

2 継続
（現状
維持）

58

19
「日本版ＣＣ
ＲＣ」の導入
に向けた検討

企画課
・㈱千葉銀行の主催による「ＣＣＲＣセミ
ナー」への参加のほか、他市町村の取組事例
に関する情報収集に努めた。

・現時点では、当市における事業の効果は特
に無いが、生涯活躍のまち（日本版ＣＣＲ
Ｃ）構想の実現は、人口減少対策、高齢者を
含めた多世代の参加・交流によるまちづく
り、雇用創出、健康増進等、幅広い分野での
効果が期待される。

・現時点では、取組の推進にあたり、財政
支援、医療・介護人材の確保、地元住民等
との合意形成等、受入環境の整備が主な課
題として考えられる。

・他の自治体の動向、取組内容を参考にし
ながら、引き続き導入の可否について検討
していきたい。

3 目標
をやや
下回る

Ａ 高い

・現段階では、具
体的な取組を推進
する環境が整って
おらず、他の事業
と比べて優先度が
高いとは言えな
い。

2 継続
（現状
維持）

58

4
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20
館山市高齢者
保健福祉計画
の推進

高齢者福
祉課

・計画策定に向けた、圏域ニーズ調査の実施
（市民・事業者へのアンケート）
・計画策定委員会を設置し、高齢者のニーズ
に沿った８期計画を策定した。

・介護保険法に基づく計画策定にあたり、ア
ンケートによるニーズ把握に取り組んだ。

・高齢者の増加に伴う要介護認定者の増加
・介護（予防）給付費の増加
・介護保険料の上昇
・介護人材の確保

・策定した計画にそって、高齢者保健福祉
及び介護保険事業を円滑に進める。
・令和３年～５年を計画期間とする９期計
画の策定に向け、現状の課題分析・実態把
握に努める。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・団塊の世代が既
に高齢期を迎え、
要介護認定者の増
加が見込まれるな
か、介護人材の確
保が大きな課題と
なっており、高齢
者施策は地域の重
要な問題である。
ただし、計画策定
は法定事業であ
り、関連する施策
の方がより優先度
は高い。

2 継続
（現状
維持）

59

21
高齢者の権利
擁護事業

高齢者福
祉課

・高齢者虐待ネットワーク会議を開催した。
・また、職員が高齢者虐待防止対策研修等に
参加し、高齢者虐待に関する対応力の強化を
図った。
・市長申立による成年後見申請をして、高齢
者の権利擁護を図った。
・安房.3市1町で「安房地域権利擁護推進セン
ター」を立ち上げ、権利擁護の充実を図っ
た。

・高齢者虐待について、虐待を受けている高
齢者及び擁護者の支援をすることができた。
・市長申立により、高齢者に後見人を立てる
ことができた。
・安房3市1町で市民後見養成講座を開催し、
市民後見人を養成した。
・成年後見の報酬助成を行った。これにより
成年後見制度の利用促進に繋がった。

・高齢化に伴い、後見人が必要となる高齢
者が増加するが、後見人となる人材の不足
が生じ始めている。

・引き続き、虐待についての勉強会や研修
を実施し、養護者による虐待、施設虐待の
防止を図る。
・市民後見人が活躍できるように、3市1町
でフォローアップ研修等を実施する。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・市及び地域包括
支援センターの職
員が係わらなけれ
ばならない高齢者
は依然として増加
している。ゆえに
高齢者虐待、施設
虐待は恒常的に発
生し、後見人等が
必要な高齢者も増
加しているため。

1 継続
（拡
充）

59

22
安定した介護
保険制度の運
営

高齢者福
祉課

・介護（予防）給付
・介護予防事業、包括的支援事業等の実施
・一般会計からの繰入れ

・介護保険制度の安定的な運営に努めた。
・年２回、過去６か月分の介護保険利用者に
給付費の通知を行い、自分の利用した介護給
付費の確認を促した。

・総合事業の円滑な運営
・要介護認定者の増加の中、介護給付費の
抑制を図ること。

・一般介護予防事業（地域における住民主
体の集いの場の創出、リハビリテーション
専門職等による支援事業等）の実施
・介護給付費適正化システムを活用し、介
護給付費の抑制を図る。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・要介護認定者数
の増加に伴い、給
付費も増加し続け
ており、介護保険
制度の安定的な運
営を図る上では、
総合事業の今後の
展開等を含めた将
来的な検討が必要
である。

2 継続
（現状
維持）

59

23
介護保険特別
会計への繰出
事務

高齢者福
祉課

・一般会計から介護保険法で定める費用を介
護保険特別会計に繰出した。

・介護保険制度の安定的な運営を図ることが
できた。

・介護給付費増に伴う一般会計の負担の増
加。

・一般会計から介護保険特別会計へ介護保
険法で定められた費用を繰出す。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・要介護認定者数
の増加に伴い、介
護保険給付費は増
加の一途である。
長期的な展望によ
る計画的な実施が
必要不可欠であ
る。

8 他事
業に統
合

（№22）
安定した介
護保険制度
の運営

59

24
介護相談員派
遣等事業

高齢者福
祉課

・介護相談員６名を介護施設に派遣し、利用
者の身近な相談を受けた。
・相談員の質の向上のため研修を行った。

・施設サービスの質の向上や利用者及びその
家族の権利擁護などを進めることができた。

・介護相談員のなり手がいない。
・相談に応じるため、介護・認知症等に対
する知識が必要となる。
・台風災害や感染症予防対策のため、予定
どおりの実施ができていない。

・２人１組で、毎月、市内の介護保険施設
に介護相談員を派遣し、利用者からの相談
を受け、その解決や苦情に至る事態を未然
に防止する。
・特別養護老人ホームの新設を受け、２名
の相談員増員、施設訪問の早期実施に努め
る。

3 目標
をやや
下回る

Ａ 高い

・介護保険施設の
状況把握や問題の
未然防止のために
重要な役割を担う
ようになってきて
いる。
・近年新設された
施設の状況把握の
ためにも、増員・
活動の拡充が必要
である。

1 継続
（拡
充）

59

25
老人ホーム入
所措置事業

高齢者福
祉課

・家庭の諸事情及び経済的な事情により、在
宅で養護を受けることが困難な高齢者の養護
老人ホームへの措置入所を行った。

・養護老人ホームへの入所により、安心して
生活することができている。

・高齢化に伴い、在宅で養護を受けること
が困難な高齢者が増加している。

・老人福祉施設と連絡を密にし、不測の事
態に対応していく。
・引き続き、措置入所について、対応調整
を図っていく。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・老人福祉法第11
条に基づく措置で
あり、在宅におい
て日常生活を営む
のに支障があり、
養護、介護の行き
届かない高齢者に
安定した生活の場
を提供するため本
事業は必要。

2 継続
（現状
維持）

59

5
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26
在宅福祉サー
ビス事業

高齢者福
祉課

・日常生活に支障のある高齢者等を対象とし
て、緊急通報装置をはじめとする日常生活用
具の給付・貸与を行った。
・草刈り、剪定など軽度生活援助を実施し
た。
・高齢者や障害者の家族に対し、車椅子に
座ったまま車に乗れる軽自動車（福祉カー）
の貸し出しを行った。

・緊急通報装置：18件
・軽度生活援助：53件
・福祉カーの貸し出し：47件

・事業の周知

・いつまでも住み慣れた地域生活をするに
は、必要不可欠な事業であるので、高齢者
に関わる各方面に事業の周知を図る。
・また、広報によっても周知を図る。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・住み慣れたで地
域いつまでも在宅
生活をする上で、
必ず必要な事業で
あるため。

2 継続
（現状
維持）

59

27
館山市障害者
計画の推進

社会福祉
課

・「第４次館山市障害者計画」に則った事業
の実施、点検、評価を行った。
・「第５次館山市障害者計画」の策定を行っ
た。

・各種事業の推進が図られた。
・財政面の確保
・地域に相談支援事業所など社会資源が少
ない

・「第５次館山市障害福祉計画」に則った
事業の実施、点検、評価を行っていく。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・障害者施策の基
本方向を総合的・
体系的に定めると
ともに、自立支援
給付や地域生活支
援事業等の事業量
や確保策を定め、
障害者の自立・社
会参加に向けた施
策の推進を行う必
要がある。

2 継続
（現状
維持）

61

28
障害者支援に
関する事業

社会福祉
課

・障害者総合支援法に基づく障害福祉サービ
スの適正・安定的な運用を図るとともに、地
域生活支援事業を実施した。
・また、障害者への保険診療に係る費用を助
成した。

・障害者の自立・社会参加の促進や、医療費
負担の軽減が図られた。

・財政面の確保
・地域に相談支援事業所など社会資源が少
ない

・引き続き、心身障害者（児）医療費制度
等の周知を行いながら、対象者に対し、給
付を行っていく。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・障害福祉サービ
スを利用し、住み
慣れた地域での自
立した生活・社会
参画を促すととも
に、心身障害者
（児）医療費の制
度等で経済的負担
を軽減すること
で、安定した生活
となる。

2 継続
（現状
維持）

61

29
障害児支援に
関する事業

社会福祉
課

・児童福祉法に基づく障害児通所等給付事業
の適正・安定的な運用を図るとともに、障害
児を養育する保護者の子育て支援や経済的負
担を軽減した。

・障害児の自立支援や障害児を持つ家庭の子
育て支援が図られた。

・財政面の確保
・地域に相談支援事業所など社会資源が少
ない

・引き続き、障害児を養育する保護者の子
育て支援や経済的負担を軽減していく。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・障害児及び養育
する保護者への経
済的・精神的負担
を支援するととも
に、市で運営する
簡易マザーズホー
ムにおいても、適
切な指導や相談を
必要とする人がい
る。

2 継続
（現状
維持）

61

30
地域生活のた
めの支援事業

社会福祉
課

・障害者の社会参加や地域生活移行を促進す
るための事業を実施した。

・障害者の社会参加や福祉の増進が図られ
た。

・財政面の確保
・地域に相談支援事業所など社会資源が少
ない

・障害者の社会参加や地域生活移行を促進
するための事業を実施する。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・住み慣れた地域
での自立した生
活・社会参画へ向
け必要な事業であ
る。

2 継続
（現状
維持）

61

31
生活困窮者自
立支援事業

社会福祉
課

・生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮
者が抱える多様で複合的な問題について必要
な情報提供及び助言を行うとともに、支援を
行う事業を社会福祉協議会へ委託して実施し
た。
・平成29年度から任意事業である就労準備支
援事業と家計相談事業を新たに開始した。

・生活保護まで至らないが生活困窮にある者
の相談・支援窓口となっている。
・また、真に生活保護が必要な者への助言
（つなぎ）の場となっている。

・社会福祉協議会における事業の周知 ・今後、必要に応じて事業の追加を検討し
ていく。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・生活困窮者が社
会との関りを持ち
ながら、自立した
生活を送るために
必要な事業であ
る。

2 継続
（現状
維持）

62

32 生活保護事業
社会福祉
課

・生活困窮者に対し、状況に応じた扶助を行
い、最低限度の生活を保障するとともに、
ケースワーカーによる自立に向けた支援を
行った。

・最低限度の生活の保障及び自立の促進が図
られた。

・特になし
・引き続き、被保護者の自立に向けたケー
スワークを行っていく。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・生活保護法は憲
法25条に定める、
文化的で最低限度
の生活を保障する
ものであるため。

2 継続
（現状
維持）

62

6
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33
地域福祉に関
する事業

社会福祉
課

・館山市社会福祉協議会補助金として、社会
福祉協議会職員7名の人件費（23,546,000円）
を支出した。
・また、地域ぐるみ福祉ネットワーク事業補
助金（4,500,000円）を支出した。

・社会福祉協議会の人件費、事業費を補助
し、安定運営に寄与することができた。

・社会福祉協議会における事業の周知
・地域福祉増進のため、社会福祉協議会の
活動支援と安定運営を図っていく。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・子どもや高齢
者、障害者をはじ
めとするすべての
市民が安心して暮
らしていくには、
社会福祉協議会や
民間福祉団体と共
に地域福祉の推進
していく必要があ
るため。

2 継続
（現状
維持）

63

34
館山市地域福
祉計画の策定

社会福祉
課

・地域福祉計画の策定の検討 ・他市の地域福祉計画の策定状況の把握
・財政面の確保
・人員の確保
・計画の内容

・社会福祉協議会が策定する「地域福祉活
動計画」とタイアップして経費を軽減でき
ないか効率化を図っていきたい。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・子どもや高齢
者、障害者をはじ
めとするすべての
市民が安心して暮
らしていくには、
各計画の調和を図
り、包括的な支援
を実施する必要が
あるため。

2 継続
（現状
維持）

63

35 ◆
救急医療体制
確保事業

健康課

・安房郡市広域市町村圏事務組合が実施する
休日及び夜間における救急急病の診療事業に
係る経費を負担した。
・太陽会及び沖縄徳洲会が実施する救急医療
事業の運営に要する経費の一部を補助した。
・市民ニーズの高い小児救急医療について、
会議の場で市内の医療機関に対して働きかけ
を行った。
・看護師等の医療資源の安定的な確保を図る
ため、養成機関や看護師等を志望する市民に
適切な支援を行った。

・館山市における休日や夜間を含む救急医療
体制の維持・確保が図られた。
・看護師等の養成機関や看護師等を志望する
市民に支援を行い、看護師等の確保が図られ
た。

・市民ニーズの高い小児救急を含む救急医
療体制の確保や看護師等の医療資源確保に
より地域医療の安定化を図るなど、安全・
安心なまちづくりの実現。

・安房郡市広域市町村圏事務組合が実施す
る休日及び夜間における救急急病の診療事
業に係る経費を負担するほか、市内の医療
機関が実施する救急医療事業の運営に要す
る経費の一部を補助する。
・市内の医療機関に対して、小児救急医療
体制の実現に向けた働きかけを、機会を捉
えて行っていく。
・看護師等の医療資源を安定的に確保でき
るよう、養成機関や看護師等を志望する市
民に適切な支援を行っていく。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｓ 最優
先

・救急医療体制の
維持・確保は安
全・安心な市民生
活の基盤を成すも
のであるため。

2 継続
（現状
維持）

65

36
看護師等修学
資金貸付制度

健康課

・入学時期に合わせて市広報に制度の概要を
掲載。
・法人（グループ）内での人事異動等を想定
し、医療機関以外の施設への異動も返還免除
対象の就業先とみなせるよう施行規則を改
正。その他、申請時に特定修学資金利用の有
無を把握できるよう様式を一部変更した（令
和２年４月１日施行）。

・令和元年度新規利用者：６名。
・令和元年度中に返還免除となった者：３
名。

・返還猶予者と返還免除者（安房郡市内に
看護師として勤務者）の増加に伴い、貸付
原資の確保が必要。
・債権の管理。
・特定修学資金利用者の把握。

・安房地域の医療にとって看護師の確保は
重要な課題となる。地域における看護師の
需要の把握、利用者要件の見直しなど、限
られた原資をより効果的に運用できるよう
な制度設計を検討していく。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・本制度開始
（H23）から延べ71
名（R2.5月末時
点）が安房地域で
看護師として就労
実績があり、市民
生活に欠くことの
できない地域の医
療福祉体制の充実
には、引き続き従
事者確保が必要な
ため。

2 継続
（現状
維持）

65

37
かかりつけ医
の普及・定着

健康課
・家庭訪問や健康相談の際に、かかりつけ医
を持つことの重要性を説明し、適正な医療へ
繋ぐ支援を行った。

・かかりつけ医を持つことで、疾病の早期発
見、早期治療、重症化予防に結びつく。

・一人ひとり受療状況が異なるため、個別
対応が中心となり集団への働きかけが難し
い。
・目標設定、効果判定が難しい。

・家庭訪問や健康相談の場で、個別の状況
を確認しながら、周知に努めていく。

3 目標
をやや
下回る

Ａ 高い

・個々の健康状態
や疾病状況によ
り、受診行動が異
なるため。

2 継続
（現状
維持）

65

38
国民健康保険
運営事業

市民課
・国民健康保険被保険者の疾病、負傷、出
産、死亡に対する必要な給付を行った。

・国民健康保険の税率を引き下げたが、被保
険者に必要な給付を行うことができた。

・今後見込まれる国民健康保険被保険者数
の減少や保険税収入の減少、被保険者の高
齢化による医療費の増加に対応する必要が
ある。

・平成30年度から国民健康保険の財政運営
の主体が千葉県に移行した。千葉県と協力
して事業運営を行う。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・国民健康保険被
保険者の疾病、負
傷、出産、死亡に
対する必要な給付
を行うため。

2 継続
（現状
維持）

65

39
国民健康保険
特別会計への
繰出事務

市民課
・一般会計から国民健康保険特別会計へ必要
な繰出しを行った。

・一般会計からの繰出しを行ったことによ
り、被保険者の負担増が回避できた。

・今後見込まれる国民健康保険被保険者数
の減少や保険税収入の減少、被保険者の高
齢化による医療費の増加に対応する必要が
ある。

・平成30年度から国民健康保険の財政運営
の主体が千葉県に移行した。千葉県と協力
して事業運営を行う。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・一般会計から必
要な繰出しを行う
ことで、国民健康
保険の財政運営の
安定化を図るた
め。

8 他事
業に統
合

（№38）
国民健康保
険運営事業

65
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40
後期高齢者医
療運営事業

市民課
・保険者である後期高齢者医療広域連合を通
じて、後期高齢者医療制度加入者の疾病・負
傷・死亡に対する必要な給付を行った。

・保険者である後期高齢者医療広域連合を通
じて必要な給付を行うことができた。

・高齢化に伴う被保険者数の増加、医療費
の増加に対応する必要がある。

・千葉県後期高齢者医療広域連合を通じ、
県全体で各種課題に取り組んでいく。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・高齢者の医療費
は，年々，増加傾
向にあり，医療費
を抑制する必要が
あるため。

2 継続
（現状
維持）

65

41
後期高齢者医
療特別会計へ
の繰出事務

市民課
・一般会計から後期高齢者医療特別会計へ必
要な繰出しを行った。

・一般会計から繰出すことにより、安定的な
後期高齢者医療特別会計の運営が図られてい
る。

・高齢化に伴う被保険者数の増加、医療費
の増加に対応する必要がある。

・千葉県後期高齢者医療広域連合を通じ、
県全体で各種課題に取り組んでいく。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・一般会計から必
要な繰出しを行う
ことで、後期高齢
者医療の財政運営
の安定化を図るた
め。

8 他事
業に統
合

（№40）
後期高齢者
医療運営事
業

65

42
短期人間ドッ
ク助成事業

市民課

・国民健康保険、後期高齢者医療それぞれに
おける本事業の対象者のうち、申請者に対
し、受診費用の７割（上限額２万円）を助成
した。

・疾病の予防や早期発見、早期治療のための
健康意識の向上が図られてきている。
【国保】
　H28：272件　5,436,064円
　H29：285件　5,690,240円
　H30：291件　5,809,188円
　R 1：264件　5,273,214円
【後期】
　H28： 54件　1,075,498円
　H29： 55件　1,100,000円
　H30： 56件　1,120,000円
　R 1： 59件　1,171,185円

・総合検診や本事業により、健診の受診率
の向上が望まれる。

・助成事業を継続し、より利用しやすい制
度を検討していく。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・疾病の予防や早
期発見、早期治療
を促進し、長期的
に医療費の抑制を
図るため。

2 継続
（現状
維持）

65

43 ◆
コミュニティ
医療推進事業

健康課

・「コミュニティ医療」の概念を要約する
と、『最終目的は“健康寿命の延伸”そのた
めに連携すること』である。そのため、健康
づくりに対する市民の意識変革と行動変容を
働きかけ、まちぐるみで健康づくりに取り組
むことで、多様な関係者と地域や職域を超え
た連携により、各種事業を進めた。
・市内小中学校での小児生活習慣病予防授業
やPTA家庭教育学級での減塩メニューの伝達講
習を通じて自らの健康意識の向上を図った。
・チラシやホームページなど各種媒体を活用
し、健康の維持増進や疾病予防のための正し
い情報の周知・啓発など、健康プロモーショ
ンを行った。
・安房薬剤師会薬業会とのワークショップを
踏まえ、正しい情報発信の「場」として薬剤
師による相談会を実施した。また、かかりつ
け医や専門医との連携により、糖尿病性腎症
を含む慢性腎不全の重症化予防に取り組ん
だ。
・市民が自ら行う健康の維持増進に資する取
組を支援するとともに、身体活動の定着化を
図るため、「夏期巡回ラジオ体操」をスポー
ツ課と共に開催した。

・たてやま健幸ポイント事業や健幸サロンを
含む各種事業及び、健康の維持増進や疾病の
予防のための健康プロモーションを通じて、
事業参加者らの健康意識の向上が図られた。

・台風15号等の影響により、予定していた安
房医師会や安房薬剤師会薬業会との連携によ
るワークショップ、市民を交えた住民協議
会、市民の意識を量る市民アンケートなどに
ついては実施することが出来なかった。

・市民をはじめ、地域や職域を超えた様々
な関係者をいかに巻き込み、連携して取組
を進めていくかが重要であり、課題であ
る。また、一方で市民一人ひとりが、健康
について、自ら、気づき、考え、行動して
いくことが、市民の健康寿命の延伸に不可
欠であるが、市民の意識変革と行動変容を
どのように促していくかが大きな課題であ
る。

・市民の健康寿命の延伸につなげるため、
健康分野に係る市民ニーズの把握や課題の
抽出・把握に努める。また、市民を含む
様々な関係者との連携により、各種事業の
実施を通じて、市民の自らの健康に対する
意識の向上を図る。

3 目標
をやや
下回る

Ａ 高い

・市民が住み慣れ
た地域で、いつま
でも健康でいきい
きと過ごすことが
出来るよう、市民
の健康寿命の延伸
を図るため。

2 継続
（現状
維持）

67

44 健康増進事業 健康課

・市内各地区において、検診後の結果説明会
や健康教育、健康相談、家庭訪問を実施し
た。
・健康相談や結果説明会の未利用者や拒否者
に対して電話連絡をし、健康状態の現状把握
を行った。

・市内地区公民館等において健診事後の結果
説明会や健康教育、健康相談を実施。また、
家庭訪問を実施し、生活習慣病の発症・重症
化予防について指導できた。
・健康相談では、同時に「出張！健幸サロ
ン」を56回実施し、延べ951名が参加した。

・健康教育、健康相談への若年層の参加者
や男性の参加者が少ない。

・健康教育、健康相談、家庭訪問を継続し
て実施することにより、介護予防や生活習
慣病の重症化予防を図っていく。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・生活習慣の改善
等により健康寿命
の延伸等を図るこ
とは、市民の健康
づくりの推進に不
可欠であるため。

2 継続
（現状
維持）

67
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45
地域ぐるみ健
康づくり支援
事業

健康課

・行政と地域を結ぶパイプ役である保健推進
員による赤ちゃん訪問、中学生に対する生活
習慣病予防教育、地域への減塩思想と減塩メ
ニューの普及等、地域と連携して保健事業の
推進を図った。
・保健推進員自ら、尿中推算塩分を測定する
などして、減塩対策に取り組んでもらった。
この減塩対策の自己評価及び他の保健推進員
の取組みを研修会を通じて学ぶことにより、
経験に基づく地域への減塩普及活動を行っ
た。
・保健推進員を対象に実施した研修会では、
乳幼児の虐待防止や地域での見守りの基礎を
学んだほか、クッキング大使の川上文代先生
を講師に迎え、調理実習を行った。
・地区の乳児にオムツやミルクを配布し、母
親を通じて家庭環境の把握などに努めた。

・生活習慣病予防授業を通して、中学生との
交流が図れ、生徒の記憶に残る授業が実践で
きている。
・減塩メニューの普及では、家庭教育学級で
実施したことで、子育て中の保護者へ子ども
の頃からの減塩の必要性を伝えられた。家庭
の味を見直すきっかけとなった。
・オムツやミルクを配布することにより、母
親が保健推進員と接する一歩となった。

・任期３年目で乳幼児の虐待防止、地域で
の見守りの研修をしたが、１年目で聞きた
かったとの要望が多かった。
・保健推進員は区長推薦だが、人選がなか
なか進まない。「自分たちの地区の健康づ
くり」の意識を持ってもらうことが必要。

・次年度は、任期替えで新任される保健推
進員は地区担当保健師と密に連絡をとりな
がら、保健事業推進を図る。
・保健推進員の活動内容の普及、区長など
地区の中核となる人との連携。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・健康について、
地域ぐるみの活動
により、市民が自
らの健康に対する
意識の向上を図る
ことが、健康寿命
の延伸につながる
ため。

2 継続
（現状
維持）

67

46
生活習慣病対
策

健康課

・総合検診等各種検診の周知を、広報紙・
ホームページ・総合検診ポスターの掲示・新
聞掲載・保健師による地区活動・未受診者へ
の再勧奨通知等で実施。
・特定健康診査は、総合検診開始と施設健診
終了の直前に、40～60歳代の未受診者への受
診勧奨として、ソーシャルマーケティングを
活用した勧奨通知を郵送。
・総合検診にレディースディを設定、大腸が
ん検診時に健康相談を実施。
・各種がん検診、特定健康診査の精密検査未
受診者へ電話、家庭訪問にて受診勧奨。

・総合検診等各種検診は、台風15号以降の受
診者が増えず、受診率は横ばいもしくは微減
の状況である。
・精密検査対象者が医療機関でフォローされ
るようになる等生活習慣病の重症化防止に効
果があり、今後も引き続き新規受診者獲得の
ための周知が必要である。
・台風災害後に実施した大腸がん検診時に、
健康相談を実施したことにより、災害時に増
加する生活習慣病の重症化予防等を実施する
ことができた。

・全体の受診率はまだ低い状況である。
・受診の効果や必要性を理解できるよう、
周知徹底をしていく必要がある。

・今後も継続して未受診者対策を実施す
る。
・新たながん検診対策を探る。

3 目標
をやや
下回る

Ａ 高い

・各種がん検診等
は健康増進法・特
定健康診査等は高
齢者の医療の確保
に関する法律に位
置付けられている
とともに市民の健
康づくりに重要で
ある。

2 継続
（現状
維持）

67

47 予防接種事業 健康課

・コミュニティビジョンを利用し、市民課窓
口でＰＲを行った。
・夏休み前に市内小中学校、保育園、こども
園へ保護者向けにチラシを配布。
・就学時健診にて、未接種の保護者へ直接、
予防接種勧奨と接種スケジュールについて相
談を行った。
・小中学校入学説明会時に、保護者向けのチ
ラシの配布を養護部会を通して行った。
・安房管内市町合同で予防接種スケジュール
表を作成し、新生児訪問時、保護者へ配布。
スケジュールについての相談を行った。
・未接種者への再通知を実施。
・新たに定期予防接種が開始される時期、ま
た年度末には委託医療機関へ直接訪問し、予
防接種事業の説明を行った。
・予診票の千葉県内統一に向けての話し合い
や調整を行った。

・学校等にチラシを配布したことにより、保
護者から日本脳炎２期の問合せが増加した。
・３歳までの予防接種スケジュールを新生児
期に保護者へ説明することで、スケジュール
のイメージを持ってもらうことができた。
・就学時健診で、保護者と直接話すことで、
接種しない理由を聞くことができた。
・定期予防接種が複雑化する中、委託医療機
関へ出向き、直接説明することで、医療機関
との連携が図れるようになった。

・夏休み時期や２回目の再通知時期に接種
率は上がるが、その他の時期の接種者は少
ない。
・接種率が上がる時期に全国的にワクチン
の流通不足が起きることがある。
・１歳を過ぎてからの接種率が低下する。

・年間を通して、均等に接種してもらうよ
うに説明していく。
・どのような感染症を予防するものなの
か、ワクチン接種の趣旨を保護者に説明し
ていく。
・４か月児健診、乳児相談、１歳６か月児
健診、３歳児健診等で接種勧奨の継続。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・予防接種法に定
められており、感
染症予防からも重
要である。

2 継続
（現状
維持）

67

48
感染症予防対
策

健康課

・集団感染するインフルエンザ、ノロウイル
スは、チラシを作成し、保育園や学校、障害
者高齢者施設等に周知した。
・新型コロナウイルス感染症について、対策
本部を立ち上げ情報収集、共有を図り、課題
に対応した。
・感染症の流行に対し、ホームページやアプ
リ配信、チラシ等で注意喚起を行った。
・消毒方法についてわかりやすいチラシを作
成し周知した。

・関係機関の感染症に対する意識の向上が図
られた。
・感染症や消毒薬に関する問い合わせに対
し、詳細な情報提供を行うことができた。

・感染症の情報は日々変化し、迅速な対応
が求められる。
・パンデミック時の通常業務継続や職員の
割振り等に関する具体的な計画が求められ
る。

・引き続き、感染症の発生に備え、備蓄
（消毒薬等）の管理と関係機関との連携を
図る。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｓ 最優
先

・新型コロナウイ
ルス感染症に対応
中のため。

2 継続
（現状
維持）

67
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49 ◆
「生きる力」
を育成する教
育の推進

教育総務
課

・一中、二中、三中学区に学力向上推進コー
ディネーターを派遣した。
・いじめ防止対策推進条例を念頭においた教
育活動を推進するとともに、児童生徒に対し
心理テストを実施した。
・電子黒板の活用について研究・研修を実施
した。

・学力向上推進コーディネーターの活用によ
り、学力面だけでなく、生徒指導面において
も小中学校の連携が深まった。
・若手教員が増える中、コーディネーター派
遣を通じて、若手教員の指導方法等について
の研修機会となり、指導力向上にも繋がって
いる。

・学校教育における総合的な課題として、
教職員の負担軽減のための方策が挙げられ
る。

・学力向上推進コーディネーターの活動を
通じて、市内全地区において小中一貫した
教育活動を推進する。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｓ 最優
先

・本事業は学校教
育の中心に位置付
けられるものであ
り、全小中学校に
おいて推進すべき
ものであるため。

2 継続
（現状
維持）

72

50
福祉・環境・
キャリア教育
の推進

教育総務
課

・全小中学校で児童生徒の職場体験を実施。
小学校においては「ゆめ・仕事ぴったり体
験」として各校独自実施。中学校においては
「チャレンジ感動in館山」として２年生が実
施した。
・幼児とふれあう機会を設定し、中学生が福
祉の心を育てる事業を実施（思春期ふれあい
体験授業）。

・教科以外での様々な体験活動を通じて、児
童生徒自身が将来の自分を考えるきっかけづ
くりができている。

・職場体験の受入事業所等の減少。
・教育委員会と学校の連携を深め、新たな
職場体験場所を開拓していく。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｂ それ
ほど高
くない

・変化の激しい現
代社会の中で、た
くましく生きる力
を持った児童生徒
の育成を推進する
事業であるため。

2 継続
（現状
維持）

72

51
国際理解教育
の推進

教育総務
課

・小中学校にＡＬＴを配置。指導要領改正に
より2020年度から小学校において英語が教科
化されるため、移行期間である平成30年度か
ら小学校へのＡＬＴ派遣人数を１名から３名
に増員した。（中学校２名　計５名）

・ＡＬＴを配置することで児童生徒が生きた
英語に接することができた。また、授業以外
の学習活動においても外国人とコミュニケー
ションを図る機会が創出され、国際理解教育
が推進できた。

・小学校での外国語教育が教科化されるこ
とに伴い、教員の授業力向上が課題となっ
ている。

・小学校教員の指導力向上のため、委託業
者と連携しながら、研修等の機会を創出す
る。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・国際化が進む現
代社会において、
児童生徒が外国語
の背景にある各国
の文化等に対する
理解を深める必要
があるため。

2 継続
（現状
維持）

72

52
情報（モラ
ル）教育の推
進

教育総務
課

・小学校においては総合、中学校においては
技術科の授業等において、また、日常的な生
徒指導の中で情報モラル教育を実施した。

・特定の授業だけでなく、日常的な学校生活
の中で繰り返し、情報モラル教育を行うこと
により、児童生徒の意識向上が図られてい
る。

・児童生徒の携帯電話等の保有率が高ま
り、インターネットを通じて自身の情報を
発信するなど、トラブルになる事案が増加
している。

・引き続き、日常的な学校生活において、
児童生徒に対し、情報モラル教育を推進
し、意識向上を図る。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・高度化する情報
社会の中で、健全
かつ有効に情報を
活用していくため
の正しい知識と技
術の習得、適切な
判断力、活用力の
育成が必要である
ため。

2 継続
（現状
維持）

72

53
学校における
食育の推進

学校給食
センター

・栄養教諭が各小中学校に出向き、食に関す
る指導として、食事の重要性や、身体の成長
に大きな役割があることを指導した。
・台風被害以降は学校給食の調理を停止して
おり、簡易給食として提供したため、学校給
食を通じて食育の指導ができない状況であ
る。

・食事の重要性を理解し、食事のマナーを守
り、楽しく会食することができた。

・台風被害以降は学校給食の調理を停止し
ており、簡易給食として提供したため、栄
養バランスを考慮した献立が組めないこと
と、学校給食を通じて食育の指導ができな
い状況であるため、新給食センターが稼動
した際は栄養バランスのとれた学校給食を
提供していく。

・計画的な食に関する指導の実践や、栄養
摂取の偏りや欠食など食生活の乱れに起因
する健康面への影響があることを児童生徒
及び保護者に対し継続して周知していく必
要がある。
・学校給食において地産地消を推進するこ
とで、地域活性化を図るとともに地元の新
鮮な食材を活用し食育の推進を図るため、
市内産及び県内産食材の安定した流通体制
を確立する。

3 目標
をやや
下回る

Ａ 高い

・食に関する指導
及び栄養摂取の必
要性に加え、学校
給食における地産
地消の推進を図
る。

1 継続
（拡
充）

72

54
小・中学校体
育振興の推進

教育総務
課

・千葉県中学校総合体育大会、同新人大会等
への選手派遣
・小学校陸上大会、体操教室の開催

・各種大会への選手派遣、大会の開催等を支
援することにより、児童生徒の体育実技のレ
ベルアップと体位体力の向上が図られた。

・インターネット等の普及により児童生徒
が体を動かす機会が減少し、児童生徒の体
力や運動能力の維持、向上が課題となって
いる。

・引き続き、各種大会等への選手派遣等を
支援し、児童生徒の体育実技のレベルアッ
プと体位体力の向上を推進する。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・日常生活におい
て体を動かす機会
が減少している
中、児童生徒の運
動能力の向上を推
進するため。

2 継続
（現状
維持）

72

55
生活習慣病予
防検診事業

教育総務
課

・小学校５年生及び中学校２年生を対象に検
診を実施した。
・検査項目：脂質・肝機能・貧血・糖代謝

・小学校５年生の検査結果で所見のあった児
童の半数以上が中学校２年生の検査で改善が
見られた。

・小児期からの病気の早期発見・指導を行
うことにより、将来的に市民全体の健康に
結びつけたい。

・結果説明会の参加率が、小学校５年生が
52％、中学校２年生が31％と低いため、逐
次、啓発に必要な活動を実施する必要があ
る。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・近年増加傾向に
ある生活習慣病を
小児期から予防す
るためには、継続
して事業を実施す
る必要がある。

2 継続
（現状
維持）

72
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56
特別支援教育
体制の推進

教育総務
課

・特別な支援が必要な児童生徒等の学習支
援、日常生活上の介助を行うため、特別支援
教育学習支援員を小中学校等に配置した。

・支援が必要な児童生徒だけでなく、学校教
職員の負担軽減にも寄与している。

・児童生徒数は減少しているが、特別な支
援を必要とする児童生徒は年々増加してお
り、教職員の負担が増加している。

・引き続き、支援員を配置するとともに、
学校、教育委員会、保護者、また、学校間
の連携を推進し、支援体制の強化を図る。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・特別な支援が必
要な児童生徒に対
する取組は、児童
生徒の将来的な自
立に向け必要性が
高いため。

2 継続
（現状
維持）

72

57
教育相談体制
の充実

教育総務
課

・心理テストの実施
・いじめ相談室の設置
・教育支援センター（不登校児童生徒対策）
の設置
・スクールカウンセラーの活用

・心理テストを通じて、客観的に児童生徒の
心理状態を把握できる。また、いじめ相談室
は学校、教育委員会以外の相談場所として相
談しやすい環境が整備できている。
・平成30年度より教育支援センターを設置
し、不登校の児童生徒の支援が出来ている。

・児童生徒や保護者が相談体制を必要に応
じて利用しているかどうかの把握が困難。

・引き続き、相談体制の充実・周知に努め
るとともに、学校、関係機関との連携を深
める。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・児童生徒、保護
者が抱える悩みな
どの様々な諸問題
に対応するため、
関係機関と連携し
た相談体制の整備
拡充が必要であ
る。

2 継続
（現状
維持）

72

58
安全対策の充
実

教育総務
課

・各校において危機管理マニュアルを策定
し、災害発生時等の対応について教職員間で
共通理解を図った。
・館山市通学路安全プログラムに基づき、通
学路の安全対策を推進した。
・防災訓練、日頃からの安全教育を通じて、
児童生徒の交通安全、防災、防犯に関する意
識向上に取組んだ。

・館山市通学路交通安全プログラムに基づ
き、県、警察等の関係機関と連携し、通学路
の安全対策を行った。

・事件事故に対しては、想定外のことも起
こり得ることから、児童生徒が自身を守る
意識を向上させる必要がある。

・引き続き、関係機関と連携した安全対策
に取り組むとともに児童生徒の安全意識の
向上に努める。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い
・児童生徒の安全
を確保する必要が
あるため。

2 継続
（現状
維持）

72

59
教職員研修の
充実

教育総務
課

・県教委、市教委主催の各種階層別、分掌別
研修が実施された。

・研修への参加を通じて、教職員の資質、力
量の向上が図られるとともに、研修の機会を
通じて、学校間の情報交換の機会となってい
る。

・研修参加時間を確保するため、働き方改
革を推進する必要がある。

・引き続き、各種研修を継続して実施する
とともに、参加対象者、各校を取り巻く状
況を踏まえた研修内容を検討する。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・教育現場に対す
るニーズは多様化
しており、様々な
問題に対応できる
教職員の資質や力
量の向上が求めら
れているため。

2 継続
（現状
維持）

72

60
特色ある学校
づくり

教育総務
課

・小学校６年生、中学校２年生において、歴
史副読本「さとみ物語」を活用した授業を実
施した。
・地域人材を活用し、地域の特色を活かした
授業を実施した。

・児童生徒の地域の自然、歴史等への理解が
深まり、また、地域住民の学校活動への関心
が高められる。

・従来から依頼している地域人材の高齢化
とともに新たな人材の確保が困難である。

・引き続き、地域住民に協力をいただきな
がら、地域の特色を活かした授業や取組を
実施する。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・地域資源、地域
人材を活用した特
色ある学習の実施
を通じて、児童生
徒の地域への誇り
と愛着心を高める
必要があるため。

2 継続
（現状
維持）

72

61
芸術・文化に
よる豊かな心
の育成

教育総務
課

・音楽鑑賞教室の開催（隔年６月開催）
・館山市文化祭「子ども音楽会」の開催
・県吹奏楽コンクール参加及び各中学校合唱
コンクールの開催支援

・音楽活動を通じて、児童生徒に芸術に触れ
る機会が提供でき、情操の育成に寄与してい
る。

・地域性により多様な芸術・文化に触れる
機会が少ない。

・千葉県等の芸術文化鑑賞事業なども活用
しながら、各校において児童生徒が多様な
芸術・文化に触れる機会を創出する。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｂ それ
ほど高
くない

・児童生徒の情操
の涵養を図るた
め、多様な芸術や
文化に触れる機会
を創出する必要が
ある。

2 継続
（現状
維持）

72

62
就学費援助事
業

教育総務
課

・経済的な理由により就学困難な児童生徒に
対し、必要な援助を行い、義務教育を円滑に
受けられるように努めた。

・令和２年２月末現在認定者数
【要保護】
(小)８名、(中)８名
【準要保護】
(小)169名、(中)109名

・要保護・準要保護の認定率が、増加傾向
にある。（平成25年４月：8.08%⇒令和２
年２月：9.19%）

・引き続き、経済的な理由により就学困難
な児童生徒が必要な援助を受けられるよう
周知する。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・学校教育法第19
条により、経済的
に就学が困難な者
に対して市町村が
援助を行うよう規
定されている。
・経済的事情か
ら、今後も援助を
必要とする世帯は
一定数以上あると
予想される。

2 継続
（現状
維持）

73
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63
ふるさと創生
奨学資金貸付
事業

教育総務
課

・経済的な理由により、高等学校や大学に進
学することが困難な者に対して奨学資金を貸
し付けることにより、就学の機会を支援し、
人材の育成に寄与した。

･令和２年３月末現在貸付者：21名
･令和２年３月末現在返還者：41名

・昨今の厳しい経済状況の中で、学生への
経済的な支援が重要となっている一方で、
返還金の回収強化が課題となっている。

・引き続き、経済的な理由により高等学校
や大学に進学することが困難な者が奨学資
金を借りられるよう周知する。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・経済的理由によ
り就学が困難な者
に対し、就学の機
会を創生する必要
があり、今後とも
制度を継続してい
く必要があるた
め。

2 継続
（現状
維持）

73

64 ◆

遠距離通学支
援事業（ス
クールバス運
行事業・通学
費補助事業）

教育総務
課

・遠距離通学の児童生徒に対し、通学費を補
助する。平成29年４月から市内一律の基準と
し、房南小学校区の富崎・神戸地区の一部、
第三中学校の九重地区、第二中学校区の畑・
神余地区及び西岬地区においては、スクール
バスを運行する。

・支給対象者：小学校２km以遠、中学校４km
以遠から通学する児童生徒（学区外通学者は
除く）
　
・「スクールバス通学」は「無料」、「路線
バス通学」においては「運賃の実費」を支
給。また、「自転車通学」においては「維持
管理費」の一部を支給。

・遠距離通学に伴う保護者の負担軽減が図ら
れた。
・スクールバス運行により、通学する児童生
徒の安全な通学手段を確保することができ
た。

・利用者が１名である豊房小学校（畑地
区）児童の今後の運行。

・引き続き児童生徒の通学に伴う保護者の
負担軽減に努める。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｓ 最優
先

・教育環境上、市
民の評価の重要な
事業であり、学校
の運営上、必要性
が高い。

2 継続
（現状
維持）

73

65 ◆
学校施設の整
備充実

建築施設
課
教育総務
課

＜H28年度＞
・房南地区小中一貫校施設整備事業
・北条幼稚園建設事業
＜H29年度＞
・第二中学校講堂・柔剣道場非構造部材耐震
対策事業
＜H30年度＞
・館野小学校非構造部材耐震対策事業
＜H30～R1年度＞
・小中学校空調機設置工事（全小中学校）
・船形小学校・西岬小学校 非構造部材耐震対
策事業
・第三中学校 ブロック塀等改修工事

＜H28年度＞
・房南中学校の体育館(建替え）及び神戸小学
校校舎(未使用）の耐震化が図られた。
・北条幼稚園の耐震化(建替え）及び老朽化対
策が図られた。
＜H29～R1年度＞
・第二中学校，館野小学校，船形小学校，西
岬小学校の講堂及び柔剣道場の非構造部材の
耐震化が図られた。
＜H30～R1＞
・熱中症対策など学習環境の改善を図るた
め、空調機未整備である小中学校普通教室等
に空調機が設置された。
・安全性に問題があると思われるブロック塀
等を改修し，生徒の安全確保を図った。

・第三中学校の耐震化が図られていない。
（耐震化未完了：第三中学校校舎・剣道
場・柔道場）

・R3．4月に第二中学校校舎で統合中学校
が開校し，現第三中学校校舎・剣道場・柔
道場を使用しない環境が整う（耐震化完
了）。

3 目標
をやや
下回る

Ｓ 最優
先

児童・生徒の安全
確保の為、学校施
設の耐震性確保
は、喫緊に取り組
むべき内容であ
る。

2 継続
（現状
維持）

73

66 ◆
学校給食セン
ターの整備・
運営

学校給食
センター

・経費の節減と財政負担の平準化などにメ
リットがあるとされるＰＦＩ手法の導入に切
り替え、ＰＦＩ事業者を決定し令和２年９月
稼動予定として施設整備を実施している。

・食数規模の減少及び１日の献立を、これま
での２献立から、小・中学校及び幼稚園が同
一の献立としたことで、建築面積の縮小や厨
房機器を集約したことで事業費の削減に努め
た。

・ＰＦＩ事業による施設整備を進めている
が、台風被害の影響により工期に遅れが生
じている。現施設においても台風被害を受
け給食の調理を停止していることから、調
理せず提供できる簡易給食の継続により保
護者等への負担が大きい。

・新センター整備運営事業については、台
風被害及び新型コロナウィルスによる整備
事業への影響を受けて遅延する可能性があ
り、開業準備及び維持管理運営事業の開始
時期への影響があるため、簡易給食の継続
を関係者に周知する必要がある。

3 目標
をやや
下回る

Ａ 高い

・台風被害の影響
により現施設での
調理ができない状
況にあり、更には
新センター建設の
工程においても台
風被害及び新型コ
ロナウィルスの影
響を受けている
中、早期稼働を目
指し進める必要が
ある。

2 継続
（現状
維持）

73

67
学校用教材備
品の整備

教育総務
課

・老朽化した学校用備品の更新や必要な教材
の購入を行い、学習環境の整備を図った。

・概ね各校の要望どおりの備品を整備するこ
とができた。

・厳しい財政状況の中、令和元度以降、計
画的な整備が困難である。

・理科及び算数・数学教育のための設備の
整備については、文部科学省の有利な財源
の確保に努める。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｂ それ
ほど高
くない

・市民にとって、
教育現場の整備に
対する要望度は高
く、優先度をBとす
る。

2 継続
（現状
維持）

73
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68
少子化に対応
した教育環境
の向上

教育総務
課

・H29.４小中一貫校「房南学園」を開校
・H30.11小中学校の将来を見据えた学校の在
り方について審議してもらうため「館山市学
校再編調査検討委員会」を設置した。

・房南学園については、一貫校での合同行事
などを通じて、児童生徒が交流しやすい環境
となり、また、教員の交流により、指導力の
向上が図られている。

・児童生徒数のみを根拠とした学校再編の
難しさが挙げられる。

・学校再編調査検討委員会からの答申等を
踏まえ、将来の学校の在り方について検討
し、市としての方針を決定し、今後策定す
る個別施設計画に反映する。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｓ 最優
先

・児童生徒数の減
少による学校の小
規模化に対応する
ため、引き続き、
将来の学校の在り
方について検討を
進める必要がある
ため。

1 継続
（拡
充）

73

69
学校区コミュ
ニティの形成

教育総務
課

・学校評議員の委嘱等
・各校ホームページ、ブログ更新による地域
等への情報発信

・学校ホームページ、ブログ等により情報発
信が図られた。
・地域住民等の多様な意見が、学校運営に反
映される。

・地域人材の高齢化
・引き続き、地域との連携を保ちながら開
かれた学校運営を推進していく。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・多様化する学校
へのニーズや教職
員の働き方改革の
推進を図るため、
地域、家庭と連携
した取組が必要で
あるため。

2 継続
（現状
維持）

73

70
情報教育環境
の整備

教育総務
課

・ＩＣＴを活用し、効果的な指導・学習を
行った。

・ＩＣＴを効果的に活用したわかりやすく理
解の深まる授業を実践した。
・児童生徒の情報活用能力の育成を図った。

・ＩＣＴ環境整備については、機器の整備
に多額の費用がかかるため、厳しい財政状
況を踏まえると、国の目標（ＰＣ コン
ピュータ教室40台・各クラス１台・移動式
40台、電子黒板 各クラス１台）の達成は
困難である。

・ＩＣＴの活用は国の方針であり、総務省
等の有利な財源の確保に努め、引き続き環
境整備を進める必要がある。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｓ 最優
先

・１人１台端末
と、高速大容量の
通信ネットワーク
を一体的に整備す
る「ＧＩＧＡス
クール構想の実
現」により、教育
ＩＣＴ環境を実現
するよう文部科学
省より示されてい
るように、学校に
おけるＩＣＴ環境
の充実は今後必須
となるため。

1 継続
（拡
充）

73

71
青少年健全育
成体制の充実

生涯学習
課

・青少年の健全育成のため、子ども会育成会
連絡協議会事業や青少年相談員連絡協議会等
への補助を行った。
・第20期青少年相談員93人の委嘱を行った。

・各種事業に補助をすることにより、市内児
童等に対し様々な体験学習機会が提供でき
た。
・各種行事を実施することにより青少年の健
全育成に資することができた。

・少子化や児童・生徒のライフスタイルの
変化による参加者の減少。
・地域コミュニティの変化による担い手及
び子ども会加入者の減少。

・引き続き、関係団体への補助を行うとと
もに市広報や学校等を通じて会員の維持拡
充を図る。
・現状に即した新たな体制づくり。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｂ それ
ほど高
くない

・自主的な活動を
行う各種団体の活
動について継続し
て支援する。

2 継続
（現状
維持）

75

72
放課後子供教
室の推進

生涯学習
課

・放課後子ども総合プランに基づき、放課後
や週末等に小学校の余裕教室等を使用し、市
内全小学校（10校）で放課後子ども教室を実
施した。

・児童が放課後や週末に地域住民や異学年の
児童と交流することで豊かで健やかに育まれ
る環境作りが図れた。

・体験学習を主体とした生きる力の向上の
ための事業内容の見直し及び学童クラブと
の連携。
・コミュニティスクール導入に向けての検
討。

・将来的には学童クラブと放課後子ども教
室の連携を推進し、指導者が両事業に関わ
れるようにしていく。
・地域とともにある学校づくりを目標とし
たコミュニティスクールの導入を推進して
いく。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・学校・家庭・地
域の連携は重要で
あり、異学年や地
域との交流を通し
て豊かな人間性を
育む取り組みが必
要。

1 継続
（拡
充）

75

73
ふるさと体験
活動の推進

中央公民
館

・親子や青少年を対象に「たてやまワクワク
探検隊」では、ホタル観察の実施、「沖ノ島
探検隊」では、島内探検を実施した。

・体験活動を通じて、館山の自然の豊かさ、
良さを認識してもらうことができた。
・青少年が自ら考えて行動することを学ぶこ
とができた。

・参加対象者が成長し、対象世代は変わっ
ているが、体験メニューがマンネリ化して
いる。
・事業内容が自然体験教室に偏っている。

・自然や歴史、文化、農漁業体験等幅広い
分野での体験メニューの実施。
・関係課等との連携のほか、ＮＰＯや市民
団体などの協力を模索し、「ふるさと館
山」を広く理解してもらえる事業を構築す
る。
・青少年が自ら考え、解決する能力を育む
ことのできる体験メニューとする。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・体験活動を通じ
て、郷土に愛着を
持ってもらうこと
や、自ら考え行動
する能力を身につ
けることは重要で
ある。

2 継続
（現状
維持）

75
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（中央公民館）

・成人講座、家庭教育講座、青少年講座を実
施した。
・地区公民館において、地域のニーズに配慮
し、講座を実施した。
・令和元年度は、台風15号等の影響により一
部予定していた講座を中止した。

・講座の開催により、市民に対して様々な生
涯学習の機会を提供することができた。
・参加人数は、「中央公民館講座」が約2,400
人、「地区公民館講座」が約2,800人。

・中央公民館・地区公民館それぞれの特性
で差別化が必要。
・中央公民館、地区公民館ともに参加者の
多くが高齢者であり、勤労者世代の参加者
が少ない。

・中央公民館の成人講座に関しては、勤労
者世代のニーズに合ったメニューの企画及
び啓発。
・地区公民館では、それぞれ地区の実情に
応じた講座事業の実施に努める。
・現代的な課題や市民のニーズに応じた内
容の事業を企画する。

・市民一人ひとり
が生きがいを持
ち、健康で充実し
た人生を過ごせる
よう、継続的に学
習機会を提供する
必要があるため。

（図書館）

・「大人のためのおはなし会」や「ティータ
イム朗読会」など、本や図書館への親しみを
持ち、楽しさを味わえる行事を実施した。

・図書館と地域のつながりを見直したり、本
を通じて知識を深めたり、多様な本の楽しみ
方を知るきっかけの場となった｡
・図書館そのものの更なる周知を図ることも
できた。

・誰でも、いくつになっても、どの年代で
も、読書を楽しむことができ、それが続け
られるよう、幅広くきめの細かいサービス
を検討・継続して実施していく必要があ
る。
・ただ行事を行うだけでなく、資料や図書
館自体の利活用に結びつけることが重要。

・図書館が本と人とをつなぐ場であること
はもちろん、本をきっかけに地域や人と繋
がることのできる場となる事業展開をして
いく。

・図書館業務の基
本となるものであ
り、恒常的・継続
的に行っていく必
要があるため。

75
家庭教育事業
の推進

中央公民
館

・家庭教育学級の開設支援や子育て支援講座
「ハッピーファミリー」を実施した。
・家庭教育や子育てに対する相談窓口の運営
を行った。

・家庭教育学級などの事業を通じて、家庭教
育力の向上や保護者同士の交流や情報交換の
場を提供することができた。

・家庭や青少年、児童を取り巻く問題が複
雑化、深刻化していることへの対応の困難
性。

・家庭教育学級や子育て支援講座等の実施
により、家庭教育の知識向上と併せて、親
同士が気軽に語り合う場や学びの輪づくり
を目指す。
・子どもを取り巻く環境把握や子育てにつ
いての情報提供と相談窓口の充実。
・学校、家庭、地域、関係機関での子育て
支援の連携強化。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・次代を担う健全
な青少年を育成す
るためには家庭教
育関連の事業は重
要である。

2 継続
（現状
維持）

77

76
児童サービス
の充実

図書館

・児童資料の収集・提供及び「おはなし会」
「わらべうたの会」や図書館業務の体験講座
を行った。
・学校への支援として、団体貸出や専門職で
ある司書が出張してのブックトークやおはな
し会、学校図書館の運営相談等を行った。

・学校の団体貸出利用が増加傾向にあり、特
に小学校では活用が図られている。
・学校や幼稚園・こども園等への出張による
おはなし会・ブックトークの実施、学校図書
館等の運営相談の要望も高まっている。

・魅力的な資料がなければ、児童の利用は
活発にはならないため、更なる資料の充実
に努める必要がある。
・児童、幼児向けの事業についても、本を
活用して子供の成長を助けることにつなが
るため、更なる充実と周知に努める必要が
ある。

・新しい資料だけでなく、基本資料の買換
え等も行い、子どもにとって楽しく使いや
すい図書館づくりを行う。
・学校連携を進めるため、学校図書館担当
者と意見交換ができる環境づくりを進めて
いきたい。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・図書館業務の基
本となるものであ
り、恒常的・継続
的に行っていく必
要があるため。

2 継続
（現状
維持）

77

77
図書館機能の
充実

図書館

・資料の購入・寄贈受入を行い、資料を基に
利用者に貸出や調査相談等を行った。
・図書館システムを用い、確実な資料管理に
努めた。
・本と利用者をつなぎ、図書館を活用しても
らうきっかけとなるよう、「ハッピーバッグ
（本の福袋）」貸出や、特設コーナーを設置
し、テーマを設けての資料の展示・貸出を
行った。

・館内での資料利用や調査相談など、貸出以
外にも資料活用がされている。
・テーマ展示等が、利用者に対し、図書館資
料の幅広さを提示し、これまで手に取らな
かった資料に出会うきっかけともなってい
る。

・施設の老朽化や経年の蓄積等により、収
蔵能力が限界を迎えている。

・これまでの事業や資料整備を継続しつ
つ、図書館の魅力をさらに発信していく必
要がある。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・図書館業務の基
本となるものであ
り、恒常的・継続
的に行っていく必
要があるため。

2 継続
（現状
維持）

77

（中央公民館）

・中央公民館サークル連絡会の活動支援や協
働事業の実施、サークルフェスティバルの開
催。
・令和元年度のサークルフェスティバルは、
新型コロナウィルス感染症の影響により中止
した。

・毎年実施しているサークルフェスティバル
には多数のサークルが参加し、それぞれの
サークルの活動状況を説明し合うことで、
サークル間や個人間の交流や親睦が促進さ
れ、サークル活動の活性化に繋げることがで
きた。

・サークル参加者の高齢化。
・サークル連絡会の活性化と役員体制の安
定化。

・サークルフェスティバルやサークル連絡
会の事業を通じて、サークル活動の周知と
若年層加入者の増及び活性化を図る。
・サークル連絡会の活動を支援し、新たな
事業の展開や組織運営の安定化を図る。
・地区公民館においては、各種講座の開催
によりサークル組織の増加を図り、地域の
サークル活動の活性化に繋げる。

・市民の生きがい
づくりや地域のコ
ミュニティー形成
のためには、サー
クル活動の活性化
は重要である。

1 継続
（拡
充）

（博物館）

・市民サークル「城山古文書会」へ、助言者
として学芸員が参加し、より正確性の高い学
習機会を確保した。

・自主的な学習活動など市民の自己表現の場
としての活動に寄与した。

・博物館講座の受講生が組織したサークル
であり、活動の自主性、継続性を確保して
いく。
・参加者の固定化、高齢化

・博物館の専門性を活かして、館山の歴史
情報を積極的に提供していける場の醸成に
努める必要がある。

・市民の歴史への
興味関心、学習意
欲にこたえる。

2 継続
（現状
維持）

2 継続
（現状
維持）

77

78
サークル活動
の支援

中央公民
館
博物館

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い 77

74
生涯学習講
座・教室の開
催

中央公民
館
図書館

Ａ 高い

2 おお
むね目
標どお
り

14
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事業
№

資料５－３

（生涯学習課）

・出前講座、マイスクールボランティアなど
市民の豊富な知識や経験等を活用し、学校支
援事業や出前講座事業を実施した。

・学校支援活動においては学習支援、環境美
化が図られた。
・市民の学びの機会を提供することができ
た。

・豊富な知識、経験等を有する市民は潜在
していると考えられるが、それら人材のよ
り一層の活用。
・学校に対する制度のより一層の周知。

・協力者（市民）と受益者（学校等）を繋
ぐための調整を行う仕組みづくりの整備。

・多様化する学習
ニーズや学校支援
に対応するため、
学校支援ボラン
ティア、出前講座
を実施し、市民の
知識・経験を活用
する仕組みづくり
が必要。

（博物館）

・ミュージアムサポーター「甲冑士」による
歴史体験教室「甲冑を着よう」を開催した。
・ミュージアムサポーター「絵図士」による
文化財マップを作成した。

・地域人材の活用によるボランティアの拡
充、博物館事業の充実を図った。
・平成31年４月１日から、「甲冑を着よう」
の開催日を、毎月毎日曜日から毎月第２、第
４日曜日に変更した。

・適正な知識を習得する適正な研修会の開
催が必要である。
・ボランティアの高齢化に伴い、定期的な
事業を行うための人材確保が難しくなって
いる。

・博物館の役割が多様化、専門化していく
中で、学芸員以外にも博物館活動を支える
人材の確保を積極的に行っていくことが重
要である。

・ミュージアムサ
ポーターの活動に
より、職員のみで
はカバーしきれな
い博物館事業の充
実を図ることがで
きる。

（博物館）

＜展示事業＞
・常設展示の他に、企画展・特別展を開催
　H28年度～R1年度総入館者数：213,137人
　　企画展、特別展　延べ17回開催
　　 　　　　 　 期間中入館者：127,594人

＜主な教育普及事業＞
・歴史体験教室
 「甲冑を着よう」(延べ210回・1,977人)
・歴史教室
 「古文書を読んでみよう」(延べ114回・
4,544人)
 「活弁八犬伝」(延べ８回・132人)
 「わたしの町の歴史探訪」(延べ3回・112人)
・展示解説会(延べ19回・350人)
・講演会（延べ　１回・124人）
・ワークショップ(延べ２回・35人)
・なつやすみ宿題大作戦（延べ８回・102人）
・安房学講座〔共催〕(延べ24回・1,499人)

・地域の歴史、文化遺産を展示、公開するこ
とによって、郷土を知る手がかりを提供し、
市民の歴史への興味や関心に応え、情報発信
するとともに、専門家による解説を通じて正
確な情報理解がなされるように努めた。

・市内に埋もれている歴史資料を恒常的に
掘り起こし、活用する方法を工夫すること
が必要である。

・市民ニーズに即した展示企画と講座の拡
充を図る。
・指定管理者の自主事業との協働を図る。

・市民の歴史への
興味関心,学習意欲
にこたえる。

（中央公民館）

・一般市民を対象とした「ふるさと講座」に
ついては、地域の歴史や文化、自然について
をテーマとした講座を５回実施した。
・「安房地区公民館連携講座」は安房３市１
町が各１回づつ担当し、実施した。令和元年
度は、台風15号等の影響により４回予定して
いた講座が２回中止となった。

・「ふるさと講座」「安房地区公民館連携講
座」に参加し郷土に関する知識を得たこと
で、参加者の「ふるさとへの愛着」が育まれ
た。

・高齢者の参加者が多く、勤労者世代の参
加が少ない。
・「安房地区公民館連携講座」でのテーマ
選定に苦労している市町が出始めている。

・幅広い年代に参加してもらえる講義内容
を検討する。
・講義内容を検討したうえ、幅広い分野で
新たな講師の発掘をする。
・「安房地区公民館連携講座」について３
市１町で協議し、今後の方向性を決定す
る。

・地域のことを学
び、再認識しても
らうことで、地域
への愛着や帰属意
識を高め、ふるさ
とづくりに寄与す
ることができる。

Ａ 高い
2 継続
（現状
維持）

79

77

80
郷土に関する
展覧会・講座
等の充実

博物館
中央公民
館

2 おお
むね目
標どお
り

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い
2 継続
（現状
維持）

79
生涯学習ボラ
ンティア制度
の充実

生涯学習
課
博物館

15



第４次館山市総合計画「前期基本計画」政策評価シート　２次評価結果

令和元年度末までの事業の実施状況 事業の効果及び発現要因
2次評価
方向性

統合先の
計画事業

計画書
ページ

№
【優先度】の理由今後の事業展開・改善策など

2次評価
達成度

2次評価
優先度

課　　題

重点
プラ
ン

該当

計画事業名
担当課

(R2回答課)
事業
№

資料５－３

（博物館）

・H28年度～R1年度に収集した資料点数
　　 8,893点
・R1年度末現在　総収蔵資料点数
    88,029点
・適正な環境で資料を保存するため、本館、
八犬伝博物館の燻蒸を実施した。
・内規「館山市立博物館収蔵資料の閲覧、写
真撮影等の取扱いについて」をH30年４月１日
付で改定し、利用申請手続きを従来よりも簡
略化することで、積極的に資料公開を図っ
た。
・台風被災後の資料減失危機においても、積
極的に収集、保全を行った。

・実物資料は、所有者の関心の低下や建物の
取り壊しなどで歴史的な地域文化が減失して
いく傾向があるが、保護すべき資料の収集に
より、提供すべきふるさと情報の根幹資料を
確保する。

・実物資料の収集には収蔵スペースが有限
であるという制限があるため、スペースの
有効活用と拡大が必要。

・資料整理と収蔵資料目録の整備

・博物館機能の要
である資料の整備
を図り、展覧会を
中心とする博物館
事業の拡充を促進
する。

1 継続
（拡
充）

（図書館）

・郷土資料の寄贈受入、購入、整理及び利用
者への資料提供を行った。
・「ウィキペディアタウンｉｎ館山」などの
事業を通し、地域資源の再発見や郷土資料の
活用につなげることができた。

・郷土に関する資料は寄贈が多いが、データ
を細かく入力することで、資料の内容もある
程度わかるようにし、検索等でも見つけやす
くしている。
・一般資料についても、地域ゆかりの著者や
地域に関する記載等があるものはデータ入力
を行い、検索等で見つけやすくなるようにし
ている。

・郷土資料は他に委ねることはできないの
で、一般流通していないものも含めた網羅
的収集に加え、長期保存・継承の役割も果
たしていかなければならない。

・博物館と所蔵資料の情報共有を図り、資
料の利活用をさらに広げられるようにして
いく。
・郷土資料に注目した展示や、郷土資料を
活用した行事を行うことで、収集・保存し
た郷土資料を実際の地域資源とつなげ、更
なる活用を図れるようにしていく。

・図書館業務の基
本となるものであ
り、恒常的・継続
的に行っていく必
要があるため。

2 継続
（現状
維持）

82
博物館機能の
充実

博物館

＜主な設備・施設改修＞
　設備の老朽化等に伴う措置を施した。
・本館外壁補修          （H28：  349千円）
・本館浄化槽設備改修    （H28：1,171千円）
・館山城照明設備改修    （H29：7,344千円）
・本館水道管漏水補修    （H29：  537千円）
・本館暖房循環ポンプ改修（H30：  376千円）
・本館塀瓦補修          （H30：   99千円）
・台風災害に伴う補修    （Ｒ元:1,196千円）
　　本館収蔵庫棟瓦補修外２件

<受付，案内業務の民間委託>
・平成29年４月１日～令和元年11月30日
　本館、八犬伝博物館（館山城）他における受
付、案内業務を民間業者に委託した。

<指定管理者制度の導入>
・令和元年12月１日～令和６年11月30日
　延長条件により期間延長の場合あり
　第三次館山市行財政改革方針（平成30年度～平
成34年度）に基づき、本館、八犬伝博物館（館山
城）、城山公園等業務において指定管理者制度を
導入した。
　　本館、八犬伝博物館（館山城）
　　　…受付案内業務、利用料金等徴収業務
　　八犬伝博物館（館山城）
　　　…施設運営業務、維持管理業務の一部

・設備更新、施設設備の延命化と適正な機能
保全に努めた。
・指定管理者制度導入に伴い事務量が縮減さ
れた。
　　入館料徴取事務
　　運営業務の一部（観覧券等の作成　外）
　　維持管理業務の一部（清掃、簡易な補修
外）
・指定管理者自主事業による新たな事業展開
が図られた。
　　城山公園と一体となったホームページの
運営
　　指定管理者作成商品の物販
　　節分イベント等自主事業の実施

・施設の老朽化により、施設利用者に対
し、快適な空間、環境を提供することが困
難になっていく。

・博物館機能の集約、統廃合の検討
・計画的な施設、設備の更新及び補修
・「個別施設計画」の策定（令和２年度
中）
・一部の修理、改修等における指定管理者
との連携

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・利用者に安全で
快適な利用環境を
提供する。
・博物館資料を安
全に後世に継承す
る。

2 継続
（現状
維持）

79

83
文化財の保
存・活用

生涯学習
課

・文化財を説明するための看板等の整備事業
を推進し、新たに指定された文化財の説明看
板を２箇所設置した。
・令和元年度は，台風15号により破損した文
化財説明２箇所と案内看板５箇所の復旧を
行った。

・指定文化財等の説明看板を整備することに
より、来訪者に対する文化財への理解を深め
ることができる。

・国・県・市の指定文化財や登録文化財を
合わせると100箇所以上となるため、巡回
等により計画的に看板の設置や補修を図っ
ていく必要がある。

・引き続き、整備を行っていくことによ
り、来訪者の文化財に対する理解を深め、
文化財を活用したまちづくりを推進してい
く。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・市民の歴史・文
化への意識の掘り
起こしや、歴史・
文化の継承のため
に、文化財の保
存・整備を行うこ
とは重要である。

2 継続
（現状
維持）

79

84

観光スポット
としての歴史
文化遺産の活
用

生涯学習
課

・赤山地下壕跡については、台風15号や新型
コロナウィルスのため，休壕せざるを得ない
期間等があったため，令和元年度は21,260人
の入場者数にとどまった。

・赤山地下壕跡については、平成16年の一般
公開以来、入場者は増加し続けており、平成
30年10月には累計30万人に達した。観光客に
とって手軽に見学できる施設として人気が高
まっている。

・平成29年度から受付業務を業務委託した
ため、受託者との連携が重要となる。
・また、施設についても入場者数の増加に
つながる対策が必要となる。

・入場者に見学しやすい環境整備として，
見学者用パンフレットの作製など、施設の
充実について考慮していく。
・市内にある他の戦争遺跡の活用を検討
し、戦争遺跡のネットワーク化を模索す
る。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・歴史遺産である
戦争遺跡の活用に
より、特色のある
まちづくりを積極
的に情報発信する
必要がある。

2 継続
（現状
維持）

79

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い 7981
郷土資料の収
集・保存と提
供

博物館
図書館

16
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85
民俗芸能伝承
者の育成

生涯学習
課

・平成28年度までのサンセット事業であった
ため、平成29・30年度は補助事業の実施はな
かった。事業終了までに10件の補助事業を実
施した。
・平成30年度には、民間助成金を活用し地域
伝統芸能保存事業として、「館山市の御船
歌」の映像記録と映像記録解説書を作製し、
関係団体等へ配布した。また、令和元年度に
はふるさと講座において、映像記録の上映等
講座を開催した。

・地区で伝承されている祭礼の保存に対する
補助及びパンフレットによる紹介に対する補
助を行うことにより地域コミュニティの活性
化と観光資産としての活用が図れる。

・少子高齢化により伝承者が減少し、後継
者の育成が難しくなっている。
・活動していくうえでの資金が不足してい
る。
・補助事業としては平成28年度で終了した
ため、今後の民俗芸能伝承者の育成につい
ての支援をどのようにするか検討する必要
がある。

・各地区で行われる民俗芸能については伝
承者が減少していくため、今後、国・県の
補助金や民間の助成金を活用し、映像記録
等の作成や既存映像のデジタル化等による
資料の整備を予定している。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｂ それ
ほど高
くない

・少子高齢化の進
行から伝承者が減
少し、一度中断し
たものは復活が難
しいが、映像記録
等の作成や既存映
像のデジタル化等
による資料の整備
が必要である。

2 継続
（現状
維持）

79

86

国史跡「里見
氏城跡　稲村
城跡」の保
存・整備

生涯学習
課

・稲村城跡の整備のため、地区に対する業務
委託事業として草刈り等の環境整備を行って
いる。また、臨時駐車場の稲市有地から稲村
城跡までの案内看板を製作し設置した。

・国指定史跡としての稲村城の整備を行うこ
とにより、史跡に対する地域の理解と、来訪
者に対する観光資産としての活用を図ること
ができる。

・史跡として整備していくためには権利関
係の整理が必要である。
・また、南房総市にある国史跡岡本城跡と
の連携した整備も必要となる。

・今後地権者の同意を集めることで指定区
域の拡大を目指すとともに、駐車場トイレ
等の環境整備を行う。
・また、整備基本計画に関して岡本城跡整
備基本計画との連携を進める。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・国史跡「里見氏
城跡　稲村城跡」
は歴史を活かした
まちづくりの上で
館山城跡と共に中
核となる歴史遺産
であり、保存・整
備およびその活用
は、長期に渡る事
業であるが、一歩
づつ確実に推進し
なけらばならない
事業である。

2 継続
（現状
維持）

79

87
ふるさと情報
の発信強化

博物館

・博物館が調査、収集した地域の歴史、民俗
等の情報を、「たてやまフィールドミュージ
アム」として公開し、蓄積する。
・文化庁が運営するポータルサイト「文化遺
産オンライン」に館山市立博物館収蔵資料の
一部を掲載し、以前から要望のあった里見八
犬伝、戦国武将里見氏、郷土史関連の収蔵資
料をインターネットで公開している。
・従前ファイルサーバーの劣化に対応するた
め、観光みなと課所管のサーバーに移管し、
データ保全とサーバー使用料の削減を図っ
た。

・インターネット上で公開することにより、
館山市の歴史や文化に関する情報資産を活用
することができる。

・情報の発信にあたっては、利用者が必要
としている内容を、どのように把握し、反
映させていくかが重要である。

・たてやまフィールドミュージアムについ
ては、引き続き内容の充実を図る。
・更新作業のしやすいページ作りが必要で
ある。
・指定管理者の自主事業との協働を図る。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・歴史・文化など
の地域情報を発信
し、市民一人ひと
りが、地域の魅力
を再認識し、ふる
さとに対する誇り
や愛着心を育成す
る。
・次代の市民に地
域の歴史、文化の
継承を図り、全国
に向けて館山市を
アピールする。

1 継続
（拡
充）

79

88
芸術文化活動
の充実

生涯学習
課

・市民に優れた文化鑑賞の機会を提供するた
め、音楽鑑賞協会・芸術文化協会・茶道連盟
の活動に対して助成を行った。

・各団体に対する補助を行うことにより、円
滑な事業の実施ができた。
・また、市民に対し優れた文化鑑賞等の機会
を提供することができた。

・各団体の高齢化により会員の固定化、会
員が減少しており、団体組織の活性化が課
題となっている。

・文化祭等の周知や充実を図り、市民の文
化芸術に親しむ機会の充実に努める。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｂ それ
ほど高
くない

・台風の影響のあ
る中でも「文化
祭」等を通じて、
芸術文化活動の発
表の場を提供した
が、文化芸術活動
は、市民生活が確
保された上での活
動であるため。

2 継続
（現状
維持）

80

89

全国大学フラ
メンコフェス
ティバルの開
催

生涯学習
課

・全国の大学生等と連携し、他に類の無いイ
ベントである全国大学フラメンコフェスティ
バル及び花火とフラメンコ等の関連事業を実
施した。
・第25回フラメンコフェスティバルを記念大
会として内容を拡大して実施した。

・参加者間の交流、市外等からも来場者を迎
えることで交流人口の拡大が図られ、館山市
の南欧風のまちづくりのイメージアップにも
繋がった。

・参加者が年々減少していく傾向にあり、
また、特定の関係者の尽力により維持して
いる部分もあるので、今後の事業の継続に
対する対策が必要である。
・スーパーバイザーの前担当者が亡くなっ
たことにより、事業の見直しが必要

・参加者（大学）の確保、他で活動してい
る団体との連携、交流。実施体制などイベ
ント内容の全面的な見直しを進める。
・OB・OG会が立ち上がったことにより、連
携して事業を実施していく。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・南欧風文化の定
着や地域のイメー
ジアップを図り、
地域の活力を高め
ようとする事業で
はあるが、市民生
活への影響は少な
い。

2 継続
（現状
維持）

80

17
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90
生涯スポーツ
の機会提供

スポーツ
課

・スポーツ推進委員等と連携し、高齢化社会
に対応した生涯スポーツを推進した。
・総合型地域スポーツクラブ「館山ファミ
リースポーツクラブ“わかしお”」の活動支
援を行った。
・オーシャンフェスタ館山や南房駅伝大会等
のスポーツ大会を開催し、スポーツに親しむ
機会を提供した。

・スポーツ基本法において、国民の心身の健
全な発達、明るく豊かな国民生活の形成、活
力ある社会の実現などが目的とされており、
市民がスポーツに関わることにより、健康体
力保持増進が図られ、社会全体では医療費の
抑制による財政健全化や地域経済、コミュニ
ティの活性化など多様な効果が期待できる。

・スポーツ推進委員の確保、指導者の減少
及び高齢化が課題となっている。

・市民ニーズやスポーツ環境等の状況変化
を捉え、安心安全にスポーツを親しめる機
会を提供する。
・スポーツ推進委員等の指導者に各種研究
大会や講習会等への参加を促し、指導者の
養成及び資質向上に努める。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・市民へのスポー
ツの機会の提供に
より健康体力保持
増進が図られるこ
とから、医療費の
抑制等による財政
健全化や地域経
済、コミュニティ
の活性化など多様
な効果が期待でき
るため。

2 継続
（現状
維持）

82

91
社会体育団体
の育成支援

スポーツ
課

・館山市スポーツ協会（R01：24団体・会員約
3,800人）、館山市スポーツ少年団（R01：30
団体・団員435人・指導者146人）への補助金
を交付し、活動を支援した。

・社会体育団体（館山市スポーツ協会・館山
市スポーツ少年団）の活動は、生涯スポー
ツ・競技スポーツの振興、青少年の健全育成
等、活力に満ちた社会づくりに大きく貢献さ
れると期待できる。

・少子高齢化により会員数が減少傾向と
なっている。

・各団体とスポーツイベントを共同開催す
ることにより、連携を強化し、社会情勢や
各団体の活動状況に応じた育成に努める。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・スポーツ協会に
おいては、市の各
種スポーツ団体を
総括する組織とし
て、市民の競技ス
ポーツ、生涯ス
ポーツの振興、健
康増進等を、ス
ポーツ少年団にお
いては、スポーツ
を通じた青少年の
心身の健全育成等
を担っており、そ
の役割は多大であ
るため。

2 継続
（現状
維持）

82

92
社会体育施設
の整備充実

スポーツ
課

・平成29年度施設使用料改定
・施設の維持管理、整備工事
（平成28年度）
　市民運動場
　　更衣室等空調機設置工事
　　相撲場上屋撤去工事
　温水プール
　　ボイラー水位調節器交換工事
（平成29年度）
　温水プール
　　照明設備改修工事
　　男女トイレ便器改修工事
　市営市民運動場
　　野球場芝生段差改修工事（一部繰越）
　市民体育館
　　雨樋台風被害復旧工事
（平成30年度）
　50ｍプール
　　漏水補修工事
　　外周フェンス改修工事
　市営市民運動場
　　多目的グラウンド防球ネット設置工事
　　野球場芝生段差改修工事（繰越）
　温水プール
　　駐輪場設置工事
（令和元年度）
　温水プール
　　ＰＣＢ分析に伴う高圧コンデンサ交換等工事

・施設の改修等、維持管理を行い、利用者が
安全安心に利用できる環境づくりに努めた。

・施設の老朽化や耐震補強など、今後大規
模改修が必要な施設があり、施設の存続・
あり方等を検討していく必要がある。

・「館山市公共施設等総合管理計画」の基
本方針に沿って施設の存続・あり方等を検
討していく。
また、市民体育館については二中、三中の
統合後を見据えて在り方を、模索検討して
いく。

4 目標
をかな
り下回
る

Ａ 高い

・市民のスポーツ
活動の場として利
用者の安全確保と
利便性の向上、ま
た、各種スポーツ
イベントやスポー
ツキャンプの誘致
などの受け皿とな
る各種体育施設の
整備は不可欠であ
るため。

1 継続
（拡
充）

82

93
学校体育施設
開放

スポーツ
課

・小学校10校及び中学校４校の体育館・グラ
ウンド、中学校３校の武道館、小学校８校の
プール等の学校体育施設をスポーツ少年団や
スポーツ愛好団体等に対して開放事業を行っ
た。

・学校体育施設の開放により、スポーツ少年
団やスポーツ愛好団体など様々な市民のス
ポーツ活動の場を提供し、生涯スポーツを推
進した。

・学校体育施設の利用に当たって、施設の
破損、喫煙、ゴミ処理などの利用マナーに
ついて、利用団体に対し、改めて周知徹底
していく必要がある。

・引き続き、市民へスポーツ活動の場を提
供することにより、市民の生涯スポーツを
推進する。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・スポーツ愛好団
体の定期的な活動
の場として、利用
状況もほぼ飽和状
態となっており必
要不可欠な事業。

2 継続
（現状
維持）

82

18
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94 ◆

オリンピッ
ク・パラリン
ピックのレガ
シー（遺産）
を見据えた
まちづくり

スポーツ
課

・2020年東京オリンピック・パラリンピック
の事前キャンプ誘致に向けた取組を進めた。
①千葉県が進めるオランダの誘致、②組織委
員会のガイド掲載、③オランダを相手国とし
て、ホストタウンに登録された。
・タンデム自転車の公道走行解禁に向けて、
県警に要望活動を行い、2018年４月から県内
の公道での走行が解禁された。
・2018年の日本水泳連盟のＯＷＳ競技（ＯＷ
Ｓオーシャンズカップ、パンパシフィックＯ
ＷＳ、日本選手権）について、館山市で開催
された。
・東京パラリンピック事前キャンプ誘致に向
け，温水プールスロープ設置工事を実施し
た。
・2019年は、これまでの誘致活動が実を結
び、オランダ・USAトライアスロンが、館山市
内で、事前キャンプを実施した。実施後の評
価もよく、東京オリンピック直前にも、事前
キャンプを実施する予定となっている。
・前年と同様に、日本水泳連盟のＯＷＳ競技
（日本選手権）が館山市で開催された。

・2016年7月に千葉県がｵﾗﾝﾀﾞｵﾘﾝﾋﾟｯｸ委員会と
「2020年東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸにおける事前ｷｬﾝ
ﾌﾟに係る合意書」を結び、この中で館山市での４
競技も盛り込まれた。
・合意書を受け、ｵﾗﾝﾀﾞの競技関係者がこれまでに
４回延べ９人が想定施設等を視察し、高評価を得
た。
・公益財団法人東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会
組織委員会の東京2020事前ｷｬﾝﾌﾟｶﾞｲﾄﾞに館山市が
掲載された。
・国内ｵﾘﾝﾋﾟｱﾝとの交流やｵﾗﾝﾀﾞ視察の受入れ等が
評価され、国の第五次ﾎｽﾄﾀｳﾝに登録された。
・ｵﾗﾝﾀﾞのﾛｰﾄﾞﾚｰｽｺｰﾁからの指摘を受け、ﾀﾝﾃﾞﾑ自
転車の公道走行について、関係団体とともに要望
活動を行い、千葉県警が千葉県道路交通法施行細
則の改正を行い、2018年４月から県内の公道でのﾀ
ﾝﾃﾞﾑ自転車の走行が可能となった。
・2016、17年にお台場で開催されたＯＷＳ日本選
手権が、水質の関係から2018、19年と北条海岸で
開催された。
・ＵＳＡﾄﾗｲｱｽﾛﾝの館山での事前ｷｬﾝﾌﾟに係る視察
受入れを行った。
・2019年、ｵﾗﾝﾀﾞ・ＵＳＡﾄﾗｲｱｽﾛﾝが事前ｷｬﾝﾌﾟを実
施。選手がｷｬﾝﾌﾟの状況をＳＮＳなどで発信したこ
となどにより、館山を世界中にｱﾋﾟｰﾙできた。その
後も、自転車愛好家などの来館者は多く、交流人
口が活発化している。

・相手国の競技団体の要望等の他に受入れ
側として、警備や救急体制等、配慮すべき
課題は多い。
・良好なキャンプ地としての情報発信。
・スポーツを「する」・「見る」・「支え
る」ためのスポーツボランティアの育成、
また、市民自ら、自然環境を含めた館山の
ポテンシャルを再認識し、東京オリパラ及
びスポーツ健康都市宣言を契機にスポーツ
への興味・関心を高め、継続した体力づく
りや健康増進・競技力の向上を図ってい
く。
・健康増進に向けた運動、活動の習慣化の
ため、スポーツ及び「健康に関する行動に
効率的にアクセスできる環境整備をし、自
ら判断し実践することができるようになる
こと。

・2020年の事前キャンプを実現・成功させ
るため、視察受入れ時に警察や医療機関等
の関係機関とも連携を図っていく必要があ
る。
・オリンピック終了後、スポーツ観光の施
策を推進するため担当部署や、競技団体と
の関係性の継続について検討していく必要
がある。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｓ 最優
先

・東京オリパラを
契機として、事前
キャンプ地として
の館山の知名度の
向上につなげる。
・スポーツ目的で
訪れる交流と観光
施策との融合によ
り交流人口の増加
と経済活性化につ
なげていく。
・市民にはスポー
ツ健康都市宣言を
契機にスポーツへ
の興味・関心を高
め、継続した体力
づくりや健康増
進・競技力の向上
を図っていく必要
があるため。

2 継続
（現状
維持）

82

95 ◆
館山若潮マラ
ソン大会の魅
力向上

スポーツ
課

・平成28年度（37回大会）は申込者数11,817
人・参加者数10,457人、平成29年度（38回大
会）は申込者数11,335人・参加者数9,886人、
平成30年度（39回大会）は申込者数11,252
人・参加者数9,799人、令和元年度（40回大
会）は申込者数10,575人・参加者数7,815人
で、安房地域最大のスポーツイベントとして
定着している。

・９年連続でエントリー数が１万人を超える
人気の大会となっている。市民も市民以外も
ランナーやボランティア等様々な形で参加し
ており、市民においては、健康体力保持増進
に、市民以外においては、その家族・友人等
も含め、宿泊等による経済波及効果やＰＲ効
果等の観光振興に大きく寄与している。

・市職員の高負担、少子高齢化による大会
役員及びボランティアの減少、物価の高
騰、物品等の調達の困難、参加ランナーの
減少など

・スポーツボランティアの育成・拡充、大
会参加者・応援・スタッフ・地域住民の
ニーズを可能な限り反映し、現行の大会運
営にこだわらず、様々な角度から検証し、
大会運営の見直しを行う。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・市民の健康体力
保持増進及び市民
以外の宿泊等によ
る経済波及効果や
市のＰＲ等の観光
振興への影響は、
計り知れないもの
とになっているた
め。

2 継続
（現状
維持）

82

96
スポーツイベ
ントの開催

スポーツ
課

・剣道について、千葉県小学生剣道大会（H28
年度：60チーム・H29年度：70チーム・H30年
度：71チーム・R元年度：68チーム）、関東中
学生剣道大会（H28年度：94チーム・H29年
度：86チーム・H30年度：84チーム・R元年
度：中止）、全国高校剣道大会（H28年度：
103チーム・H29年度：104チーム・H30年度：
106チーム・R元年度：82チーム）が参加する
大会を開催した。
・館山わかしおトライアスロン大会（H28年
度：1,094人・H29年度：989人・H30年度：902
人・R元年度：1,193人）を開催した。
・この他、館山オープンウォータースイム
フェスティバル等の大会を支援した。

・古くから剣道が盛んな地であることを生か
し、小学生は県内、中学生は関東、高校は全
国からの参加、またトップアスリートが出場
するトライアスロンやＯＷＳ等の大会の開
催、支援により交流が図られている。

・少子化に伴う地元剣道競技人口の減少、
学校統廃合による審判員の確保が課題と
なっている。

・関係団体と協議し、イベント等の内容の
充実及び効率的な運営を行う。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・多くの市外から
の参加者を集める
ことで、観光振興
や市のＰＲ、市内
での宿泊等に繋
がっており、経済
波及効果は多大で
あるため。

2 継続
（現状
維持）

82

97
国際交流の推
進

企画課

・国際交流協会の活動を支援するとともに、
姉妹都市交流などに対し、新たな交流者・協
力者の獲得に努めた。
・姉妹都市締結10周年を迎えたポートス
ティーブンス市と記念事業を行い、友好の歴
史を振り返り，更なる交流の発展に努めた。
・姉妹都市との交流事業を継続している。

・姉妹都市を訪れた市民訪問団には、小学生
から高校生までの児童・生徒も多く参加し、
青少年育成にもつながった。
・ホームステイやスポーツ交流を通し、若い
交流者・協力者が増えた。

・日本語が母国語でない児童生徒が増えて
いく中で、各種支援の充実化が必要。
・国際交流協会の会員の高齢化や人手不足
が懸念される中、新たな会員，国際交流の
新たな担い手として、関係を継続させてい
く手段の構築が必要。

・市民に対して、多文化共生の推進を図
る。
・国際交流協会との連携を深め、市内にお
ける国際化推進の新たな担い手の獲得と活
動の活性化を図る。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｂ それ
ほど高
くない

・訪日外国人や外
国人労働者が増加
する中で、多様性
を認め、暮らせる
環境を整えるため
には、多文化共生
の推進が必要とさ
れる。

2 継続
（現状
維持）

84

19
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資料５－３

98
外国語表記に
よる情報発信

企画課
・他部署と連携し、パンフレット等への英語
表記を進めるとともに、英語版ホームページ
の改良・改善に努めた。

・災害時や緊急時の外国人相談窓口や、情報
収集について、英語版ホームページに掲載
し、市内に滞在する外国人向けに周知を行っ
た。

・ホームページについては、情報の鮮度を
保つとともに、他部署の情報発信との連携
が必要である。

・引き続き、他部署との連携を深め、外国
語表記の拡充に努める。
・ホームページにおいては、現在は主に観
光客向けの情報が掲載されているため、日
常生活に必要な情報の充実化を図る。

3 目標
をやや
下回る

Ａ 高い

・訪日外国人や外
国人労働者が増加
していく中で、市
内において不自由
なく過ごすことが
できるよう支援が
必要である。

1 継続
（拡
充）

84

99
地域間交流の
推進

企画課

・自治体間でのイベントへの招待や相互参加
等を通じた交流を行った。
・H28.10月の鳥取中部地震の際には、災害時
相互応援協定を締結している鳥取県倉吉市へ
人材派遣や物資の提供のほか。災害支援のた
めの義援金及びふるさと納税寄附金の代理受
入を行った。

・継続して行っている各種イベントでの交流
のほか、左記のような緊急時の具体的な対応
などもあり、より自治体間の連携を高めるこ
とができた。

・現状の取組以外に、住民もより巻き込ん
だ都市間交流の模索が必要と考えられる。

・各種イベントを通じた交流を継続して行
う。
・地域間交流についての情報発信を積極的
に行い、住民意識の醸成を図る。
・災害時等、連携が必要となった際に迅速
な対応に努める。

3 目標
をやや
下回る

Ｂ それ
ほど高
くない

・地域活性化のた
めに地域間交流は
必要だが、実際の
効果測定が困難で
あるため。

2 継続
（現状
維持）

84

100
「館山湾振興
ビジョン」の
推進

観光みな
と課

・「館山湾振興ビジョン」に定められた７つ
の戦略に基づき、クルーズ客船をはじめ各種
船舶の寄港誘致、海辺のまちづくり推進や
“渚の駅”たてやまの機能強化に資する事業
を展開した。
・事業展開にあたっては、国・県などの関係
機関のみならず、水産業、農業、商業、観光
業や公共交通など各事業者との連携図った。
また、市民団体との協働により、オール館山
で「おもてなし」、「海辺のまちづくり」を
推進した。

・H30年度の“渚の駅”たてやまの入館者数は
38.2万人、対前年度比で4.8万人の増となっ
た。要因としては、ＶＲ体験のオープンやさ
かなクンギャラリーの充実、メディアへの露
出が多かったことなどによる知名度の向上な
どが考えられる。
・令和元年度の入館者数は、昨年の台風の影
響や現在のコロナ影響により落ち込みが想定
される。
・積極的なトップセールスなど船会社へポー
トセールスや寄港イベント開催時における市
民団体等との協働により、令和元年度はク
ルーズ船2隻、高速ジェット船の季節運航やお
がさわら丸など営業による民間船舶のほか、
自衛隊艦艇をはじめとする官公庁船の寄港が
あり、船舶の寄港に合わせた館山のＰＲを図
ることができた。

・ビジョン策定から10年以上が経過してお
り、施策によって実施が困難なものや事業
が完了した案件が生じるなど、状況変化が
発生しているため、ビジョンの見直しを含
め検討していく必要がある。

・ビジョンの見直しを検討するとともに、
時代潮流やニーズの変化を的確に捉えた事
業推進を図る。また、多様な団体との連携
を図り、更なる市民参加型の「海辺のまち
づくり」を目指す。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｓ 最優
先

・館山湾を活用し
た「海辺のまちづ
くり」を推進し、
館山の観光振興を
高めるうえでの重
要施策。

2 継続
（現状
維持）

89

101 海路の充実
観光みな
と課

・クルーズ客船の寄港、高速ジェット船の定
期航路化、官公庁船等の一時寄港を誘致する
ため、船会社等に、積極的なポートセールス
を実施した。
・地方創生推進交付金を活用し、東海汽船㈱
高速ジェット船の東京・館山航路の認知度向
上を図り、海路を活用した交流人口の拡大
と、“渚の駅”たてやまを核とした地域の活
性化を図るため、モニターツアーの実施、宣
伝・プロモーション活動を強化した。
・H28年度に二次交通の充実を図るため、地方
創生推進交付金を活用し、“渚の駅”たてや
まにレンタサイクル10台を導入した。

・地方創生推進交付金を活用した海路利用促
進事業による新聞社や雑誌等による様々なメ
ディアを活用した東京・館山航路のＰＲを
行った結果、H30年度の当該航路の乗下船の人
数が1,150人となり対前年比198％となった。
・これまでのポートセールスの結果、H30年度
は2隻のクルーズ船の寄港があった。（にっぽ
ん丸2回※内１回は旅行会社が企画したチャー
タークルーズ）
・H29年４月に国立研究開発法人海洋研究開発
機構（JAMSTC）学術研究船「白鳳丸」の寄港
が実現し、一般公開も行なわれた。
・市内レンタサイクルの実績は、H28年度
3,931台、H29年度4,330台、H30年度4,806台と
増加している。

・館山港利用者の更なる増加に向け、より
効果的に館山の魅力を紹介するポートセー
ルスを行う必要がある。
・船舶利用者が利用可能な駐車場が不足し
ている。
・高速ジェット船季節運航における東京～
館山航路の更なる認知度の向上を目指す必
要がある。
・市外から集客可能なな船舶関連のイベン
トや夜間、宿泊に繋がる方法について検討
する必要がある。

・引き続き、船会社等への積極的なポート
セールスにより、新規航路の開拓を行う。
・繁忙期の臨時駐車場借上といった柔軟な
対応により、駐車場不足の解消を目指す。
・季節運航の利用客を増加させるため、積
極的・効率的なＰＲを行う。
・東京を中心とした都市部を対象に、マス
メディアやインターネットを活用し、東京
～館山航路の周知を図る。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・館山湾を活用し
た「海辺のまちづ
くり」を推進し、
館山の観光振興を
高めるうえでの重
要施策。

2 継続
（現状
維持）

89

102
海辺のまちづ
くり推進事業

観光みな
と課

・民間団体がウミホタルを地域資源として活
用できるよう平成29年度には、ウミホタルの
長期飼育環境の整備や観察会用備品として、
顕微鏡やテレビを購入した。また、平成30年
度には、器具の使い方やウミホタルの生態に
ついてのレクチャーを行った。令和元年度は
８件の備品貸出を行った。
・例年夏季に行っているウミホタル観察会
は、民間団体主管により7月22日から8月12日
の間、合計４回実施した。
・館山夕日桟橋におけるウミホタル観察会（7
月21日～8/25日：４日間）や釣り大会（10月
28日）の後援を行った。
・7月13日から8月18日にかけて、北条海岸に
ビーチバレーコートを設置した。

・ウミホタル観察会（４日間合計で136組、
405名参加）、釣り大会（42名）の参加があ
り、館山湾を拠点とした交流人口の拡大が図
られた。
・民間団体がバスツアーなどを対象にしたウ
ミホタル観察会を開催するようになり、地域
経済の活性化が図られた。
・ビーチバレーコート　合計245名の利用があ
り、北条海岸の賑わい創出に資することがで
きた。

・ウミホタル観察会については、市民主体
型のソフト事業に転換させることで、夏季
だけでなく年間を通じた観察会の実施が可
能となった。
・ビーチバレーコートの利活用促進策とし
てビーチバレー大会の実施を検討する必要
があるが、他イベント事業等も重なり、市
主催での開催が難しい状況である。

・ウミホタルの長期飼育環境や観察会用備
品を整備し、ＮＰＯや自然体験団体が通年
で観察会を開催できるようになったことか
ら、継続できるよう支援する。
・引き続き、ウミホタル観察会や釣り大会
の開催により、市内外から多くの方に参加
していただき交流人口の拡大及び地域経済
の活性化を図っていく。
・引き続き、ビーチバレーコートの設置を
行い、海辺のにぎわい創出に努める。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・海辺の賑わいを
創出することで交
流人口の拡大や地
域経済の活性化が
図れる。

2 継続
（現状
維持）

89

20
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資料５－３

103 ◆
海・浜空間利
用者のマナー
向上

観光みな
と課

・ゴールデンウィークや海水浴場開設期間の
海・浜の利用者が増加する時期を中心に、関
係機関と連携し、合同パトロールによる啓発
活動を実施した。（令和元年度　5回実施）
・海水浴場開設期間中、海水浴場監視監によ
る指導・監督を実施した。

・令和元年度、海水浴場区域内で大きな事故
もなく、安全が守られた。
・水上オートバイや小型ボートなどの悪質な
航行に関する苦情が減少したことから、利用
者のマナー向上が図られたと考える。
・ルールブックやマナー条例周知チラシの作
成や普及活動が認められ、ＰＷＳ安全協会か
ら水上オートバイの無償貸与を受け、これま
で以上に海・浜空間利用者の安全が図られ
た。

・水上オートバイや小型ボートなどの小型
船舶の運航については、それ自体が違法行
為ではなく、一部のマナーの悪い者の行為
が問題であること。
・条例遵守のために海水浴場監視監を雇用
して各海水浴場を巡視しているが、市には
違法行為に対する取締まり権限がなく、権
限を持つ海上保安部や警察もパトロールの
強化をしていただいているが対応には限界
があること。
・海水浴場以外の海岸などでの事故の発
生、路上駐車やゴミ問題が増加しているこ
と。
・基本的に海岸の管理者は千葉県であり、
管理者でない市がルールを設けるために条
例の適用範囲を、利用者の安全を確保する
責を負う海水浴場及びその開設期間にして
いるが、それ以外の場所、期間の対応につ
いては千葉県との調整が必要となる。
・キャンピングカーなど大型車両や水上
オートバイのキャリー等で複数区画使用し
て長時間駐車スペースを占用していること
についての苦情が増加している。

・引き続き、令和2年度以降も関係機関、
民間団体や庁内各課と情報交換や合同パト
ロールなどを実施していくことにより利用
者マナーの向上を図っていく。
・条例適用範囲外において、海・浜ルール
ブックの普及・啓発活動を行う。
・北条海岸の駐車場の適正な管理について
は、管理者である千葉県と協議を行ってい
く。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・館山市の重要な
観光資源の一つで
ある海浜空間を利
用者が安全・安心
に楽しめる場とす
るため。

2 継続
（現状
維持）

89

104 ◆
海水浴場の開
設

観光みな
と課

・令和元年度は市内４カ所に海水浴場を開設
した。
・ライフセーバーを配置したほか、監視船や
遊泳区域を示すブイの設置により安心・安全
な海水浴場の開設に努めた。
・海水浴場開設期間中において、来訪者より
沖ノ島の環境保全に活用するための「沖ノ島
環境保全協力金」を、趣旨に賛同していただ
ける方から任意で受け付ける取り組みを実施
した。
・地元との協議を実施し、平成30年度は相
浜、坂田海水浴場、令和元年度は船形、那古
海水浴場を閉鎖した。

・ライフセーバー等の配置により、すべての
海水浴場（遊泳区域内）において大きな事故
なく終了することが出来た。

・市内の海水浴場のうち、入込数が少ない
浜について継続していくのか、引き続き検
討していく必要がある。
・海水浴場以外での事故が発生しており、
その対応に苦慮している。

・引き続きライフセーバー等の配置によ
り、海水浴客の安全を確保していく。
・入込数の少ない浜については、随時閉鎖
協議を行う。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・海水浴場は夏の
重要な観光資源で
あり、その安全対
策も必要不可欠で
ある。

2 継続
（現状
維持）

89

105
海岸利活用事
業

観光みな
と課

・北条海岸芝生広場等にて「北条海岸ＢＥＡ
ＣＨマーケット」をH28年度は６回、H29年度
は４回、H30年度及びR１年度は２回開催し
た。

・R１年度は平均来場者が5,000人を超え、100
以上のブースが並ぶなど、回を重ねる毎にイ
ベントの認知度も向上している。
・他にはない「美と健康」を提供するライフ
スタイルが北条海岸から発信され、新たな海
岸の利活用が促進され、賑わいが創出され
た。
・県北や県外からの出店もあり、イベントと
しての注目度も非常に高まってきた。

・イベントをどのように継続し、定着させ
ていくかが課題である。

・本イベントを定着させ、海岸の利活用を
より促進するため、地域内外への発信力を
強化するとともに、地域内の事業者との連
携を図り、来訪者の増加に努めていく。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・海岸を利活用
し、観光客や交流
人口の増加に大き
く寄与する取り組
みであるため。

2 継続
（現状
維持）

89

106

特定地域振興
重要港湾館山
港の整備・利
用の促進

観光みな
と課

・港湾管理者の千葉県に対し、「館山港港湾
振興ビジョン」に掲げた桟橋規模の拡充につ
いて継続して要望した。
・平成28年8月には、千葉県知事に対し、ク
ルーズ船受入れのための港湾整備に係る要望
書を提出した。また、同年9月には千葉県・千
葉市・木更津市・館山市が合同で国に対し、
クルーズ振興を踏まえた港湾整備の促進につ
いて要望活動を行った。
・H30年度に千葉県が単独事業として、館山夕
日桟橋に接岸可能な海外船舶の調査委託を実
施した。R元年度は桟橋歩道部の老朽化に対す
る修繕の調査設計を行った。

・国、県への要望活動を継続的に実施し、港
湾整備の必要性を訴えた。
・要望をしていた館山夕日桟橋の拡充につい
て、一部ではあるがH30年度に千葉県が二号物
揚場を竣工、供用開始したことにより、更な
るプレジャーボート等の係留が可能となっ
た。

・「館山港港湾振興ビジョン」に掲げた桟
橋規模への拡充について、岸壁部（-7.5
ｍ）の拡充・道路桟橋部分の2車線化・小
型桟橋の整備が未着手である。
・港湾管理者である千葉県が施工を決定し
ないと整備が進まない。

・港湾管理者の千葉県に対し、「館山港港
湾振興ビジョン」に掲げた桟橋規模の拡充
について継続して要望していく。
・千葉県がＨ30年度に実施した「館山夕日
桟橋に接岸可能な船舶の調査委託事業」の
結果を検証し、船会社等への寄港誘致を実
施していく。
・桟橋のドルフィン腐食箇所の修繕につい
て、千葉県へ要望していく。

3 目標
をやや
下回る

Ａ 高い

・館山港は観光・
レクリエーション
機能の強化を図る
目的で地域の活性
化が期待できる港
湾として「特定地
域振興重要港湾」
に選定されてい
る。

2 継続
（現状
維持）

89

21
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資料５－３

107
新観光立市た
てやま行動計
画の策定

観光みな
と課

・2020年東京オリパラはじめ観光を取り巻く
環境は、旅行形態の多様化や国際観光需要の
増加など著しく変化しており、適宜の対応が
求められるため、本基本計画及び総合戦略の
事業の中で観光振興施策を進めた。

・本基本計画及び総合戦略の中で、広域連携
による観光ＰＲ、サイクリングや自然体験な
どの体験観光、館山炙り海鮮丼などご当地グ
ルメのブランド化、台湾をメインターゲット
としたインバウンドの推進などが図られた。

・観光を取り巻く環境は、旅行形態の多様
化や国際観光需要の増加など著しく変化し
ており、適宜の対応が求められる。

・観光を取り巻く環境の変化を注視し、本
基本計画及び総合戦略の個別事業で適宜対
応し、観光振興施策を進めていく。

4 目標
をかな
り下回
る

Ｃ 低い

・個別事業や指標
が示されている本
基本計画及び総合
戦略の中で対応し
ているため

6 廃止 90

108
観光産業活性
化支援事業

観光みな
と課

・館山市観光協会、館山市温泉事業組合、観
光振興支援事業への補助金の交付及び観光案
内業務を委託し、観光入込客数の増加に取り
組んだ。

・館山市観光協会補助金として、体験ふれあ
い事業の推進として、個人体験向けの冊子作
成及びＨＰの開設を行い、従来の団体向けか
ら個人向けへの対応が図られた。
・館山市観光協会のＨＰに多言語サイト開設
により、外国人の受入環境の強化が図られ
た。
・観光振興支援事業補助金では、新たな地域
資源の開発・活用が図られた。

・観光客のニーズが「モノ消費」から「コ
ト消費」へのシフトなど常に変化してお
り、観光客の増加を図る上で、その変化に
的確かつ迅速に対応しなければならない。
・館山市の観光資源の一つである温泉の知
名度はまだ低く、受入環境の充実等必要で
ある。

・館山市観光協会、館山市温泉組合に対す
る支援を行い、変化するニーズにあった観
光振興施策を促進する。
・観光振興支援事業補助制度による魅力的
な観光地づくりを目指した観光振興に資す
る取組の支援を行う。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・観光産業にかか
わる事業者は多
く、観光振興は地
域経済の活性化に
大きく寄与する。
さらに、入湯税の
税収増に繋がる。

2 継続
（現状
維持）

90

109 観光広域連携
観光みな
と課

・南房総観光連盟、南房総地域観光圏整備推
進協議会、宿泊・滞在型観光推進協議会によ
る合同キャンペーンや複数自治体を巡るモニ
ターツアー等実施。
・南房総観光連盟において、広域観光パンフ
レットを作成配布。
・南房総観光連盟において、H30年度にサイク
リングガイドブック作成・配布及び台湾での
サイクリングPRを実施。さらにＪＲ東日本や
千葉県と連携した台湾B.B.BASE貸切サイクリ
ングツアーの実施。
・安房３市１町の自治体が重複加盟している
広域連携組織の統廃合について検討し、H30年
度をもって南房総地域観光圏整備推進協議会
を解散した。

・広域連携により南房総地域の魅力を高めた
観光情報の発信・ＰＲができた。
・南房総地域観光圏整備推進協議会を平成30
年度をもって解散し、広域連携組織のスリム
化が図られた。

・広域連携による観光入込客数及び宿泊客
数の増を図るため、いかに観光地としての
魅力を高め、効果的なＰＲをするかが課題
である。

・広域連携組織「南房総観光連盟」や「宿
泊滞在型観光推進協議会」による客層、場
所、テーマ、季節等に応じた観光プロモー
ションを展開をする。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・南房総地域を訪
れる観光客は市町
は関係ないため、
広域連携による観
光プロモーション
は南房総地域及び
千葉県の魅力を高
め、観光客を誘致
する上で非常に効
果の高い方法であ
る。

2 継続
（現状
維持）

90

110
外国人観光客
受け入れ態勢
等の整備

観光みな
と課

・公衆トイレ洋式化及びWifi環境の整備。
・中国語（繁体字）版パンフレット・ガイド
ブック作成やブログ・ＦＢによる情報発信。
・館山市観光協会にて多言語対応のＨＰを開
設。
・観光協会等との協働による台湾トップセー
ルスなど積極的なプロモーション活動を実施
した。
・南房総観光連盟、千葉県や自転車関係団体
など広域連携による台湾へサイクルツーリズ
ムプロモーション活動を実施。
・館山駅東口と西口に多言語（日・英・韓・
中）案内看板を設置

・ハードソフトの両面が強化された。
・外国人ブロガーの来訪のほか、台湾からの
教育旅行や各種ツアーなどが実現した。
・台湾の旅行関係者との人脈が強化された。

・外国人の南房総に対する知名度が、まだ
まだ低い。
・館山インバウンド協議会の会員が少ない
など、ハード・ソフト両面での受入体制の
更なる強化が必要。

・訪日のリピーター率が高い台湾からの誘
客を図るため、ブロガー等個別の人物・団
体へのＰＲ、人脈形成維持強化、館山イン
バウンド協議会との協働による誘致活動を
継続して進めていく。
・民間宿泊等施設の外国人観光客の受入体
制の強化に努めていく。

1 目標
を上回
る

Ａ 高い

・人口減少により
国内観光客が減少
していく中、イン
バウンドは地方創
生に欠かすことの
できない有効なコ
ンテンツであり、
今後の経済の活性
化に大きく寄与す
るため。

2 継続
（現状
維持）

90

111
体験型ツーリ
ズムの促進

観光みな
と課

・館山市観光協会において、個人旅行者向け
体験ガイドブックの作成・配布、ＨＰでのＰ
Ｒを行った。
・個人体験をメインとした体験事業者で構成
する「館山体験観光の街づくり協議会」が組
織された。

・個人旅行者向けの体験ガイドブック作製及
び協議会が組織されたことにより体験事業者
との連携強化が図れた。

・「館山体験観光の街づくり協議会」の体
制及び体験事業者間の連携強化が必要であ
る。

・今後も民間主導による体験事業者との連
携及び体験観光のＰＲに努めていく。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・観光消費は世界
的にもモノ消費か
らコト消費へとシ
フトしており、国
内だけでなく、イ
ンバウンドにおい
ても「体験」が重
視されているた
め。

2 継続
（現状
維持）

90

112
グリーン・ブ
ルーツーリズ
ムの推進

農水産課
・民間団体が実施する農漁業体験、収穫体験
に対して情報の集約及び積極的なＰＲを行う
等の支援を行った。

・体験観光等を通じて「農業・漁業」に対す
る理解を深め、新規就農等に繋げる、担い手
育成、生産力の向上が図られた。

・従来の市場出荷に加え、観光農漁業に対
する意識の醸成と他産業との連携強化

・農業従事者、体験農業参加者等がそれぞ
れの立場で農業に関わることで「農業・観
光」の振興を図る。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

生産者の農業所得
の向上や、地域産
業の活性化を図る
ため、体験農業を
はじめとした多様
な農業経営を促進
する必要があるた
め。

2 継続
（現状
維持）

90

22
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113
観光施設管理
事業

観光みな
と課

・来訪者の利便性を高めるため、公衆トイレ
の洋式化と日々の清掃を実施した。
・市内を周遊してもらい、滞在時間の拡大を
図るため、市内の観光案内看板等の維持管理
に努めた。

・公衆トイレの洋式化及び日々の清掃により
来訪者が快適に利用することが出来た。
・観光案内看板の適切な管理により、市内周
遊の利便性が維持された。

・多くの外国人に来訪してもらえるよう観
光案内看板の多言語化を推進していく必要
がある。
・令和元年度の台風により被災した施設も
あり、その修繕と適切な維持管理が必要で
ある。

・公衆トイレの洋式化や観光案内看板の多
言語化、既存施設の適切な管理により、来
訪者の利便性向上に努める。
・沖ノ島の環境保全に活用するための「沖
ノ島環境保全協力金」について、来訪者に
対し、引き続き協力を求めていく。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・施設の適切な管
理により、観光客
の満足度を高め、
滞在時間の延長や
リピーターの増加
に繋げるため。

2 継続
（現状
維持）

90

114
観光物産ブラ
ンド化の推進

観光みな
と課

・館山商工会議所において「いちじく寒天
フェア」を開催し、10/19を「いちじくの日」
に制定した。
・館山炙り海鮮丼をデビュー以降２回バー
ジョンアップし、各メディアに発表・試食会
を実施した。R元年度に11万8千食を達成し
た。
・館山炙り海鮮丼、館山伊勢海老ステーキ御
膳、鮨商組合、いちじく寒天、いちじく狩り
のコラボによる合同チラシを作成し、配布し
た。
・新たなご当地グルメの開発について検討を
始めた。

・ご当地グルメがメディア等を通じて、広く
ＰＲできた。
・提供食数が増えることが、直接観光入込客
数増につながっている。

・適宜、ご当地グルメのリニューアル・新
規メニューの開発をする必要がある。

・イベントの実施などを通じ情報発信に努
めるとともに、事業のブラッシュアップ・
開発を行い、ブランド化を推進する。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｓ 最優
先

・食は旅行の中で
非常に大切な楽し
みの一つであり、
館山炙り海鮮丼を
はじめご当地グル
メなどのブランド
化は、館山市の知
名度向上及び観光
客の入込増に高い
効果があるため。

2 継続
（現状
維持）

91

115

観光資源の組
み合わせによ
る館山ブラン
ドの向上

観光みな
と課

・官民広域連携によるサイクリングと食を組
み合せたサイクリングイベント（ステーショ
ンライド等）開催や、観光スポット、グル
メ、宿情報を網羅したサイクリングガイド
ブックの作成・配布を行った。
・マリンスポーツ、サイクリング、音楽、グ
ルメ等様々なコンテンツを組合せたイベント
「北条海岸ビーチマーケット」を開催。
・広域連携事業で各種観光資源を組み合わ
せ、一つのテーマ性を持たせた(寺社巡りや、
戦跡巡り)モデルコースを作成し、モニターツ
アーを実施する事で、好評価を得られ、これ
らのモデルコースを各種商談会にて、エー
ジェント向けにＰＲした。

・参加者等に館山の魅力ある観光資源をＰＲ
することができた。
・エージェント向けにPRしたモデルコース
が、実際に商品化へ繋がった。

・変化する観光客のニーズを捉え、客層に
応じた突き刺さる観光コンテンツの組み合
わせ及びＰＲ・情報発信をする必要があ
る。
・作成したモデルコースを、いかにエー
ジェント向けに提案し、現状より営業ベー
スに乗せられるか。

・場所や客層に応じた観光コンテンツの組
合せや観光ＰＲ・情報発信に努める。
・エージェントへ更なるＰＲを図り、ツ
アー入込の増加を図る。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・館山の観光資源
を組合せてPRする
ことで、観光地と
しての魅力が向上
し、観光客の増
加、リピーター確
保に繋がるため。

8 他事
業に統
合

（№118）
観光情報の
発信・ＰＲ

91

116

「館山ふるさ
と大使」・
「館山ふるさ
と特使」制度
による館山市
のＰＲ及び域
内活動の活性
化

企画課

・館山市のＰＲ・情報発信に期待ができる人
材として、館山ふるさと大使（４名）・館山
ふるさと特使（５名＋１団体）への委嘱を
行った。
（H28：大使１名、特使１名）
（H29：大使２名、特使３名）
（H30：大使１名、特使１名＋１団体）
（R1：大使1名）

・大使や特使の方自身の活動の中で館山市の
ＰＲを行っていただく他、市ホームページや
ＳＮＳ、掲示物等で委嘱の情報やイベント活
動等について掲載することで、館山市のＰＲ
効果を高めることができた。

・大使や特使の制度について、市民に浸透
していない部分もあるため、その周知が必
要である。
・大使のＰＲ活動等の把握ができていな
い。

・館山市のＰＲ・情報発信に期待できる方
についての情報収集を引き続き行う。
・大使や特使の方に関連したイベントや活
動等について、ＳＮＳ等を活用して、積極
的な情報発信に努めていく。
・本人の活動に対する意向確認を行う。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・大使・特使と連
絡調整を行い、地
道に啓発を進めて
いく事業である。

2 継続
（現状
維持）

91

117
観光イベント
事業

観光みな
と課

・館山湾花火大会は、平成28年度、29年度、
平成30年度は、天候不順による延期等のた
め、入込が少なかったが、令和元年度は、天
候に恵まれ、95,000人の入込みとなった。
・南総里見まつりは、平成30年度は、天候に
恵まれ95,000人の入込となったが、令和元年
度は台風被害の影響により中止となった。。
・たてやま海まちフェスタは、令和元年度
は、天候不順のため中止となり、令和元年度
は、天候不順のため、一部アトラクションを
中止としたものの9,496人の入込であった。

・天候不順等による延期や中止はあるもの
の、これらのイベントを通じて館山の魅力を
地域内外へ発信することが出来た。

・屋外でのイベントであるため、入込数が
天候に大きく左右されることから、広報活
動の強化を図る必要がある。
・イベントの経済波及効果など、費用対効
果が把握し難い部分がある。
・海まちフェスタに関しては、“渚の駅”
たてやまの駐車場が狭く、臨時駐車場の確
保が余儀なくされてしまう。

・イベント内容の充実に加え、情報発信等
の強化に努め、さらなる来訪者の確保やリ
ピーター・宿泊客の増加を図る。
・運営組織体制の責任・役割分担の明確化
及び業務のスリム化を図る。
・駐車場の増設については、すぐに対応で
きないため、当面は臨時駐車場を借用し、
利用者に場所を分かりやすく案内する等の
対応でカバーしていくが、借用先の利用計
画があることから、今後借用できなくなる
恐れがある。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・館山の一大イベ
ントとして定着し
ており、イベント
開催により、知名
度の向上及び観光
客入込増による地
域経済の活性化に
寄与する。

2 継続
（現状
維持）

91
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第４次館山市総合計画「前期基本計画」政策評価シート　２次評価結果

令和元年度末までの事業の実施状況 事業の効果及び発現要因
2次評価
方向性

統合先の
計画事業

計画書
ページ

№
【優先度】の理由今後の事業展開・改善策など
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達成度

2次評価
優先度

課　　題

重点
プラ
ン

該当

計画事業名
担当課

(R2回答課)
事業
№

資料５－３

118
観光情報の発
信・ＰＲ

観光みな
と課

・シティプロモーションの参与の意見を聞
き、これまでの総合パンフレットを刷新し、
ターゲットを絞ったガイドブックを作成。
・各種メディアへ情報発信やfacebook等のＳ
ＮＳを活用し、旬の情報のＰＲを行った他、
撮影情報等の発信も行った。
・千葉県、近隣市町、観光協会、観光関連団
体と連携した観光キャンペーンを実施すると
ともに、状況に応じ、従来のバラマキ型の配
布の見直しを行った。

・パンフレットを海ほたる等各所へ掲出する
ことで、広くＰＲが図れた。
・マスメディアに取り上げられたことで、観
光協会等への問合せ件数が増えた。
・ＳＮＳによるロケ地の情報発信により、海
外から「聖地巡礼」に訪れる観光客が増え
た。
・新規プロモーション先開拓により、情報発
信のエリアが拡大した。

・現在、単独・広域連携含め、多種多様な
キャンペーン等に参加しているが、効果が
不明瞭なものもあるため、取捨選択及び
ターゲットを絞ったＰＲをしていく必要が
ある。

・各種観光キャンペーンでのパンフレット
のバラマキ型配布を極力やめるとともに、
客層、場所、テーマ、季節等に応じた、魅
力ある観光情報の発信・ＰＲに努めてい
く。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・館山の認知度知
名度向上及び環境
客誘致には、観光
情報の発信・ＰＲ
は必要不可欠であ
る。

2 継続
（現状
維持）

91

119

マスコット
キャラクター
活用によるプ
ロモーション

観光みな
と課

・イベントや観光キャンペーンへの出演、印
刷物への活用等によるＰＲを行った。
・民間事業者によるダッペエグッズ（マラソ
ングッズ、あんぱん）が製作販売された。
・著作権管理会社とダッペエの使用手続きに
ついて協議したしたが、著作権の管理上、手
続きの簡素化は難しいとの結論に至った。
・被災後、ボランティアが自ら制作するTシャ
ツにダッペエを使用したいとの相談を受け、
販売を行わない復興支援目的のものだけ無料
で使用を許可するよう取り計らい、イメージ
アップにつなげた。

・ダッペエを活用した各種イベントへの出演
等により、館山市のイメージアップが図られ
た。

・ご当地キャラを取り巻く環境が変化し、
ブームが沈静化している中、今後、どのよ
うに効果的な観光プロモーションを行って
いくかが課題がある。

・各種観光キャンペーン等を取捨選択する
など、より効果的な活用を検討する。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｂ それ
ほど高
くない

・ご当地キャラを
取り巻く環境が変
化し、ブームが沈
静しているため。

8 他事
業に統
合

（№118）
観光情報の
発信・ＰＲ

91

（企画課）
・魅力発信は、市
の知名度向上や移
住者・関係人口の
増加に繋がること
から、常時効果的
に実施していく必
要があるため。

（情報課）
・ＳＮＳによる情
報発信については
経費がほとんどか
からずに情報拡散
ができ、また、多
様な市政情報発信
手段として、より
活用していくべき
である。

121

農産物のブラ
ンド化推進等
による農業経
営安定化支援
事業

農水産課

・園芸生産施設の整備による生産性の向上を
図った。
・特産品である房州枇杷の皇室献上活動の継
続について支援を行った。

・園芸作物の生産性の向上が図られた。
・地域ブランドの知名度の向上が図られた。

・新たな農産物開発のほか、既存の農産物
の付加価値向上策が課題

・県、市、ＪＡ、生産者組織との連携を強
化しながらブランド化の推進を図る。

3 目標
をやや
下回る

Ｂ それ
ほど高
くない

ブランド化より農
業者の所得モデル
を構築できる作物
を作ることが、担
い手確保・育成に
つながる。

8 他事
業に統
合

（№155）
「食のまち
づくり」の
推進による
地域産業の
活性化

94

122
農水産物の６
次産業化の推
進

農水産課
・農漁業従事者が主体となり、２次・３次産
業事業者との連携を図った。

・農漁業従事者の所得向上や農漁村地域の活
性化が図られた。

・農業業従事者の高齢化や減少、農産物等
の価格の低迷などに加え、燃料や資材等の
価格高騰により農漁業所得が低下してい
る。

・農漁業従事者と他産業との新たな連携を
構築し、農産物等の地域資源の付加価値向
上を図る。

3 目標
をやや
下回る

Ｓ 最優
先

農漁業従事者の前
向きな取組を支援
することにより、
安定した農業経営
の確立につなげる
ため。

2 継続
（現状
維持）

94

91

・より効果的かつ若手職員の柔軟な発想を
活かした情報発信に努めるとともに、外か
らの視点を活かした参与（地方創生人材支
援制度活用）によるシティプロモーション
の展開を、引き続き推進する。
・台風で中断してしまったＰＴの活動期間
を延長し、職員自身の勉強・意識改革の場
にするとともに、新たな資源を発掘した先
の実践まで行い、PTとしての成果を作る。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｓ 最優
先

企画課
情報課

・名刺デザインデータをホームページで広く
公開し、職員のみならず、一般市民も利用可
能とすることで、館山の魅力発信に繋げるこ
とができた。
・ＳＮＳを活用することで、経費をかけずに
館山市の情報を多くの人に発信することがで
きた。
・参与のアドバイスにより、各取組における
コンセプト・ターゲットを明確にし、より効
果的な情報発信が図られた。

・単発の事業では効果が薄い。方向性を見
据えた事業実施と、発信力の強化が必要で
ある。
・シティプロモーション（館山の新たな魅
力の発信と関係人口増加に向けた取組）の
重要さについて、職員の認識不足があり、
事業が広く浸透していない。
・職員の意識が向上しないため、シティプ
ロモーション推進にかかる戦略や組織体
制、ビジョン確立への議論に至らず、参与
の持つ知見や幅広い人脈を生かしきれてい
ない。
・ＳＮＳによる情報発信については、活用
するＳＮＳの選択の必要性、投稿の手間、
部署間での意識のばらつきが課題となって
いる。

・若手ＰＴの取組として、館山の観光名刺デ
ザインデータを作成し、一般へ公開した。
・ＳＮＳ（フェイスブック、ツイッター）に
よる情報発信を積極的に行った。
・地方創生人材支援制度活用による民間人材
を参与として招聘し、各種情報発信や事業実
施に係るシティプロモーションの視点導入な
どのアドバイスを受けた。

 ＊渚の駅外壁デザイン、
　 ＶＲコンテンツ、観光ガイドブック、
　 ＰＲチラシ、Ｗｅｂコンテンツ、
　 恋人の聖地パンフレット、
 　ふるさと納税カタログ、
　 インスタグラムフォトコンテストほか
 　プロモーション媒体への助言
 ＊市職員や関係事業者・団体に対する
 　マーケティングやプロモーションに
 　関する勉強会実施、施策検討支援
 ＊各種事業の周知や参加促進に係る
　 効果的な発信手法に関する助言

120
館山の魅力発
信事業

2 継続
（現状
維持）

24



第４次館山市総合計画「前期基本計画」政策評価シート　２次評価結果

令和元年度末までの事業の実施状況 事業の効果及び発現要因
2次評価
方向性

統合先の
計画事業

計画書
ページ

№
【優先度】の理由今後の事業展開・改善策など
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達成度

2次評価
優先度
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プラ
ン

該当

計画事業名
担当課

(R2回答課)
事業
№

資料５－３

123
地産地消の推
進

農水産課
（食のま
ちづく
り）

・地元産農水産物の購入を促すため、「地産
地消サポーター」「地産地消サプライヤー」
「地産地消推進店」登録制度を継続してい
る。
・地元産農水産物の購入を促すため、「直売
所スタンプラリー」を実施した。
・地元産農水産物を周知するため、料理コン
テストを実施してレシピを公募したり、館山
クッキング大使の川上文代先生に地産地消レ
シピの考案を依頼したりした。

・登録者が停滞しており効果はみられない。
登録のメリットが感じられていないことが考
えられる。
・参加者数が年々減少しており効果はみられ
ない。参加の魅力が感じられていないこと
や、開催自体が知られていないことが考えら
れる。
・コンテストの参加者数が年々減少しており
効果はみられない。レシピを知っても地元産
食材を使わない人や、活用したいと思う場面
が少ないことが考えられる。

・登録のメリットを生み出すこと。
・参加を周知するための効果的な情報発信
の方法。
・レシピは飲食店での活用が難しいこと。
（各店はこだわりがあり、自身のレシピ以
外は積極的に使用しない。）

・登録のメリットとして、生産者と事業者
のマッチング機会の提供を検討する。
・令和２年度も「直売所スタンプラリー」
を実施予定。直売所利用のメリットを探り
ターゲットを絞った情報発信を検討する。
・令和２年度は料理コンテストは実施しな
いが、地産地消レシピの考案は依頼予定。
レシピ活用者を飲食店ではなく個人の消費
者とし、地元産農水産物の購入につながる
仕組みを検討する。

3 目標
をやや
下回る

Ａ 高い

高齢化や遊休農地
の拡大により農業
生産力の著しい低
下が懸念されるな
か、地産地消の更
なる推進により、
農水産物の消費促
進、生産者の所得
向上など、1次産業
をはじめとした地
域産業の活性化を
図る必要があるた
め。

2 継続
（現状
維持）

94

124
船形漁港周辺
の活性化

農水産課

・船形ふれあい産地協議会を毎年１回開催
し、活性化について検討したが、令和元年度
は、事務局である館山漁協が、台風災害によ
り漁協施設に多くの被害により、施設の修繕
や再建及び経営安定が優先され、開催でき
なった。
・館山漁協の老朽化した荷捌き施設の改修事
業の協議が進捗した。

・活性化に向けた地元の機運には至らなかっ
たが、荷捌き施設の改修計画で、新たな活性
化に向けた展開が図られた。

・活性化の中心となる漁協自体が、合併後
の漁協の経営状況と、早期の災害からの漁
協施設の再建の状況次第となっている。

・定期的な協議会の開催や、荷捌き施設の
改修事業の実施を図りながら、引き続き漁
協合併協議も継続する。

3 目標
をやや
下回る

Ａ 高い

水産物の取引の向
上による地域の活
性化が見込まれる
ため。

2 継続
（現状
維持）

94

125
新たな農業の
担い手の育
成・確保

農水産課

・農業次世代人材投資資金制度の活用により
青年の就農意欲喚起及び就農後の定着を図る
ため、経営が不安定な就農直後の若手農業者
に対し支援を行った。

・安定的で継続性のある新たな農業の担い手
が確保され、地域の農業生産力の維持向上が
図られた。

・新規に就農する若手農業者の確保が課題
・市・県・ＪＡなどの関係機関、地域の農
業法人や先進的農業者と連携を強化しなが
ら新規就農の促進を図る。

3 目標
をやや
下回る

Ａ 高い

若手の農業離れが
著しいなか、今後
の担い手の確保が
重要課題であるた
め。

2 継続
（現状
維持）

95

126

農業の担い手
育成・確保と
組織的な営農
スタイルへの
後押し

農水産課
・集落ぐるみによる担い手の育成・確保に向
けた人・農地プランの作成を推進した。

・農業の持続的な発展と農地の保全のため、
地域農業の担い手となる農業者の育成が図ら
れた。

・高齢者の増加等を考慮し、都市部からの
移住者など、多様な担い手の育成・確保が
必要である。

・認定農業者など意欲的で農業情勢の変化
などに対応できる農業経営体の育成・確保
による農業の持続的な発展と農地の保全を
図る。

3 目標
をやや
下回る

Ｓ 最優
先

高齢化や担い手の
減少に伴い、効率
的な農業生産性を
確保するため、農
業経営体の育成確
保に取り組む必要
があるため。

2 継続
（現状
維持）

95

127
地域農業活動
支援事業

農水産課
・多面的機能支払制度や各施設の補修用材料
の交付など地域の共同活動の支援を行った。

・農地や水路、農道等の地域資源の維持管理
が図られた。

・高齢化や後継者不足により、維持管理に
対する担い手の負担が増大している。

・地域の共同活動を支援し、担い手に集中
した地域資源の維持管理の負担の軽減を図
る。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

高齢化や後継者不
足により、維持管
理に対する担い手
の負担が増大して
いることから、そ
の負担の軽減を図
る必要があるた
め。

2 継続
（現状
維持）

95

128
水産振興支援
事業

農水産課

・漁業後継者の育成や栽培漁業の実践、水難
事故の救済を行い、漁業就業者の高齢化に対
する作業軽減が図れるよう水産業関連団体へ
負担金や補助金を交付し支援した。

・団体の事業の効率化や活動を通して、水産
業の振興を図った。

・高齢化、後継者不足等の解消にあたり、
漁協の果たす役割が大きいが漁協自体に余
力がなく施策展開が難しい。

・継続して団体を支援するとともに、漁協
合併を推進し、漁協の経営基盤の強化を図
る。

3 目標
をやや
下回る

Ａ 高い

水産業の振興と漁
業経営の安定に繋
げるために必要で
ある。

2 継続
（現状
維持）

95

129
環境と調和し
た農業の推進

農水産課
・園芸用廃プラスチック類の回収を年４回実
施し、合計27.56t(令和元年度)の農業用使用
済みハウス被覆材等を処理した。

・野焼き等の不適切な処分を防止し、資源の
再利用、再生利用の促進による循環型社会形
成の推進が図られた。

・環境保全の促進の観点から、農業者への
啓発、指導を継続的に行い、事業の推進を
図る必要がある。

・農業分野での廃棄物の排出は個々の量が
少なくまた季節性もあるため、関係機関の
協力のもと、効率的な回収の実施に努め
る。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｂ それ
ほど高
くない

中国の廃プラ受入
中止により国内で
の処理費用が高騰
し、農家負担が非
常に増してくる。
このような中で、
現在のスキームを
維持できるのか、
廃プラ処理の重要
性が増している。

2 継続
（現状
維持）

95

25
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130
畜産振興支援
事業

農水産課

・経営規模の拡大、収益性の向上、労働環境
の改善、自給飼料生産拡大等を図るため、畜
産競争力強化対策整備事業を活用し、牛舎等
の施設整備の支援を行った。

・牛舎等の施設整備により経営規模が拡大
し、弱体化する酪農・畜産の経営強化並びに
地域農業の活性化が図られた。

・高齢化、後継者不足等の解消にあたり、
施設整備・機械の導入による労働環境の改
善が必要であるが、小規模経営が多い中で
いかに推進するかが課題。

・補助事業を活用した畜産施設等の整備促
進が図られるよう、畜産関係機関と協力し
情報提供等に努める。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｂ それ
ほど高
くない

高齢化。後継者不
足により個人の畜
産農家は減少の一
途であり、１０年
後には法人経営も
しくは規模の大き
い個人農家の数件
のみとなることが
予想される。

2 継続
（現状
維持）

95

131 ◆
有害鳥獣対策
事業

農水産課

・館山有害鳥獣対策協議会への委託事業等に
おいて、捕獲報奨金の支給、わな猟免許の補
助及び防護柵の設置補助等による有害鳥獣の
捕獲及び被害防止対策を実施した。

・わな猟免許の取得者が増え、有害獣の捕獲
力の向上が図られたほか地域ぐるみの活動を
実施する地区が増加した。

・地域ぐるみの活動の促進
・環境整備の拡大
・捕獲個体の処理

・地域ぐるみの活動を促進と合わせ、イノ
シシの棲み家、餌場をなくすための環境整
備に努める。

1 目標
を上回
る

Ｓ 最優
先

農業被害に留まら
ず生活被害にまで
及んできている。
ますます地域ぐる
みの活動の重要性
が増している。

2 継続
（現状
維持）

95

132
農業生産基盤
の整備

農水産課
・道路パトロール等による簡易な破損個所の
補修や舗装補修工事による機能維持の整備を
実施した。

・農道の適正な維持管理が図られた。
・舗装補修工事等の機能維持の整備を継続
的に実施する必要がある。

・道路パトロール等により状況を把握し、
計画的に整備を進める。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

営農活動を行う上
で必要な農道等の
農業用施設の機能
維持を行うこと
で、農業者の営農
活動への側面支援
が図れるため。

2 継続
（現状
維持）

95

133 ◆
農地の保全と
有効活用

農水産課
・農地中間管理機構を活用した担い手への農
地集積・集約化を図った。

・耕作放棄地を防止・解消し、意欲ある農業
経営者への優良農地の集積・集約化を促進す
ることで、生産者の所得向上や農村環境の維
持保全が図られた。

・農業者の高齢化が進み、耕作放棄地面積
が急激に拡大している。

・地域内に分散した耕作放棄地を集約化す
るなど、生産性の向上や、生産者の発生防
止や解消に努め、有害鳥獣被害の軽減や農
村環境の維持保全に努める。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

高齢化や担い手の
減少により耕作放
棄地の増加傾向に
あるため、農村環
境の維持保全・農
業生産基盤を確保
していくうえで事
業推進が必要であ
るため。

2 継続
（現状
維持）

95

134
農業経営安定
対策の推進

農水産課
・農業経営の合理化や近代化を図るために借
り入れた資金に対し、利子の一部の補助を
行った。また、戦略作物の本作化を進めた。

・農業生産施設等の整備拡充を行うととも
に、米以外の農業作物の本作化により農業者
の所得向上が図られた。

・農業従事者の高齢化や減少、農産物価格
の低迷などに加え、燃料や資材等の価格高
騰により農業所得が低下している。

・国の経営所得安定対策の直接支払交付金
等を最大限に活用し、農家の経営の安定化
を図る。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｂ それ
ほど高
くない

米の需給調整は国
の施策であるた
め、国の動きを見
ながら引き続き実
施する必要がある
ため。

2 継続
（現状
維持）

95

135
中山間地域の
活力維持

農水産課
・農業者等に直接支払交付金を交付し、生産
条件が不利な地域において生産活動を実施し
た。

・生産条件が不利な地域において農業生産活
動等を行うことで、耕作放棄地の発生を防止
し多面的機能の確保を図った。

・中山間地域では、高齢化が進行する中、
平地地域と比べ農業の生産条件が不利なこ
とから、担い手の減少や、耕作放棄地が増
加している。

・集落等に制度内容をさらに周知し、より
多くの集落による取組を促進する。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｂ それ
ほど高
くない

農業生産の維持を
図るための国の施
策であり、令和2年
度から５年間の第
５期対策として制
度が継続となるた
め。

2 継続
（現状
維持）

95

136
漁業経営支援
事業

農水産課

・市内５漁業協同組合の合併協議を行い、平
成31年１月一部が合併し、３漁業協同組合と
なった。
・合併後、３漁業協同組合で下協議を行い、
継続して合併協議を推進することを確認し
た。
・漁業経営の安定のため共済制度加入者への
補助を行った。

・更なる合併に向けた推進が図られた。
・組合経営の安定や従事者の雇用安定が図ら
れた。

・新たな合併に向けた協議に取り組むこと
が決まったが、各組合は、それぞれの考
え・立場があり、まとまって行かない。
・年々被害が甚大化する自然災害等が発生
している一方で、共済加入している漁業者
が少ない。

・合併協議を継続して実施する。
・より多くの漁業者が漁業共済に加入する
ように推進する必要がある。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

海産物を供給する
ために担い手とな
る漁業者が継続的
に一定数確保する
必要がある。

2 継続
（現状
維持）

96

137
栽培漁業支援
事業

農水産課
・市内の漁業協同組合が行う「あわび種苗放
流事業」「さざえ種苗放流事業」に対し補助
金を交付し支援した。

・継続的な実施により、資源の枯渇防止が図
られた。

・漁業者の高齢化等により、資源管理・漁
場管理が十分に行われていない。

・漁協合併を促進し、漁協の経営基盤を強
化し、漁協として取り組む体制を構築す
る。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

事業推進により、
沿岸漁業の資源拡
大に繋がり、漁業
の活性化が見込め
るため。

2 継続
（現状
維持）

96
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138
漁港利活用事
業

農水産課
・市営漁港については、必要な維持工事を実
施し、県営漁港については、工事負担金を支
出し、維持管理に努めた。

・漁業に支障が出ないよう最低限の漁港機能
の維持が図れた。

・漁港の老朽化により維持工事経費が増大
し、十分な工事ができない。

・漁協合併の動きと合わせて、漁港の集約
を検討する。

3 目標
をやや
下回る

Ｂ それ
ほど高
くない

水産物の安定供給
のためには，漁港
機能の維持は不可
欠である。

2 継続
（現状
維持）

96

139

地域商業活性
化支援事業
（中心市街地
の活性化）

雇用商工
課

・令和元年度に商店会連合会主催のキャッ
シュレスに関する講演会が開催された。
・キャッスレスセミナーの開催（３月に予定
していたがコロナの関係で中止）
・事業承継セミナー、創業支援セミナー等を
開催している。

・キャッシュレスを推進することにより、多
様な決済手段の確保し、マイナポイント等実
施が見込まれるポイント還元事業やインバウ
ンドへの対応ができる商店街を目指す。魅力
ある商店街を継承し発展させるため、事業承
継や起業支援を推進する。

・キャッシュレス・消費者還元事業などで
キャッシュレス導入が始まっており、市
民・事業者共に意識啓発が必要。
・事業承継や起業支援について事業者や起
業者に寄り添った支援策の検討を要する。

・キャッシュレス化の推進については、市
民・事業者への普及啓発を実施する。
・マイナポイント事業等とも連携し、商店
街の活性化につながるポイント還元事業等
を検討し事業化を図る。
・商店街での起業支援や商店の事業承継に
ついて推進する。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・商業都市として
発展してきた館山
市では商店街の活
性化が経済振興の
要であり、喫緊の
課題として、優先
度は高い。

1 継続
（拡
充）

98

140
中小企業融資
事業

雇用商工
課

・館山商工会議所及び市内金融機関と連携
し、中小企業の資金融資が円滑に受けられる
よう利子及び保証料の補助を行った。

・中小企業の融資が円滑に受けられ、経営の
安定化に繋がっている。

・低金利政策により、一般の低利融資や県
の融資制度により、同様の融資が行われて
いるため、館山市融資制度の利用率が低下
している。
・令和元年房総半島台風及び新型コロナウ
イルス感染症の影響により市内経済は低迷
している。

・小規模事業者経営改善資金（マル経）に
ついては、商工会議所会員のメリットとし
て、新規会員獲得に向け事業者に周知して
いく。
・中小企業の復興を図るため、令和2年度
より、利子補給率を0.5％から1.0％へ、保
証料補給率を50％から100％へ変更する。
（令和元年～令和３年まで）

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・館山市の経済を
担っている中小企
業の円滑な資金需
要に対応すること
が、中小企業の育
成・発展につなが
るため優先度は高
い。

1 継続
（拡
充）

98

141
伝統的工芸品
活性化事業

雇用商工
課

・房州うちわ振興協議会補助金として、活動
を支援した。
・房州うちわ振興協議会にて、平成25年度よ
り後継者育成事業を実施。また、うちわ作り
体験を通じて、教育事業への取組を行った。

・房州うちわの新商品の開発や普及啓発を行
い、房州うちわが周知された。

・後継者育成事業により、後継者が育成さ
れてきているが、まだ一人立ちできる状況
ではない。
・房州うちわの知名度を向上させるための
施策が必要。

・今後も後継者育成事業及びうちわ作り体
験事業を行い、後継者育成を図るととも
に、房州うちわの新商品開発等を行い、普
及啓発を図る。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・後継者育成事業
により、後継者と
なりうる人が出て
いるが、まだ一人
立ちできる状況で
はなく、今後も支
援が必要。

2 継続
（現状
維持）

98

142
商工関係団体
支援事業

雇用商工
課

・館山商工会議所、館山商店会連合会、館山
たばこ組合に対して、運営費補助を実施し
た。

・市内商工業者、中小規模事業者の健全な経
営体質の確保に繋がった。

・商工会議所、商店会連合会、たばこ組合
の会員数が減少している。

・商工会議所・商店会連合会等の会員とし
てのメリットを明確にし、会員増強を図
る。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・今後も、商工会
議所、商店会連合
会等と連携して、
地域経済の活性化
を図っていくた
め、優先度は高
い。

2 継続
（現状
維持）

98

143
半島振興法に
よる諸制度の
利活用の検討

企画課

・半島振興法に基づく税政優遇に関する手続
きを通じて、民間事業者の設備投資の促進を
図った。
・半島振興地域の会議等において、国・県及
び周辺市町との積極的な情報収集・意見交換
を行った。

・民間事業者の新規設備投資による地域経済
の活性化と雇用の維持を図ることができた。
・県会議等を通じて、地域の課題の洗い出し
ができた。
・過去５年の産業の推移を把握し、令和２年
度より更新される産業振興促進計画に課題を
反映させた。

・半島振興法に係る諸制度のより積極的な
周知が必要である。
・半島振興地域連携促進事業等の具体的な
補助メニューの活用などにより、半島地域
全体の活性化が必要である。

・半島振興法の制度改正に係る情報の収集
・ホームページ等を活用し、半島振興法に
係る諸制度の周知を図る。
・商工会議所と連携し、企業の経営支援や
起業支援を強化するとともに、半島税制の
活用を促進し、産業の活性化を図る。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｂ それ
ほど高
くない

・半島振興法に基
づき、各課及び団
体と連携し、粛々
と現行の各種支援
制度の強化に努め
る。

2 継続
（現状
維持）

98

144 ◆
新たな雇用の
創出

雇用商工
課

・金融機関、商工会議所との情報交換会を開
催し、多様な雇用創出のための意見交換を
行った。

・現状の課題や市の取組を共有し、今後の連
携について確認することができた。

・高校を卒業すると 大学等への進学や就
職により市外に転出している。
・若者の多様な就業ニーズと合致していな
いため 、市外へと職を求めている。
・転出意見や提案、情報提供を雇用創出に
結び付けて行くことが必要。

・テレワークなどの通信技術を駆使して、
場所や時間を選ばない柔軟な働き方を目指
す企業の合宿やサテライトオフィスの誘致
やコワーキングスペースの創出など、 多
様な雇用環境の創出に努める。

3 目標
をやや
下回る

Ｓ 最優
先

・「業種」・「職
種」だけでなく、
短時間勤務やフ
リーランス、パラ
レルワークなど
「働き方」につい
ても、様々な選択
肢を持てるように
することが重要で
あり、優先度は高
い。

2 継続
（現状
維持）

100
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145 ◆
企業誘致推進
事業

雇用商工
課

・条例に基づき、企業立地奨励金を交付し
た。
・ＩＴ系企業を中心に企業訪問を行い、企業
誘致先としてのＰＲを実施した。

・企業立地奨励金を交付することにより、市
内企業の支援を行った。

・企業誘致活動に対する実績が出せていな
い。進出の可能性がある企業のさらなる掘
り起こしが必要。

・進出に興味を示す企業に対し、求められ
る地域の情報や地元調整を計る等、画一的
な誘致活動ではなく対象企業にコミットし
た誘致活動を行う。

4 目標
をかな
り下回
る

Ｓ 最優
先

・さらなる市内企
業の支援と若者が
着目するＩＴ関係
や製造関係などの
業種の企業を誘致
する必要があるこ
とから、優先度は
高い。

2 継続
（現状
維持）

100

146 ◆
創業促進支援
事業

雇用商工
課

・産業の振興を図るため、起業する個人・法
人に対し、その経費の一部を補助した。
・起業した人、起業を考えている人向けに、
創業支援セミナーを開催した。

・創業支援セミナーに参加した人が、実際に
起業し、起業の後押しとなっている。

・起業した後のフォローアップ等をどのよ
うに行っていくかが課題となっている。

・起業した人や創業支援セミナーに参加し
た人を対象に「起業家交流会」を開催し、
起業者同士の情報交換や情報共有を図る。
・千葉県産業振興センターや千葉県よろず
支援拠点等から経営（経営拡大・販路開拓
等）の専門家を派遣していただき、無料相
談を行う。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・起業支援補助金
の申請件数や創業
支援セミナーの参
加者は、増加傾向
にあり、今後も継
続的に支援してい
くことから優先度
は高い。

2 継続
（現状
維持）

100

147 ◆
地域のニーズ
をとらえた就
業支援強化

雇用商工
課

・近隣市町やとハローワーク館山、ＮＰＯ法
人おせっ会と連携し、合同企業説明会「ジョ
ブサポートinたてやま」、「南房総のお仕事
さがしin東京」を開催した。

・地元企業への採用が決まるなど、参加者の
雇用に繋がった。

・有効求人倍率が約２倍となっており、人
手不足が顕著となっている。
・需給バランスの偏りが生じている。

・引き続き関係機関と連携し、年２回以上
のジョブサポート事業を実施していく。
・人材不足に悩む企業に対して、新たな人
材確保方策を提案する場の提供等、企業が
抱える問題を緩和・解決する取組も実施す
る。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｓ 最優
先

・希望する仕事に
就くことができる
よう求職者のニー
ズを備える必要が
あり、優先度は高
い。

2 継続
（現状
維持）

100

148
介護・福祉人
材の確保に向
けた支援

高齢者福
祉課

・介護職員初任者研修（22人）及び実務者研
修（66人）の受講に要した費用の一部（２分
の１）を助成した。

・介護職員実務者研修に対しての助成を追加
し、介護職員の質の向上と市内施設への就労
が図られた。

・助成制度の周知

・助成対象となる研修実施の周知と一緒に
助成制度を広報し、制度の周知を図り、本
市における介護施設等に係る雇用の確保及
び介護保険サービスの供給の安定を図る。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｓ 最優
先

・介護制度の維持
における最も大き
な課題であり、地
域力の維持にも影
響するものであ
る。

2 継続
（現状
維持）

100

149 ◆
移住・定住促
進事業

雇用商工
課

・移住希望者への相談業務などの移住支援を
行った。
・首都圏で移住相談会を行い、館山市のＰＲ
と館山での暮らしに関する情報提供、移住相
談を行った。

・328件の移住相談があり、19組49名の移住完
了報告があった。

・相談件数は増えたものの、移住完了報告
者数は減となっており、年度によってバラ
つきが大きく見通しを立てることが難し
い。

・移住相談会や移住体験ツアー・婚活イベ
ントを実施を継続することにより、移住者
数の維持・増加に繋げていく。
・若年層，高齢層，子育て世代など，ター
ゲット別に意識したＰＲや移住相談会を実
施していく。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｓ 最優
先

・移住・定住の促
進は、人口減少を
抑制し、まちの活
力を維持するため
に大変重要な取組
となっていること
から、優先度は高
い。

2 継続
（現状
維持）

102

150
サテライト
キャンパス誘
致事業

企画課

・他市町村の取組事例に関する情報収集に努
めた。
・市内に研究施設やセミナーハウスを持つ大
学等と連携した教室を開催した。
・千葉大学ＣＯＣ＋事業に参加し、歴史的造
形資源のデータ化や活用を推進した。

・現時点では、当市における事業の効果は特
に無いが、社会人等を対象とした大学等のサ
テライトキャンパスは、地域の人材養成、生
涯学習（学び）の場の提供、世代間や地域と
の交流、産官学の連携等、多方面にわたる効
果が期待される。

・サテライトキャンパスの誘致について具
体的な進捗は無く、市内に施設を有する大
学等への働きかけにまで至っていない。
・大学入学者が減少し、大学施設の都心回
帰が進む現状では、地方へのサテライト
キャンパス設置は厳しい状況である。

・大学との連携事業を複数展開しており、
今後の「地域の教育力向上」に向け、大学
とのつながりを深めていきたい。
・引き続き他市町村の取組事例に関する情
報収集に努めていきたい。

3 目標
をやや
下回る

Ａ 高い

・市内に大学施設
がないため、大学
生と触れ合う機会
を設けることは、
地域の教育力向上
に寄与すると考え
られる。

2 継続
（現状
維持）

102

151
市内高校ブラ
ンド化支援事
業

企画課
・各高校と密に連携し、新たな活路を見出す
ため、市内高校の校長、ハローワーク、県や
千葉大学との意見交換会を実施した。

・高校の現状などを皆で共有し、今後の方向
性を考えることができた。

・意見交換で出されたアイディア等を、実
行に繋げていく必要がある。
・校長だけではなく、現場の先生にも意見
を聞く機会を設ける必要がある。

・学力向上、地元愛の醸成、大学との連携
等、市内高校のブランドアップに繋がる施
策の実施を検討する。
・市外の学校に進学する生徒が増加傾向に
あるので、選ばれる学校づくりを推進す
る。

3 目標
をやや
下回る

Ａ 高い

・中学進学時点で
市外の学校に進学
する生徒が増加し
ている中、地元高
校の魅力化は喫緊
の課題である。

1 継続
（拡
充）

102

28
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152
同窓会支援事
業

企画課
・他市町村の取組事例に関する情報収集に努
めた。

・具体的な事業構築の段階にまで至っていな
い。
・他市町村の取組事例では、若者のＵター
ン、定住促進等を目的に開催している自治体
が数多くある。一方で、同窓会支援が直接移
住に結びつかなかったため、移住施策として
は不適合と考える自治体もある。

・具体的な事業構築の段階にまで至ってい
ないが、事業の検討においては、一過性の
イベントにとどまらず、地域の活性化や雇
用創出、ビジネス展開に繋がるような事業
として実施できるかが課題である。
・Ｕターン時の就職先の選択肢が少ない。

・予算ゼロで実施している自治体を参考
に、同窓会開催について、広報やＳＮＳに
掲載するなどの周知のみの支援を行う。

4 目標
をかな
り下回
る

Ｃ 低い

・これまで具体的
な事業構築まで至
らないまま４年経
過したが、市民か
らの問合せがない
ことから、実施し
なくても特に市民
生活に影響はない
と考えられ、周知
支援を行った場合
の効果も不明瞭で
あるため。

8 他事
業に統
合

（№153）
出会い・婚
活支援事業

102

153
出会い・婚活
支援事業

企画課

・ＮＰＯ法人おせっ会による「安房コン」
（市後援）の開催
・ＮＰＯ法人地域活性化支援センターの認定
を受けた「恋人の聖地／鏡ヶ浦から富士の見
えるまち 館山」にかかる周知・ＰＲ（ガイド
ブックの作成等）や事業者説明会・情報交換
会の開催、地域間連携の取組（他の自治体で
開催する「恋華めぐり」への館山の花の提
供）
・「恋人の聖地」を活用した婚活クルーズ
（東京湾フェリー）、婚活ツアー（高速
ジェット船）の開催
・館山市「恋人の聖地」活用支援事業補助金
の創設

・「安房コン」では、参加者も多く（H28：
160名・H29：約190名・H30：158名・R1：中
止）、独身男女の出会いの場の創出に繋がっ
ている。
・「恋人の聖地」事業では、館山ロータリー
クラブによるカップルベンチの寄贈、「恋人
の聖地」ＷＯＲＬＤパスポート優待特典店舗
への市内事業者の参加、立教大学広告研究会
との連携に加え、アロハガーデンたてやまが
「恋人の聖地サテライト」に認定（H30.1）さ
れるなど、既存観光資源の磨き上げ、効果的
な情報発信、官民連携の展開等が図られた。
・また、これまでの市の取組が評価され、
「第１回恋人の聖地 地域活性化大賞」
（R1.6.11開催）において、最高賞である「地
方創生担当大臣賞」を受賞し、対外的なＰＲ
にも繋げることができた。

・「安房コン」では、女性参加者の確保が
課題として挙げられる。
・「恋人の聖地」事業では、市民も含め、
まだ取組の周知がしきれていないこと、官
民連携の強化、取組の継続に繋がる仕組み
づくり等が課題として挙げられる。

・「安房コン」は毎年度開催する予定（時
期未定）
・ＮＰＯ法人地域活性化支援センターが主
催する「恋人の聖地」プロジェクトにおい
て、令和元年度に設置され、当市も入会し
ている「恋人の聖地観光協会 全国市町村
長会」等を通じ、今後の地域間連携や幅広
い事業連携に向けた検討を行うとともに、
引き続き、「恋人の聖地」活用の取組に関
する周知・啓発に努めていく。

1 目標
を上回
る

Ｓ 最優
先

・人口減少や少子
化対策は最重要課
題の一つであり、
「恋人の聖地」活
用は他地域との差
別化や関係人口の
増加等につながる
取組である。

2 継続
（現状
維持）

102

154

交流拠点
「“渚の駅”
たてやま」機
能強化事業

観光みな
と課

・平成28年度に館山おさかな大使で、“渚の
駅”たてやまの名誉駅長でもある「さかなク
ン」が出演する館山市のＰＲ動画を制作し
た。平成30年度には館山の大きな魅力である
「夏」をテーマにした動画を新たに作成し、
公開している。
・平成30年度にはさかなクンギャラリーに
ギョボットなど、令和元年度には楽器やマグ
ロぬいぐるみ、マンホールや銘板の展示な
ど、目玉となる展示品を増やし充実を図ると
ともに，さかなクングッズ等を販売するギャ
ラリーショップについても充実を図った。
・多数の方に体験していただいているＶＲと
連携して館山の海をＰＲできる「館山の海を
知る　海の魅力読本」を作成し、渚の駅で販
売を開始した。
・館山造船の所有する土地を臨時駐車場とし
て、来客が多く見込まれる日に借用した。
・施設の魅力アップを図るため、地方創生推
進交付金を活用し、平成29～30年度にかけて
“渚の駅”たてやまの外壁等の改修工事を実
施。「さかなクン」のイラストを外壁に追加
した。

・館山の売りである「夏」にテーマを絞るこ
とにより、館山の魅力を効果的にＰＲでき
た。
・さかなクンギャラリーの充実や、オリジナ
ルグッズの販売、ＰＲ動画の作成などによ
り、館山イコールさかなクンのイメージの増
進が図れた。
・まだまだ課題はあるが駐車場を借用したこ
とにより、繁忙期の来客への対応を行うこと
ができた。
・レンタサイクルについて、半日（250台）、
１日（34台）の貸し出しがあった。

・繁忙期に民間から借用していた臨時駐車
場用地が民間での事業実施に伴い使用でき
なくなることから、代替地を探す必要があ
る。

・引き続きさかなクンギャラリーの充実を
図る。
・さかなクンギャラリーショップで販売す
る渚の駅オリジナルグッズの種類を増やす
ことにより、ギャラリーの充実と合せて、
来館者の満足度向上を目指す。
・サービス向上、行革の観点から、引き続
き指定管理者導入の検討する。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・来館者の増加を
目指すことで、結
果として市内及び
南房総エリアを含
む観光振興・経済
活性化の推進に寄
与できる。

1 継続
（拡
充）

104

29
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155 ◆

「食のまちづ
くり」の推進
による地域産
業の活性化

農水産課
（食のま
ちづく
り）

・地元産農水産物の魅力を向上させるため、
プロトタイプとして館山産いちじくのＰＲ方
法や加工品の商品化を検討するワークショッ
プを開催した。
・地元産農水産物の周知及び購入を促すた
め、「館山まるしぇ」を年数回開催した。
・地元産農水産物を周知するため、地域おこ
し協力隊1名を委嘱し、隊員は生産者や事業者
を取材してＳＮＳ等で発信したり、地元産農
産物を都内で販売したりした。
・館山市稲の市有地に給水管を設置した。

・事業継続中。
・出店者の約２割が地元産農産物の生産者で
あり効果がみられる。
・地元産農産物の都内販売は完売しており効
果がみられる。既に房総に興味を持つ人が集
まるイベントで行うことで、購入につながっ
ていると考えられる。
・食のまちづくり拠点施設の整備であり、今
後効果が期待できる。

・いちじくの生産者の育成及び確保。
・来場者を増やすための効果的な情報発信
の方法。
・行動力のある特定の生産者が対象となっ
ていること。
・整備手法や財源。

・令和２年度に館山産いちじくの加工品の
商品化を目指している。
・令和２年度は「館山まるしぇ」を２回開
催予定（市が事務局として運営）。情報発
信せずとも集客するため、出店者の自主運
営による定期開催を検討する。
・令和２年度は地域おこし協力隊の委嘱が
最終年度（３年目）。特定の生産者からそ
の他の生産者への波及を検討する。
・民間活力を活用する方向性で検討してい
く。

3 目標
をやや
下回る

Ｓ 最優
先

既に「たてやま食
のまちづくり計
画」は策定されＨ
Ｐを通じて公表し
ている。地域産業
の活性化に向け、
地域活性化の新た
な視点と核となる
事業であり、商工
観光振興や雇用の
場の創出はもとよ
り、医療・福祉・
教育など多岐に関
連して効果を発揮
できる可能性があ
る。

2 継続
（現状
維持）

104

156
住環境向上の
ための支援

雇用商工
課
建築施設
課
こども課

・H28年度においては、定住するために自己が
所有する住宅についてリフォーム工事を行う
者を対象にリフォーム代の助成を行った。
・H29年度以降は、過去１年以内に館山へ移住
してきた子育て世帯に対し家賃の補助を行っ
た。

・H28年度は４件の補助を行い、定住者が所有
する住宅のリフォームにおける費用負担の軽
減を行った。
・H29年度以降は、合計17世帯の補助を行い、
子育て世帯の費用負担の軽減を図った。

・合計17世帯60人の移住者に対し補助を
行ったが、次年度以降の安定的な予算の確
保が可能かどうか。また、同じ条件である
にも関わらず、予算による世帯数制限によ
り、家賃補助を受けられる世帯と受けられ
ない世帯の差異が生まれてしまうこと。

家賃助成制度によって移住者を呼び込むだ
けでなく、移住相談会や移住体験ツアー・
婚活イベントの継続をすることにより、移
住者数の維持・増加及び家賃助成制度がな
くても来てもらえる移住に繋げていく。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・子育て支援や移
住・定住促進と連
動した若者世代が
定住につながるよ
うな住環境の施策
を展開することは
非常に重要であ
り、優先度は高
い。

8 他事
業に統
合

（№149）
移住・定住
促進事業

108

157
建築物の耐震
化の促進

建築施設
課

・建築士事務所協会と協力し、耐震診断の必
要性について広報活動するも、建物所有者自
らが行う耐震化に対して具体的な進捗が見ら
れなかった。

・耐震診断の無料相談にはつながるものの、
助成制度の対象外の物件であることや、耐震
診断後の耐震改修に対する助成制度が無いこ
となどを理由に、助成制度の申請には至らな
い場合が多い。

・R1年度より、耐震化施策に対する助成事
業は財政的な理由から中止となったため、
事業は無料相談会の実施に留まっている。
・今後も助成事業の実施は見込めないこと
から事業内容は大幅な見直しが必要であ
る。

・引き続き建築士事務所協会と協力し、市
民の耐震に対する意識の向上を図る。
・市民の耐震に対する意識向上にあわせ、
行政が行える有効な支援施策を検討して行
く。

4 目標
をかな
り下回
る

Ａ 高い

耐震化の必要性を
啓発していくと共
に、通常の建替え
等による旧耐震住
宅の減少を図り、
その上で、効果的
な支援策を検討し
たうえで、改めて
事業展開をしてい
く。（既存の助成
制度は令和元年度
より中止してい
る）

2 継続
（現状
維持）

108

158 ◆ 空き家対策
建築施設
課

・市内全域の空き家実態調査を完了。
・空き家管理システムの導入。
・実態調査に基づく特定空家等への指導の実
施。

・空き家の実態調査や所有者に対する指導等
を行ったことにより、今まで管理が不十分で
あった空き家の所有者が自発的に管理を始め
るなど、一定の効果が見られた。
・R１年度に関しては台風の被災者支援を優先
したため事業の大半は進捗していない。

・相続などにより、所有者の特定が困難で
あり、対応に多大な時間を要する。
・特定空家等の所有者に対し、より厳しい
法的措置を実施する上で十分な検証が必要
である。

・指導書に基づく対応がされていない特定
空家等の所有者に対し、勧告、命令等を行
い特定空家等の削減を図る。

3 目標
をやや
下回る

Ｓ 最優
先

令和元年度の台風
により、周辺住民
の生活に影響を及
ぼす恐れのある空
き家が増加してい
る状況を踏まえ、
体制を強化し優先
して特定空家等の
削減を図る必要が
ある。

2 継続
（現状
維持）

108

159
市営住宅の適
切な管理

建築施設
課

・H28.29で真倉市営住宅の長寿命化改修工事
は完了。
・H30,R1実施予定の船形漁民住宅長寿命化改
修工事は、台風被害の影響によりR2年度へ繰
越したため、R1実績は発注までの実績とな
る。

・長寿命化計画に基づき、改修工事を行った
ことにより、維持管理費の平準化を図ってい
る。

・市営住宅については、一般財源を用いず
使用料収入等で計画通りに遂行できている
が、公共施設等総合管理計画において、市
営住宅についても必要性を検証する施設に
位置付けられたため、今後、検証に時間を
要することになり、適正な運営に支障が生
じる恐れがある。

・総合管理計画での検証作業には時間を要
するため、当面は、館山市営住宅長寿命化
計画に基づき、市営住宅の改修工事を行っ
ていく。

3 目標
をやや
下回る

Ｂ それ
ほど高
くない

令和５年度を完了
予定としている館
山市営住宅長寿命
化計画に基づき、
今後活用していく
市営住宅の改修を
行う。（改修が完
了していない住宅
は那古市営住宅の
２棟のみ）

2 継続
（現状
維持）

108

30
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160
館山駅東口駅
前広場の整備

都市計画
課

・具体的な進捗が図れなかった。
・具体的な進捗が図れなかった。
・一般車の駐車スペースが設定され、広場内
の駐車禁止規制などが行われた。

・既存駅前広場スペースの中では有効な活
用が困難である。
・整備には駅前広場内のJR用地を購入する
必要があるほか、交通事業者、警察との協
議を要する。
・改修工事を実施するための詳細設計を行
う必要がある。

・既存駐輪場の移転が検討されており、跡
地を含めた活用を図る必要がある。
・改修工事には、多額の費用が掛かるた
め、段階的な整備も検討する。

4 目標
をかな
り下回
る

Ａ 高い

・安全な歩行空間
の確保と車の適正
な誘導を図る必要
があり、市民だけ
でなく、観光客・
高速バス事業者等
の安全性・利便性
の向上につながる
ため。

1 継続
（拡
充）

108

161
都市公園の整
備

都市計画
課

・前期基本計画において、当初掲げた長寿命
化計画の策定には至っていない。
・日常点検等を含めた維持管理を継続的に実
施している。

・令和元年度は専門業者による５年毎の遊具
点検業務は実施していないが、公園職員等に
よる定期的な点検を行い安全な維持管理がで
きた。
また、公園施設全般については、日常的な整
備等を実施したことにより、安全且つ快適に
利用された。
・令和元年12月から指定管理者が維持管理を
実施。

・子供から高齢者までの多様なニーズへの
対応
・公園施設の老朽化対策やバリアフリー対
策、さらには遊具の充実等が求められてい
る。

・今後、個別施設(長寿命化)計画策定の必
要がある。
・令和元年12月からの指定管理制度の導入
に伴い、指定管理者と市の業務分担によ
り、日常的な安全点検や施設改修などを行
い、公園施設の適正な維持管理に努めてい
く。
また、指定管理以外の沖ノ島・高ノ島公園
については、市により維持管理を行い、宮
城公園赤山地下壕跡については、専門業者
等による安全点検を実施し、今後とも適正
な維持管理に努めていく。

3 目標
をやや
下回る

Ｂ それ
ほど高
くない

・市民の憩いの場
の創出及び施設利
用者の安全にかか
わる事業のため。

1 継続
（拡
充）

110

162
花のまちづく
りの推進

都市計画
課

・７回目となるガーデニングコンテストは、
83件の応募があった。
・ガーデニング教室を年５回開催し、延べ79
人の参加があった。
・春に庁舎敷地内に花の植栽を行った。
・学校施設に花苗配布を春・秋２回行った。
・平成30年度には、華道家の假屋崎省吾氏を
招いて館山市制80周年記念事業“恋華めぐ
り”を開催し、大盛況であった。

・花の植栽や各種イベント等の開催により
「花のまちづくり」の機運醸成に繋がった。
・検討会で、各課取組事業を共通認識し、今
後の施策展開について検討を進めた。

・施策事業を拡大していく上で、市民の活
動へ広がりを持たせ、実践継続へのフォ
ローも考えていく必要がある。

・現在実施している事業の継続、拡大と新
たな施策の実施について検討する。
・行政主導から市民・事業者主導による
「花のまちづくり」へ移行していくための
方策を検討する。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・令和元年11月に
景観計画が施行さ
れ、官民が協力し
て花のまちづくり
を推進していく必
要があるため。

1 継続
（拡
充）

110

（建設課）

・県道の整備については、関連する促進協議
会等を通じて要望活動を行った。
　また、整備に伴い、地元区長等と調整を図
り、事業推進に努めた。

・県道に関しては整備促進協議会により、県
への要望活動を実施しており事業の推進が図
られている。

・事業主体（県）の事業予算によるところ
が大きく、また地権者交渉を伴うため、地
道な要望活動を行っているが、スピー
ディーな事業展開になるとは限らない。

・継続的な粘り強い要望活動の実施
・促進協議会等の組織的な要望と併せ、地
元選出県議員の支援を得た事業採択の推
進。

交通渋滞の緩和や
歩行者の安全確
保、交通事故減少
のため、域内幹線
道路網の整備が急
務である。

（都市計画課）

・「国道410号並びに関連道路整備促進期成同
盟会」が実施する要望活動に参加し、藤原地
内の切り割り形状となっている狭隘区間の整
備を要望した。

・藤原地内の切り割り形状となっている狭隘
区間について、路肩部分の改良工事が行われ
た。
・歩道未整備区間について、順次整備が進め
られている。

・道路整備に対する県の予算確保 ・要望活動を継続する。

・歩行者の安全確
保、交通事故減少
のため域内観戦道
路網の整備が急務
である。

164 ◆
東関東自動車
道館山線等の
整備促進

都市計画
課

・「東関東自動車道館山線建設促進期成同盟
会」及び「東関東自動車道館山線・一般国道
127号富津館山道路建設促進期成同盟会」が実
施する要望活動等に参加し、①事業が行われ
ている君津ＩＣから富津竹岡ＩＣまでの４車
線化早期完成②東関東自動車道館山線の一部
を構成する富津館山道路の４車線化に向けた
計画の具体化等について要望した。

・君津ICから富津竹岡ＩＣまでの区間につい
て、令和元年度末に４車線化による供用が開
始となった。
・富津竹岡ICから富津金谷ＩＣまでの区間に
ついて、平成31年３月に「財政投融資を活用
して実施する４車線化等候補箇所」として選
定され、事業許可がされた。
　また、上記区間を含む富浦ICまでの区間に
ついて、令和元年９月に４車線化等の優先整
備区間に選定された。

・４車線化早期完成のための要望活動を継
続的に実施する必要がある。

・４車線化完成区間についての事業効果な
ども活用した要望活動を実施していく。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｓ 最優
先

・高速道路は人・
モノ・情報の交流
のみならず、救急
医療、災害支援、
迂回路機能など、
重要な役割がある
ため。

1 継続
（拡
充）

113

163
国道・県道の
整備促進

建設課
都市計画
課

113

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い
2 継続
（現状
維持）

31
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165
地域高規格道
路の整備促進

都市計画
課

・「地域高規格道路「館山・鴨川道路」整備
促進期成同盟会」として、計画を具体化し整
備促進を図るよう、国や県へ要望活動を実施
した。

・同盟会による国や県への要望活動で、道路
整備の必要性を強く示し、早期事業化を求め
た。

・強力な要望活動を継続的に実施する必要
がある。

・要望活動を継続する。
3 目標
をやや
下回る

Ａ 高い

東京湾口道路につ
いては具体的な動
きが見出せない。
館山・鴨川道路に
ついては、鴨川方
面への幹線道路が
国道128号のみであ
り脆弱なため、防
災や観光面での不
安を解消する必要
がある。

2 継続
（現状
維持）

113

166 ◆

都市計画道路
船形館山線
（船形バイパ
ス）の整備

都市計画
課

・令和元年度については、用地取得を実施
し、公社取得分を含めて約96㎡を取得した。
（令和元年度末までの取得率69.9％）
・平成30年度から一部区間の工事に着手し
た。

・一部区間の工事に着手したが、本事業は道
路の供用開始により事業効果を発現するた
め、現段階では直接的な事業効果は発現して
いない。現在、課題となっている用地取得に
ついて、難航案件の解決を図りながら早期完
成を目指している。

・国費（防災安全交付金）の交付決定額に
あわせ、事業量の調整を行いながらの事業
遂行となっている。
・用地取得において、難航案件が残ってい
る。

・千葉県地方土地開発公社の買取り制度を
活用し国費の交付決定額に応じた計画的な
買戻しを行う。
・用地取得については、専門性を要する案
件もあるため、引き続き必要な対策をとり
ながら進展を図る。

3 目標
をやや
下回る

Ｓ 最優
先

・市街地へのアク
セス性及び域内交
通の循環性の向
上、海辺のまちづ
くりを推進する地
区や湾岸地域へ来
訪者を誘導し、地
域の活性化及び観
光・産業振興を図
ると共に災害時の
避難路としても必
要な道路整備であ
る。

1 継続
（拡
充）

113

167
都市計画道路
青柳大賀線の
整備

都市計画
課

・事業の実施はないが、先行取得用地の維持
管理は適宜実施している。
（全長4,340ｍのうち764ｍ供用済。残り約3.5
㎞未着手）

・国道127号、国道410号北条バイパス等の幹
線道路との一体的機能により、西岬地区への
アクセス向上と、市街地を循環する円滑な交
通動線の確保を図る。

・都市計画道路整備事業は、整備路線の優
先度、大規模事業との調整を必要とする。

・現在実施中の船形バイパスの整備後に、
次期整備路線として検討する。

3 目標
をやや
下回る

Ａ 高い

・市内幹線道路か
ら西岬地区へのア
クセス性の支援
や、県道南安房公
園線の交通量の分
散による交通安全
性の向上、さら
に、災害発生時の
県道南安房公園線
や館山港線の代替
路としての機能な
ど整備効果は高
い。

2 継続
（現状
維持）

113

168 道路改良事業 建設課

・市道9052号線（二子地内）の用地取得でき
た区間について、工事を着手した。
・市道8020号線（腰越地内）の交差点改良工
事と市道6035号線（布良地区）及び市道7022
号線（山荻地区）の道路改良工事を実施し
た。

・市道9052号線（二子地内）の用地取得によ
り事業の推進が図られた。（用地取得率
94％）
・市道を拡幅し信号機を設置したことや崩落
の危険性のあった法面の保護や老朽化した土
留擁壁を改築したことにより、円滑な通行と
交通の安全が図られた。

・事業実施に必要となる用地の確保や、関
係機関との協議等に時間と労力が必要とな
る。
・道路拡幅には、沿道住民からの用地提供
が必要となるが、協力が得られず、整備が
進まない可能性がある。

・市道の安全、円滑な通行の確保と、市民
生活の安全安心を確保するため、用地の提
供など、関係者の協力を得ながら順次、整
備を推進する。

3 目標
をやや
下回る

Ａ 高い
市道の安全、円滑
な通行を確保する
必要があるため。

2 継続
（現状
維持）

113

169
汽船場踏切改
良事業

建設課 ・具体的な進捗が図れなかった。 ・具体的な進捗が図れなかった。

・踏切内の歩道設置は、ＪＲに工事委託す
ることになり、多額な費用がかかり、協議
にも時間を要する。また、前後の歩道整備
も必要となる。

・関係機関との協議と多額の費用が掛かる
ため、今後の全体予算も含めた他の事業と
の調整など必要となる。

4 目標
をかな
り下回
る

Ｂ それ
ほど高
くない

市道の円滑な通行
と歩行者、自転車
利用者の安全を確
保する必要がある
ため。

8 他事
業に統
合

（№171）
歩道整備事
業

113

170
道路排水整備
事業

建設課 ・市内20路線の排水整備工事を実施した。
・側溝の新設及び蓋付き側溝への改修によ
り、溢水、悪臭の解消及び有効幅員が確保さ
れ、居住環境が改善された。

・排水整備の要望は、毎年各地区から多数
寄せられており、現計画では整備が追いつ
いていかない。
・整備要望に対する財源確保が必要であ
る。

・各地区から新規に多くの排水整備の要望
が出されていることから、今後も緊急度に
応じた計画的な整備が必要である。

3 目標
をやや
下回る

Ａ 高い

通行の安全確保及
び市民生活の良好
な居住環境を確保
するため。

2 継続
（現状
維持）

113

171 歩道整備事業 建設課
・市道1016号線（北条地内）の歩道整備工事
や市道1008号線（北条地内）の歩行者帯整備
工事を実施した。

・狭隘な歩道の拡幅や歩行者帯を整備し車両
と歩行者を分離したことにより、歩行者の安
全性を確保した。

・事業実施に必要となる用地の確保や、関
係機関との協議等に時間と労力が必要とな
る。
・国の交付金事業の重点計画に該当しない
箇所については、配分額が少なく計画通り
には進まない可能性がある。

・歩行者の安全確保と、円滑な車両通行を
確保する上で、歩道整備が必要な箇所につ
いて、用地の確保など課題もあるが、整備
可能な箇所から整備を行う。

3 目標
をやや
下回る

Ｂ それ
ほど高
くない

市道の円滑な通行
と歩行者の安全を
確保する必要があ
るため。

2 継続
（現状
維持）

113
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172
道路維持補修
事業

建設課
・道路維持補修(直営含む)、飛砂防止網設置
撤去工事、除草等管理業務委託(直営含む)、
法定外公共物資材支給を実施した。

・年々増加する要望数に外注・直営を適切に
対応することで、道路施設における最低限の
機能管理を図った。

・道路施設の老朽化が著しく、要望件数も
増加するなか、不明埋設物等の老朽化によ
る道路陥没の緊急対応も増加しており、道
路施設の更新が課題である。
・地域住民の高齢化に伴い、草・竹刈りの
要望箇所が年々増加しており、市直営での
対応が困難となってきている。

・道路施設等における最低限の機能管理を
図るため、今後も適切な安全管理や迅速な
維持管理を行う。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

道路構造物及び不
明埋設物等の老朽
化による道路陥没
等の緊急対応費の
確保。また、高齢
化により年々増加
している要望への
維持費の確保が必
要である。

2 継続
（現状
維持）

114

173
トンネル長寿
命化修繕事業

建設課
・道路トンネルの長寿命化修繕計画に基づき
小原１号、山荻２号トンネルの補修工事を実
施した。

・トンネルの補修工事の実施により、安全な
交通機能の確保及びトンネルの長寿命化が図
られた。

・国の交付金により事業を実施するため、
配分額が少ない場合は計画通り進まない可
能性がある。

・道路法改正により義務化された５年に１
回の定期点検や、長寿命化計画に基づき、
ライフサイクルコストの縮減と維持管理費
の平準化を図り、計画的に事業を実施する
必要がある。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

道路トンネルの老
朽化が進んでお
り、安全性を確保
するため緊急に補
修する必要がある
ため。

2 継続
（現状
維持）

114

174
道路法面長寿
命化修繕事業

建設課
・道路法面の長寿命化修繕計画に基づき市道
4040号線道路法面の補修工事を実施した。

・修繕計画の策定により、施設の長寿命化を
図る効果的な整備及び維持管理費の適正化を
図るための維持管理計画を確立できた。
・道路法面補修工事の実施により、安全な交
通機能の確保及び道路法面の長寿命化が図ら
れた。

・国の交付金事業の採択要件に該当しない
ため、計画的な実施に向けた財源確保が必
要である。

・修繕計画に基づき、市道路線の重要度及
び緊急性の高い箇所について、計画的に事
業を実施する必要がある。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

道路法面の老朽化
が進んでおり、安
全性を確保するた
め緊急に補修する
必要があるため。

2 継続
（現状
維持）

114

175
道路舗装補修
事業

建設課
・幹線市道を中心に市内18路線の損傷の著し
い箇所の舗装補修工事を実施した。

・舗装補修工事の実施により、安全で円滑な
交通が確保された。

・舗装補修の要望が、毎年各地区から多数
あり、補修が追いついていかない。
・整備要望に対する財源確保が必要であ
る。

・舗装の老朽化が進んでいることから、安
全な交通機能を確保するため、緊急度に応
じて計画的な整備が必要である。

3 目標
をやや
下回る

Ａ 高い
安全な交通機能を
確保する必要があ
るため。

2 継続
（現状
維持）

114

176 橋梁整備事業 建設課

・橋梁点検を104橋実施し、点検結果を踏まえ
長寿命化修繕計画を見直した。
・橋梁長寿命化修繕計画に基づき、三福寺橋
と富士見橋、菱沼橋、府中橋、界橋、柳橋、
塩見橋の補修工事を実施した。

・橋梁点検の実施及び橋梁長寿命化修繕計画
による計画的な補修工事の実施により、安全
な交通機能の確保及び橋梁の長寿命化が図ら
れた。

・橋梁の点検及び補修に要する費用も多く
なることから、計画的な実施に向けた財源
確保が必要となる。

・道路法改正により義務化された５年に１
回の定期点検や、長寿命化計画に基づき、
ライフサイクルコストの縮減と維持管理費
の平準化を図り、計画的に事業を実施する
必要がある。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い
安全な交通機能を
確保する必要があ
るため。

2 継続
（現状
維持）

114

177
河川整備維持
補修事業

建設課

・準用河川作名川及び普通河川岡田川につい
て、護岸整備工事を実施した。
・河川の維持的な補修工事として、準用河川
作名川及び普通河川長田川の護岸復旧工事を
実施した。

・護岸整備により、浸水被害の防止や侵食に
よる護岸の崩落を未然に防止し、住民の安
全・安心が確保された。
・補修を行ったことにより、被害の拡大を防
止するとともに施設の安全性が保たれた。

・整備に伴う財源の確保や河川整備事業と
しての整備に至っていない。

・計画的な整備には財源確保等の課題もあ
るが、パトロールによる早期対応や施設の
破損等に伴う最低限の補修は必要である。

3 目標
をやや
下回る

Ａ 高い

河川機能を維持
し、自然災害等か
ら生命や財産を守
るため、点検・維
持補修等を適切に
行う必要がある。

2 継続
（現状
維持）

114

178
二級河川の整
備促進

建設課

・２級河川の整備について促進協議会等を通
じて要望活動を行った。
・整備に伴い、地元区長等の調整を図り、事
業推進に努めた。

・改修促進協議会により、県への要望活動を
実施しており事業の推進が図られている。

・事業主体（県）の事業予算によるところ
が大きいため、地道な要望活動をしたとこ
ろでスピーディーな事業展開になるとは限
らない。

・継続的な粘り強い要望活動の実施
・促進協議会等の組織的な要望と併せ、地
元選出県議員の支援を得た事業採択の推
進。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い
流域周辺の市民の
生命や財産の保全

2 継続
（現状
維持）

114

179
雨水排水路等
の整備

都市計画
課

・計画に上げられている３排水路の整備は実
施していないが、維持補修、修繕工事は適宜
実施した。
また、平成29年度に、宇田排水路詳細設計業
務委託を実施し、船形バイパスの整備にあわ
せ宇田排水路を整備することを決定した。

・周辺地域での冠水被害の解消を図る。

・宇田排水路については、船形バイパスの
整備にあわせ計画をしているが、楠見排水
路、那古下水路については、大規模事業と
の調整に加え、交付金等の財源確保が課題
である。
・宇田排水路の整備は、船形バイパスの用
地取得の進捗により工事着手時期に影響す
る。

・宇田排水路の整備は、国の交付金の交付
決定額にあわせ、事業の進捗を図ってい
く。
・楠見排水路、那古下水路の整備は、宇田
排水路の整備や大規模事業との調整を図り
ながら着手時期を検討する。

3 目標
をやや
下回る

Ａ 高い

・近年の豪雨や台
風により溢水被害
が深刻化してお
り、地元からも整
備要望が提出され
ている。市民の生
命財産、安全安心
にかかわる事業で
あるため早期整備
が必要である。

2 継続
（現状
維持）

114
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180 ◆
域内公共交通
の確保・維持

企画課

・将来にわたり持続可能な公共交通ネット
ワークを確保・維持するためのマスタープラ
ンとなる「館山市地域公共交通網形成計画」
を策定した。
・公共交通利用のメリットなどを市広報に掲
載し、利用促進を図った。
・市内の高校新入生向けに、公共交通利用促
進を呼びかけるチラシを配布した。
・地域公共交通会議を開催（４回）した。
・廃止代替バス等補助金による事業者支援を
行った。
・南房総市と合同で公共交通について考える
協議会「南房総・館山地域公共交通活性化協
議会」を設立し、広域連携により公共交通施
策に取り組む素地を整えた。
・バス事業者により、子ども向けイベント
「Kidsフェス」（２階建てバス乗車体験や路
線バスの展示等、バスに触れ合えるイベン
ト）が開催された。

・館山市地域公共交通網形成計画を策定した
ことで、公共交通をめぐる課題や今後の方向
性、重点施策等を明確化することができた。
・運行費補助により、現行のバス路線の維持
が図れた。
・各種調査実施により、市民の意見や事業者
の課題等をより定量的に把握することができ
た。
・地区住民等との意見交換により、公共交通
に対するニーズ等を聞くことができた。
・バス路線の千倉線においては、白浜千倉線
との統合による安房白浜からの直通化と、そ
れにあわせたダイヤ改正が行われ、新たな利
用者獲得に向けた取組が実現した。

・人口減少や少子高齢化が進む中、買い物
や通院時における交通弱者の足の確保や、
公共交通空白地における移動手段の確保が
大きな課題となっている。
・「利用者の減→赤字の増→減便→利便性
の低下」という負のスパイラルに陥ってお
り、効果的な利用促進策を展開していく必
要がある。
・地域の実情を踏まえ、利用者のニーズに
応じた取組として、市街地における回遊性
の向上や隣接自治体との連携による公共交
通ネットワークの構築が必要である。

・誰もが利用しやすい公共交通ネットワー
ク構築のため、「館山市地域公共交通網形
成計画」に掲げた各施策を着実に実施して
いく。
・市民や行政、交通事業者が連携して公共
交通の現状や将来のビジョンを共有すると
ともに、公共交通の確保・維持を図るた
め、市広報やイベント等を活用した利用促
進に取り組む。
・生活圏が重なる南房総市と合同で「南房
総・館山地域公共交通計画」を策定し、2
市による公共交通ネットワークを構築する
ため、目標や方向性、関係者の役割などを
明確にした計画を策定する。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｓ 最優
先

・誰もが利用しや
すい公共交通ネッ
トワークを構築す
ることは、市民
サービスの向上や
持続可能なまちづ
くりを進める上で
重要な要素である
ため。

8 他事
業に統
合

※新規事業
に統合

116

（企画課）

・自転車が積載可能な「サイクルトレイン」
の設定について、ＪＲ東日本に対して要望し
た。
・H30年度に、誰もが安全で快適に通行できる
交通環境の実現に向け、自転車通行空間の整
備を主な内容とする「館山市自転車ネット
ワーク計画」を策定した。
・令和元年度に、「館山市自転車ネットワー
ク計画」に基づき、太平洋岸自転車道の市道
部分において、矢羽根型路面表示により自転
車通行空間の整備を行った。

・東京2020オリパラに向けて、統一感のある
太平洋岸自転車道の整備のため、市が「館山
市自転車ネットワーク計画」を策定すること
で、国・県・近隣市町と連携のとれた自転車
通行空間の整備が可能となった。

・ロードバイク等の増加に伴い、「館山市
自転車ネットワーク計画」に基づき、サイ
クリスト目線での道路整備など、自転車通
行空間の整備が必要である。
・自転車の利活用は、観光や通勤・通学、
日常生活など、目的や必要とする環境等が
多様であり、それぞれの課題や問題点を整
理し、自転車の利活用による総合的なまち
づくりの方向性を検討する必要がある。

・今後は、国・県・近隣市町と連携し、
「館山市自転車ネットワーク計画」に基づ
き、道路整備など環境整備を行っていく。
・公共交通の利用促進、市民の健康増進、
環境負荷の軽減、交通渋滞の解消等を図る
ため、「サイクル＆ライド」など自転車利
用促進事業の実施に向けた検討を行う。
・自転車活用推進法の施行にともない、国
や県の「自転車活用推進計画」の策定動向
に注視し、市においても、庁内の推進体制
を整えつつ、策定を検討する。

・国においても、
自転車の活用によ
る交通渋滞の緩和
や環境負荷の軽
減、健康増進、観
光振興等を図るこ
とが重要な課題で
あり、「自転車活
用推進法」の施行
により、自転車活
用の重要性が増し
ているため。

（観光みなと課）
・館山観光協会や渚の駅（「なぎちゃり」）
において、ﾚﾝﾀｻｲｸﾙ事業を実施。
・「南房総くるくる車（しゃ）ららん」に加
盟し、ﾚﾝﾀｻｲｸﾙ貸出拠点をﾈｯﾄﾜｰｸ化し、自転車
利用はもとより、バスやタクシーと接続させ
ることで公共交通の利用促進を図った。
・サイクルトレイン「B・B・BASE」の運行に
合わせ、館山駅で観光ＰＲを実施した。
・南房総観光連盟において平成29年度からサ
イクルツーリズム事業を推進(コース設定、モ
ニターツアー、ガイドブック作成、台湾PR等)
した。
・H30年度に自転車通行空間の環境整備とし
て、道路整備方針を内容とする「自転車ﾈｯﾄﾜｰ
ｸ計画」を策定し、Ｒ元年度に太平洋岸自転車
道における市道整備（矢羽根）を実施。
・館山市観光協会において、令和元年12月か
らスポーツタイプのﾚﾝﾀｻｲｸﾙも開始。
・自転車を活用したまちづくりを推進する全
国市町村長の会に加盟
・ＪＲ東日本や千葉県、近隣市町との連携に
よる台湾B・B・BASE貸切サイクリングツアー
の実施。

・レンタサイクル事業の実施により、利便性
の向上が図られたことで。観光客利用者の増
加に繋がった。
・南房総観光連盟におけるサイクルツーリズ
ム事業推進により、南房総サイクルツーリズ
ム協会等自転車関係団体との連携強化及び南
房総サイクリングの国内外への知名度アップ
につながった。
・東京2020オリパラに向けて、太平洋岸自転
車道を整備するという中で、市で「自転車
ネットワーク計画」を策定することで、国・
県・近隣市町と連携のとれた整備が可能とな
る。
・館山市観光協会でスポーツタイプのレンタ
サイクルを開始したことで、客層の幅が広
がった。

・サイクルツーリズム推進に当たり、安房
全域でのレンタサイクル乗捨てシステムの
構築や、軽快車からスポーツタイプまで多
種多様な自転車レンタルなど、自転車利用
者のニーズを満たす対応が求められる。
・ロードバイク等の増加に伴い、市で策定
した「自転車ネットワーク計画」に基づ
き、太平洋岸自転車道における市道整備
（矢羽根等）がされているが、更なる環境
整備が必要である。

千葉県や近隣市町、観光協会、ＪＲ東日本
をはじめとする民間企業やサイクリング関
係団体等と広域連携によりハード・ソフト
の両面からサイクルツーリズムを推進す
る。
・サイクリング環境の整備
・レンタサイクルの充実
・関係団体と連携したサイクルツーリズム
の情報発信・ＰＲ及びツアー誘致

・国においても、
自転車の活用によ
る交通渋滞の緩
和、環境負荷の軽
減、健康増進、観
光振興等を図るこ
とが重要な課題で
あることに鑑み
「自転車活用推進
法」を施行するな
ど自転車活用の役
割が大きくなって
いるため。

116

2 おお
むね目
標どお
り

181
自転車利用促
進事業

企画課
観光みな
と課

Ａ 高い
2 継続
（現状
維持）

34
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182
高速バスネッ
トワークの整
備促進

企画課

・高速バスの課題等も含めた意見交換を市と
交通事業者で継続的に開催した。
・高速バスへのWi-fi設備導入が進められ、全
路線・ほぼ全便でWi-fiが利用可能となった。

・便数や車内環境の充実が図られ、館山駅発
着の高速バス利用者は増加傾向にある。しか
しながら、令和元年度は台風災害や新型コロ
ナウィルスの影響による減少が見込まれてい
る。

・観光客等、来訪者の利用促進。地方発は
高速バスが定着しているが、大都市住民に
おいては、館山までの高速バス網の充実が
知られていない。
・高速バスを活用した通勤・通学需要の更
なる取り込みによる人口流出の抑制。
・アクアラインの渋滞による遅延対策。
（特に土曜、休日の夕方）
・下道走行区間の路線バス化に向けた検
討。（現状は大都市方面は乗車のみ、館山
方面は降車のみとなっているものを、路線
バスのように乗降可能とする取組）

・運行事業者とともに、観光客等の利用促
進を図り、大都市→地方への需要喚起によ
り、交流人口の拡大に取り組む。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｂ それ
ほど高
くない

・高速バスについ
ては、事業者によ
り拡充・サービス
向上が図られてい
るため。

8 他事
業に統
合

※新規事業
に統合

116

183
高速道路等通
行料金割引制
度の拡大

企画課

・都市部に向けた観光プロモーションによ
り、アクアラインを使用することで、東京か
ら80分の近さをＰＲするなど、観光客等のア
クアライン利用の促進を図った。

・東京湾アクアライン通行料金は、2013
（H25）年度末以降も今後10年間を目安に割引
が実施されている。

・高速道路通行料金割引制度の恒久化

・高速道路等通行料金割引制度恒久化の促
進に向け、必要に応じて要望活動を継続す
る。
・都市部に向けた観光プロモーションによ
り、観光客等のアクアライン利用の促進を
図る。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｂ それ
ほど高
くない

・アクアライン通
行料金の割引につ
いては、当面の間
継続することと
なっているため。

8 他事
業に統
合

※新規事業
に統合

116

184
鉄道の維持と
利便性の向上

企画課

・広報やＨＰ掲載による利用促進を図った。
・庁内において、千葉出張時や飲み会参加時
には鉄道を含めた公共交通を利用するよう啓
発を行った。
・ダイヤ改正や施設整備など、ＪＲ東日本に
対する要望活動を実施した。
・令和元年１１月９日に、「館山駅開業１０
０周年フェスタ」を開催し、多くの来場者を
集めた。
・令和元年１１月９日から、駅の発車メロ
ディーをX JAPANの「Forever Love」に変更し
た。

・H30年１月に運行が開始された自転車積載列
車「B・B・BASE」により、サイクルツーリズ
ムにおける交流人口の拡大と鉄道の利用促進
が図られている。
・利便性の向上や観光面での取組などについ
て、要望活動を継続して実施しているもの
の、利用者減に歯止めがかからず、ほとんど
の要望内容は実現できていない状況である。
・館山駅開業１００周年イベントを官民一体
で実施し、駅や鉄道に目を向けてもらうきっ
かけを作ることができた。
・発車メロディーを館山市にゆかりのあるX
JAPANの曲に変更することで、ファンの来訪や
市民への周知など、話題づくりを行うことが
できた。

・人口減少や高速バスの普及などにより鉄
道利用者が減少する中、鉄道の役割や機能
を今一度見直し、利用促進につなげる必要
がある。
・沿線市町や住民の要望が確実に鉄道事業
者に届くような仕組みの構築。
・私学のスクールバス導入等の影響による
高校生の利用減少食い止め策の検討。
・最も利用の多い高校生の利用環境改善。
・快速列車の運行区間の延伸など、ダイヤ
改正による利便性向上。
・観光や高齢者ニーズを踏まえた駅を中心
とした快適な待合空間の整備、賑わいや交
流機会の創出。

・引き続き、沿線自治体と連携し、ダイヤ
改正や施設整備など、ＪＲ東日本に対する
要望活動を実施する。
・館山駅開業１００周年フェスタのような
駅の賑わい創出を引き続きJRと連携して取
り組み、住民に対し鉄道の魅力を伝えると
ともに、利用に関する意識改革に努めてい
く。
・那古船形駅が無人化されたことに伴い、
歴史ある駅舎の活用によるまちづくりをＪ
Ｒ、行政、市民で推進していく。
・交通事業者・住民・市が公共交通の現状
や将来ビジョンを共有し、地域一丸となっ
て公共交通の利用促進・維持に取り組む。

3 目標
をやや
下回る

Ａ 高い

・様々な施策を展
開しているもの
の、JR内房線（君
津以南）の利用者
数は減少の一途を
たどっており、抜
本的な対策が求め
られているため。

8 他事
業に統
合

※新規事業
に統合

116

185
森林・里山保
全整備事業

農水産課

・松くい虫による被害の蔓延防止のための薬
剤防除や伐倒駆除の実施。
・森林・山村多面的機能発揮対策交付金を活
用した森林整備を行った。

・松くい虫による被害の拡大の防止。
・森林の間伐や下刈り等の森林整備の促進。

・例年、松くい虫による被害が発生してい
る。
・森林を支える集落の過疎化や森林所有者
の高齢化が進んでいる。

・松くい虫の発生に関する情報などを基に
薬剤駆除を実施し、被害の減少に努める。
・地域住民等による活動組織が実施する森
林の保全管理活動などの取組を促進する。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

松くい虫の発生を
防止し、森林の保
護に努めるととも
に、森林の多面的
機能を保全するた
めの事業の推進が
必要である。

2 継続
（現状
維持）

120

186
自然環境保全
活動団体支援
事業

環境課

・支援団体数
　H28：4団体
　H29：3団体
　H30：2団体
　R1：2団体

・調査研究の拡大などを後押しすることがで
きた。

・市と団体との連携などに発展させること
が可能な事業への補助。

・補助事業に関する情報の掲載や市との連
携強化の検討

2 おお
むね目
標どお
り

Ｂ それ
ほど高
くない

継続的に自然環境
の保全に対する取
組に支援すること
で、活動の活性化
を図る。

2 継続
（現状
維持）

120

187
自然環境保全
対策事業

環境課
・無断埋立、不法投棄の摘発及びその後の改
善までの巡回監視

・無断埋立ての可能性のある現場の監視
　　H28:10件 H29:15件 H30:7件 R1:2件
・不法投棄等の発見・監視
　　H28:41件 H29:51件 H30:52件 R1:32件

・法令対象外や管轄外、他機関との調整の
必要などにより、発見後の迅速な対応が困
難な事案がある

・関係機関との連携を強化し、事案の発
見、即対応が可能な体制にする

2 おお
むね目
標どお
り

Ｂ それ
ほど高
くない

自然環境の保全を
図るため、監視・
指導を継続して取
り組んでいく必要
がある。

2 継続
（現状
維持）

120

188
埋立事業者へ
の指導・監督
強化

環境課
・埋立に関する相談対応、埋立てと思われる
現場での声掛けなど

・無断埋立ての可能性のある現場の監視
　　H28:10件 H29:15件 H30:7件 R1:2件

・規制対象外の物での埋め立てが増加して
おり、それらに対する規制の必要性の検
討。

・規制対象外となっているものへの対応を
検討
・千葉県の条例改正の動向確認

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

土壌汚染や災害発
生の未然防止に努
めるため、残土条
例に基づく監視・
指導を継続して取
り組んでいく必要
がある。

2 継続
（現状
維持）

120

35
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189
公害防止対策
事業

環境課

・主な苦情通報数
　H28：135件
　H29：154件
　H30：185件
　R1：160件

H28：135件、H29：154件、H30：185件、R1：
160件について行政指導などの援助を行った。
R1の案件のうち27％（46件）について「解
決」又は「一部解決」に結びついた。

・過疎、高齢化による、耕作放棄地や空
地、空家が増加し、環境課のみでの対応が
困難な事案が増加している

・関係機関との調整、共同対応により最善
策を模索していく

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

公害の発生を防止
するため、継続し
て取り組んでいく
必要がある。

2 継続
（現状
維持）

120

190
水質・土壌・
大気監視事業

環境課

・地下水、浸出水、河川の水質検査を実施。
令和元年度現在の実施箇所数は20地点
・大規模埋立地において毎月、空間線量測定
を実施

・一部の地下水で基準値超過をしているが、
大きな水質汚染案件がないことを確認。
・空間線量においても、基準値を大きく下
回っており、汚染土壌の搬入がないことを確
認。

・データーが少なく，環境基準が定まって
いない検査項目の数値結果について、それ
が異常か正常かの判断ができない。

・基準値超過している事案については、継
続的な監視と大規模汚染に備えた準備を、
基準が未確定なものについては、検査項目
の再検討又は市独自基準の導入を検討する

2 おお
むね目
標どお
り

Ｂ それ
ほど高
くない

市民の健康を守
り、快適な生活環
境を保全するた
め、河川等の水質
を調査し、汚染の
有無等の監視を継
続していく必要が
ある。

2 継続
（現状
維持）

120

191
不法投棄防止
対策事業

環境課

・環境等対策参与によるパトロール
・防犯カメラの設置（平成28年度に社会安全
課で設置）
・広報紙により「ごみの不法投棄（罰則
等）」の防止等に関し周知

・市全域にわたる定期的なパトロールによ
り、現場における状況把握、情報収集等の迅
速かつ機動的な対応が可能となっている。

・不法投棄により回収した廃棄物の処理等
・夏の海水浴場開設期間中に設置するごみ
かごへの不適切搬出及びその周辺への不法
投棄（観光みなと課）

・引き続き、環境等対策参与よるパトロー
ル等を実施する。
・不法投棄に関する情報（空地の管理、罰
金等）を広報紙で周知する。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｂ それ
ほど高
くない

地域の環境美化の
促進を図り、清潔
で美しいまちづく
りを推進するに
は、継続して取り
組んでいく必要が
ある。

2 継続
（現状
維持）

120

192
景観計画の策
定

都市計画
課

・令和元年11月１日に景観計画、景観条例を
施行した。

・策定作業は予定どおり進められた。
・景観計画を幅広く周知する必要がある。
・重点地区候補地区について重点地区への
移行を検討する必要がある。

・景観セミナーの開催により景観計画の周
知を図る。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・景観行政団体と
して、良好な景観
の保全・育成を図
る必要があるた
め。

4 完了 120

193 ◆
広域ごみ処理
施設の整備促
進

環境課

・①館山市のごみ処理広域化事業からの離脱
に伴い、平成29年10月、安房広域規約を変更
した。（ごみ処理広域化事業からの館山市除
外）
・②鴨川市、南房総市及び鋸南町による木更
津市、君津市、富津市及び袖ケ浦市とのごみ
処理に関する事業連携に伴い、平成31年1月、
安房広域規約を変更した。（2市1町によるご
み処理広域化事業の削除）

・左記①の安房広域規約の変更に伴い、規約
変更後からは、ごみ処理広域化推進費は、負
担しない。
・ごみ処理広域化事業からの離脱により、館
山市は単独で、ごみ処理の効率化及びごみ処
理施設の老朽化に対応し、廃棄物処理事業を
推進していく。

・ごみ処理広域化事業からの離脱が正式に
整い、館山市清掃センターの長寿命化を推
進する。（環境センター）

・本事業は終了。
・館山市清掃センターの長寿命化対策（環
境センター）

2 おお
むね目
標どお
り

Ｃ 低い

館山市は、ごみ処
理広域化事業から
撤退し、市単独で
ごみ処理を行うこ
ととしたため、館
山市清掃センター
の長寿命化対策
（環境センター）
を推進することと
なった。

6 廃止 122

194
粗大ごみ処理
施設運営事業

環境セン
ター

・綿密な日常点検、適正な運転管理を実施
し、確実な廃棄物処理を行った。

・機器トラブルによる搬入停止がなかった。
・施設の老朽化により、設備などの故障の
増加が予想される。

・機器トラブルによる搬入停止にならない
よう、綿密な日常点検、メンテナンス、適
正な運転管理を実施し、確実な粗大ごみの
処理を行う。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｂ それ
ほど高
くない

・安房広域市町村
圏事務組合から施
設譲渡の協議の申
し入れがされてい
る。施設の維持管
理費の増加が見込
まれる。

1 継続
（拡
充）

122

195
最終処分場運
営事業

環境セン
ター

・綿密な日常点検、適正な運転管理を実施
し、確実な水処理を行った。
・焼却灰処理を民間業者に委託し、最終処分
場の延命化を図った。

・水処理については、適正な運転管理を実施
し、基準値内で放流した。

・施設の老朽化による修繕費や作業用重機
の更新費などの増が予想される。

・綿密な日常点検、適正な施設管理を実施
し、確実な水処理を行う。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｂ それ
ほど高
くない

・水処理、焼却灰
の管理は、ごみ処
理施設が存続する
限り継続する必要
がある。

2 継続
（現状
維持）

122

196
清掃センター
運営事業

環境セン
ター

・綿密な日常点検、適正な運転管理を実施
し、確実な廃棄物処理を行った。

・機器トラブルによる搬入停止がなかった。

・ごみ処理広域化計画からの離脱により、
今後、既存施設の大規模改修が必要にな
る。
・大規模改修が完了するまでは修繕費など
の増が予想される。

・機器トラブルによる搬入停止にならない
よう、綿密な日常点検、メンテナンス、適
正な運転管理を実施し、確実な可燃ごみの
処理を行う。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・循環型社会形成
推進交付金事業に
より、令和３～５
年度に、大規模改
修工事を予定して
いる。最優先で事
業推進する。

1 継続
（拡
充）

122
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197
衛生センター
運営事業

環境セン
ター

・綿密な日常点検、適正な運転管理を実施
し、確実な廃棄物処理を行った。

・機器トラブルによる搬入停止がなかった。
・施設の老朽化により、修繕費などの増が
予想される。

・機器トラブルによる搬入停止にならない
よう、綿密な日常点検、メンテナンス、適
正な運転管理を実施し、確実なし尿・浄化
槽汚泥の処理を行う。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・施設の老朽化が
進み、設備の故障
や不具合の発生が
増加している。修
繕や機器更新等が
必要である。

1 継続
（拡
充）

122

198
県内水道の統
合・広域化の
推進

環境課

・南房総地域での「南房総地域末端給水事業
統合研究会」及び作業部会を設立し、平成27
～28年度にかけて行った「南房総地域の水道
広域化に係る基礎調査」を基に，平成29年度
に「南房総地域広域化基本構想」を策定し
た。
・平成30年度に覚書を作成した。
・研究会：13回，作業部会：13回実施

・広域化に向けた基本方針や目標設定を行う
「南房総地域広域化基本構想」を策定し，構
成団体で同意した。

・南房総地域広域化基本構想に定められた
スケジュールに沿って，今後，統合・広域
化を進めていんでいくこと。

・平成30年度に作成した覚書について，関
係市町の合意形成に努め，早期締結を目指
す。
・これと並行して平成31年度から、（仮
称）統合協議会の設置、広域化基本計画
（案）の作成，同意及び基本協定の締結を
進める。
・平成36年度に新事業体（統合事業体）の
認可申請予定

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

安全で良質な水の
安定供給を確保す
るため、千葉県及
び関係市町村と協
力し、統合・広域
化を進めていく必
要がある。

2 継続
（現状
維持）

122

199
合併浄化槽普
及事業

下水道課

・単独処理浄化槽を撤去して合併処理浄化槽
を設置する者、またはくみ取り便槽を撤去し
て合併処理浄化槽を設置する者に、20万円を
補助

・H28年度：９基設置
・H29年度：８基設置
・H30年度：12基設置
・R１年度：５基設置
　累計：34基の設置

・リフォーム補助金の廃止に伴い，浄化槽
転換とトイレ改修の併用が出来なくなった
ことにより，工事需要が減少した。
・近隣市と比較し，補助金の交付額が低い
ため，見直しが必要である。

・左記の課題の改善
・平成31年度より、補助金額を3万円増額
し、限度額を20万円とした。令和２年度も
引き続き限度額20万円とし，補助金を交
付。

3 目標
をやや
下回る

Ｂ それ
ほど高
くない

・引き続き、合併
処理浄化槽への転
換事業を推進し、
生活排水の改善を
図る必要があるた
め。

2 継続
（現状
維持）

123

200
公共下水道館
山処理区第２
期整備事業

下水道課
・汚水幹線及び枝線管渠の整備
・事業計画期間延伸及び区域拡大

（H28-R1）
・整備面積： 6.6ha
・汚水幹線： 100ｍ
・汚水枝線：1907ｍ

・第２期認可面積209.0haに対し整備面積
は208.6ha、整備率99.8％
・初期投資に起因し、地方債の償還額が
ピークを迎えており、市財政への負担が大
きくなっている。

・市財政への負担が大きくなっていること
から、今後の整備について下水道事業審議
会に諮り、「当分の間休止する」ことが妥
当との答申を得た。
・整備の再開については、下水道会計の健
全化を考慮し、市の財政状況や地域の意向
等を踏まえ、検討していく。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｃ 低い
・当分の間休止の
ため。

8 他事
業に統
合

（№201）
公共下水道
への接続率
向上

123

201
公共下水道へ
の接続率向上

下水道課
・下水道接続依頼の戸別訪問
・水洗便所改造資金補助

・公共下水道接続率
　79.7%（4,385人/供用人口5,500人(R2.4.1現
在)）
・水洗便所改造資金補助実績
　H28：18件
　H29：19件
  H30：11件
　R１：12件

・市から未接続者への働きかけは行ってい
るが、限度があるため、指定工事店等を巻
き込んだ働きかけが必要である。

・接続率の向上のため、未接続者への働き
かけを幅広く取り組む。
・未接続理由を個別に分析し、計画的に訪
問、接続推奨する。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｂ それ
ほど高
くない

・下水道の維持管
理の財源において
下水道収入が主と
なることから、下
水道接続率を上げ
て、使用料収入を
増加させる必要が
あるため。

2 継続
（現状
維持）

123

202
公共下水道終
末処理場維持
管理事業

下水道課

・処理場の維持管理
・設備のオーバーホール
・機械や備品の修繕
・防災設備等の保守点検
・水質検査
・汚泥の処分
・長寿命化対策工事
・ストックマネジメント計画策定及び実施設
計

・適正な水質管理
・処理場の供用開始から20年が経過したこ
とから，維持管理（修繕等）に係る経費が
増加していく。

・計画的な修繕計画の策定及び改修を行
う。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｂ それ
ほど高
くない

・ストックマネジ
メント計画に基づ
き、継続的に改
築・更新を行い、
適正な水質管理に
努める必要がある
ため。

2 継続
（現状
維持）

123

203
下水道事業特
別会計への繰
出事務

下水道課
・下水道事業特別会計（令和2年度から下水道
事業会計へ移行）の運営を維持するための一
般会計からの繰出

・一般会計からの繰出しにより下水道事業特
別会計の健全化が図られた。

・下水道事業特別会計（令和2年度から下
水道事業会計へ移行）の運営を維持するた
めには、必要不可欠である。

・繰出金への過度な依存にならないよう、
下水道事業の経営健全化を進める。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｂ それ
ほど高
くない

・下水道特別会計
（令和2年度から下
水道事業会計へ移
行）の運営維持す
るため、必要不可
欠である。

8 他事
業に統
合

（№201）
公共下水道
への接続率
向上

123

37



第４次館山市総合計画「前期基本計画」政策評価シート　２次評価結果

令和元年度末までの事業の実施状況 事業の効果及び発現要因
2次評価
方向性

統合先の
計画事業

計画書
ページ

№
【優先度】の理由今後の事業展開・改善策など

2次評価
達成度

2次評価
優先度

課　　題

重点
プラ
ン

該当

計画事業名
担当課

(R2回答課)
事業
№

資料５－３

204
ごみ減量化・
再資源化事業

環境課

・分別の徹底をはじめとするごみの減量化等
に関し広報紙等で周知した。
・生ごみの削減等のため、水分を十分に切る
ことの周知や「30・15運動」を推進した。

・平成26年度から平成30年度まで、ごみの分
別意識の向上、ごみ搬出場所の改善に努めた
結果、ごみ排出量は減少していた。
・令和元年度ついては、台風15号被害に伴
い、災害廃棄物が膨大に発生したことによ
り、可燃ごみは大幅に増加した。
・令和元年の台風被災という特殊要因を除け
ば、ごみ排出量は減少傾向にあったといえ
る。

・さらなる分別の徹底
・ごみ搬出場所への不適正搬出

・広報紙等による周知を継続し、環境意識
の醸成を図るとともに、分別の推進による
ごみの減量化と再資源化に取り組む。

3 目標
をやや
下回る

Ａ 高い

館山市は、ごみ処
理広域化事業から
撤退し、館山市清
掃センターを大規
模改修してごみ処
理を行うこととし
たことも踏まえ、
排出者の理解と協
力により、ごみの
減量化・再資源化
に継続して取り組
んでいく必要があ
る。

2 継続
（現状
維持）

125

205
環境美化推進
事業

環境課

・環境美化に関するポスターの募集及び展示
等を行った。
・春、秋のごみゼロ週間による市内の清掃活
動等を実施した。

・環境美化ポスター募集と展示等により、環
境教育につながった。
・市民、民間事業者、各種団体等による清掃
活動のほか、個人による自主的な取組も行わ
れ、他のボランティア活動とあわせ、地域の
環境美化につながった。

・清掃活動により回収された処理困難物の
処理等

・ごみゼロ週間における各地区等による清
掃活動は、市全域にわたり定着している。
・不法投棄の防止には、市民が環境美化・
保全に関心を持つことが最大の抑止力にな
るため、今後も実施する。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｂ それ
ほど高
くない

地域の環境美化の
促進を図り、清潔
で美しいまちづく
りを推進するに
は、市民・事業者
などが一体となっ
て取り組む必要が
ある。

2 継続
（現状
維持）

125

206
地球温暖化対
策事業

環境課
・住宅用省エネルギー設備：5種への補助金の
交付を実施。

・補助金の実績
　H28　件数：49件　補助額：3,252千円
　H29　件数：19件　補助額：1,841千円
　H30　件数：19件　補助額：2,060千円
　R1 　件数：21件　補助額：2,544千円
千葉県の要綱改正によりH29年度から新築住宅
への太陽光発電設備の設置が補助対象外と
なったため，交付件数が減少している。

・一般市民に対し，補助金交付以外の対策
や啓発

・省エネルギー設備の推進については、
国、県の動向をよく把握し、利用可能なも
のは積極的に活用する。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

地球温暖化対策を
推進するため、補
助金事業及び啓発
活動を継続して取
り組んでいく必要
がある。

2 継続
（現状
維持）

125

207
地域防災力強
化事業

社会安全
課

・合同防災訓練
・各地区訓練講座
・シェイクアウト
・防災士養成講座

・住民の防災意識の向上（自助）と災害時に
地域防災活動の中心となる自主防災組織（共
助・近助）の機能強化、さらには自助・共
助・公助の連携を図ることができた。

・訓練不参加者の参加意識の醸成
・各家庭における自助の取組
・災害に応じた避難体制の確認
・自主防災未組織町内会の組織化

・合同防災訓練により、自ら考え自ら行動
できるよう促すとともに、自主的に防災活
動及びその準備ができるよう、防災リー
ダーの育成と各自主防災会の活性化を図
る。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｓ 最優
先

・防災訓練などを
通じて、住民の防
災意識の向上や自
主防災組織の機能
強化を図る必要が
ある。

2 継続
（現状
維持）

130

（社会安全課）

・備蓄食料の購入
・非常用発電機燃料の備蓄
・各種災害協定の見直し

・地震、津波、土砂災害などの自然災害に備
えた災害対応力を強化
・備蓄食糧や各種資機材等の備えを計画的に
進めた。

・地域防災計画の見直しの遅延
・避難所運営マニュアルの見直し
・業務継続計画の見直し

・自然災害に備えた災害対応力の強化が重
要であることから、各種計画マニュアルの
早期策定と見直し作業を行う。
・感染症防止対策を講じた上での避難所運
営の充実を図る。

2 おお
むね目
標どお
り

・備蓄食糧などの
整備は継続的に必
要なものである。
併せて、地域防災
計画などの見直し
を引き続き行う必
要がある。

（総務課）

・非常時に、災害対応業務を行いながら、業
務の優先度により市民サービスの提供を行う
ことを目的に、平成25年３月に「業務継続計
画」を策定。
・令和元年房総半島台風などの災害事例等を
踏まえた、より実効性の高い、具体的な行動
計画として見直しが必要であり、必要な情報
整理に努めた。

・令和元年房総半島台風等を踏まえた情報整
理の段階であり、具体的な行動計画の策定に
は至っていない。

・地震や津波など大規模災害に加え、長期
間の停電の発生を想定したうえで、業務の
継続を確保するためには、非常用電源の確
保や他団体からの応援職員の受入など、更
なる検討が必要である。

「業務継続計画」の見直しを行うため、次
の点について整理を進める。
・職員の参集体制に関すること
・非常時優先業務の選定及び執務体制に関
すること
・重要データの保全に関すること
・非常用電源及び燃料の確保
・受援体制の整備

3 目標
をやや
下回る

・市は、災害対応
の主体として重要
な役割を担うこと
から、人やモノ、
情報等の資源に制
約を受けた場合で
も、優先的に実施
すべき業務を的確
に行うために「業
務継続計画」の見
直しが重要とな
る。

130
Ｓ 最優
先

2 継続
（現状
維持）

208
災害対応力強
化事業

社会安全
課
総務課
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209
災害情報伝達
手段の整備

社会安全
課

・安全安心メールや安全安心テレフォン、防
災ラジオの普及促進

・災害発生時の被害を最小限に抑えるため、
迅速かつ的確な情報伝達手段の確保が図られ
た。
・災害情報の確実な伝達を確認した。

・防災行政無線の完全デジタル化を見据
え、デジタル戸別受信機導入の検討

・防災行政無線については、完全デジタル
化となるが、通常のメンテナンスを適宜
行っていく。
・安全安心メールや防災ラジオの更なる有
効活用に努める。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｓ 最優
先

・災害発生時の被
害を最小限に抑え
るために、防災行
政無線などの情報
伝達手段の整備は
必要である。ま
た、難聴地域の対
策として、戸別受
信機導入の検討を
行う必要がある。

2 継続
（現状
維持）

130

210 ◆
津波防災まち
づくり事業

社会安全
課
建設課
観光みな
と課

・津波災害から安全かつ確実に避難できるよ
う、あらゆる津波被害想定のもと、住民の津
波行動の実態を検証したうえで、津波避難計
画を策定した。（H30.2）
・千葉県が東京湾沿岸海岸保全基本計画に基
づく事業を実施するに当たり、地域の意見を
聞く「海岸づくり会議」に向け、各種調整を
図ることができた。また、千葉県に津波対策
事業としての海岸保全施設の整備に係る要望
書を提出し、回答を得た。
・“渚の駅”たてやまにおいて、敷地内の商
業施設等運営者と合同で防災訓練及び地震発
生時の避難誘導訓練を実施した。

・「海岸づくり会議」に向けた、県と市の事
務の調整を図ることができた。
・防災訓練を通じて、災害時の対応の共通認
識を得ることができた。

・津波災害から安全かつ確実に避難できる
よう、あらゆる津波被害想定のもと、住民
の津波行動の実態を検証したうえで、津波
避難計画を策定（改訂）していく必要があ
る。
・「海岸づくり会議」に向け、館山湾が広
域なため、会議の開催方法など検討する必
要がある。
・県の事業予定では館山市の実施時期が、
まだまだ先である。
・“渚の駅”たてやまでの防災訓練につい
ては、継続した定期的な実施が必要であ
る。

・津波による被害想定を踏まえ、自主防災
会や防災士を通じた津波避難計画の策定及
びハザードマップの修正を行う。
・「海岸づくり会議」の開催時期などにつ
いて、関係機関等と調整を図っていく。
・“渚の駅”たてやまにおいて、毎年度２
回の防災訓練を実施する。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・津波災害から安
全かつ確実に避難
できるよう、今後
も、津波避難計画
を改訂していく必
要がある。
・地域住民の生命
や財産の保護

2 継続
（現状
維持）

130

211
消防団拠点施
設の整備

社会安全
課

＜H28年度＞
・第４分団第10部詰所の建替え
＜H29年度＞
・第１分団第２部詰所建築工事設計業務委託
・第３分団第７部旧詰所解体撤去
・第８分団第20部旧詰所解体撤去
＜H30年度＞
・第１分団第２部詰所の建築
＜R元年度＞
・予定していた津波浸水想定区域内にある第
７分団第14部詰所の新築移転について、移転
候補地の一部地権者の同意が得られなかった
ため、事業先送りとした。

＜H28年度＞
・災害時の拠点施設として耐震性を高めるな
ど、市民の一時避難場所としても使えるよう
考慮した。
・団員の意見を取り入れ、効率的な団活動と
団員の居住環境の向上を図った。
＜H29年度＞
・新詰所については、団員の意見を取り入
れ、効率的な団活動と団員の居住環境の向上
を図った。
・旧詰所については、活用されないまま老朽
化進行していたため、解体した。
＜H30年度＞
・津波浸水想定区域内にあった詰所を高台移
転し、災害時の活動拠点施設としての安全性
及び団員の安全性を確保した。
・新詰所は耐震性を高めるとともに周辺公共
施設イベント時にトイレ開放できる構造とし
た。
＜R元年度＞
・事業実施を先送り。

・津波対策として高台への詰所の移転や老
朽化した詰所の建替えが必要。
・詰所建替えに伴う移転については、担当
分団に依頼し、地元区に候補地を拠出ただ
いているが、適当な区有地や借地が見つか
らず建替えできない場合がある。

・津波対策で高台移転の必要な詰所（１
棟）及び旧建築基準により建築された昭和
56年以前の詰所（４棟）は順次建て替えを
進められるよう努めていく。
・令和２年度は、第８分団第19部詰所（築
43年）の建替えを予定。

3 目標
をやや
下回る

Ａ 高い

・令和元年の台風
災害において消防
団活動の重要性が
再認識されたが、
老朽化した詰所の
多くが被災したこ
とから、消防団の
継続的活動を維持
するため詰所の建
替え優先度は高
い。
・津波浸水想定区
域内にある詰所１
棟の新築移転は最
優先事項であり、
移転用地が決まり
次第事業化を予
定。

2 継続
（現状
維持）

132

212
消防ポンプ自
動車整備事業

社会安全
課

＜H28年度＞
・消防ポンプ自動車（第７分団第16部）の更
新
＜H29年度＞
・車両の購入なし
＜H30年度＞
・小型動力ポンプ積載車２台を購入（軽自動
車：第７分団第18部、普通車：第９分団第25
部）
＜R元年度＞
・消防ポンプ自動車（第４分団第９部）の更
新

＜H28年度＞
・各種最新装備により、迅速な消火活動と運
転の安全性が向上した。
＜H30年度＞
・老朽化の著しい消防ポンプ車２台を可搬ポ
ンプ積載車に更新、内１台は軽自動車ベース
とし、２台合わせた購入費は従来の１台分よ
り安価とした。ポンプメンテナンスが容易な
ほか、小型の車体により狭隘地域での効果的
な団活動が期待できる。
<R元年度＞
・各種最新装備により、迅速な消火活動と運
転の安全性が向上した。

・従来15年程度であった車両更新サイクル
が、現在は18年を超えている。20年を超え
る車両もあり、老朽化による不具合も発
生。有事に備え、順次更新が必要。

・消防車両は火災時に最も重要な装備であ
り、18～20年サイクルで順次更新できるよ
う努めていく。
・令和２年度は、第１分団第３部車両（20
年経過）の更新を予定。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・消防車両は火災
を始め災害時の活
動において最も重
要な装備であり、
老朽化した消防車
両の更新の優先度
は高い。
・20年前の車両な
どは基本装備や安
全装備が乏しく、
団員の安全性向上
のためにも優先度
は高い。

2 継続
（現状
維持）

132

39
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213
消防水利の整
備

社会安全
課

＜H28年度＞
・防火水槽新設１基（竹原地区、繰越事
業）・蓋掛３基（下真倉・大神宮・国分、繰
越事業）
＜H29年度＞
・防火水槽新設２基（古茂口地区，山本地
区）
＜H30年度＞
・防火水槽新設１基（沼地区）・蓋掛１基
（那古）
＜R元年度＞
・予定していた事業は取り止め。

・消防水槽の新設は、消防水利が乏しい地区
での円滑な消火活動に繋がる。
・新設と蓋掛ともに耐震化を行ったためめ、
大規模地震時の有効な消防水利として期待で
きる。
・R元年度に予定していた防火水槽新設１基
（正木）と蓋掛１基（大戸）は、９月の台風
災害により事業を取り止めた。

・市内には消防水利の不足する地域が多々
あり、上水道が無かったり管径が小さいな
ど、消火栓が設置できない地域も多い。災
害時にも活用できる防火水槽の新設は今後
も必要となる。
・防火水槽の蓋掛は、通学路沿いや公園・
広場近くなど、転落防止の観点から整備し
てきた。消防団員が減少傾向にある中、既
設防火水槽の清掃等に多大な労力が掛かる
ほか、汚泥処理も困難になってきているこ
とから、今後、全ての防火水槽の蓋掛が望
まれる。

・防火水槽は、火災や大規模災害時に効果
的な施設であり、今後も順次整備できるよ
う努めていく。
・蓋掛工事おいては、より安価な工法を模
索し、順次蓋掛工事を行えるよう努めてい
く。

3 目標
をやや
下回る

Ａ 高い

・防火水槽の新設
は、消防水利の乏
しい地区からの要
望により整備して
いることから、必
要性の高い事業で
ある。
・防火水槽の蓋掛
は、転落防止や維
持労力の軽減から
必要である。

2 継続
（現状
維持）

132

214
消防団員の確
保と待遇改善

社会安全
課

・市広報・Twitter・Facebookによる消防団活
動の紹介及び団員募集
・コミュニティビジョンでのＰＲを実施
・女性消防部による活動説明会を実施
・団員報酬の見直し

・市民への消防団活動の理解を深めた。
・女性団員の増加につながった。

・団員の減少は地域防災力を維持するため
に喫緊の課題である。新入団員を増やすた
めに効果的な消防団のＰＲ方法や地域での
入団推薦など、入団促進策を検討すること
が必要。

・引き続き、消防団員を増やすための取組
を進める。
・費用弁償の見直し
・団員の雇用主への団活動協力依頼

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・消防団活動の重
要性が高まる中、
団員数は、女性団
員は増えている
が、消防団全体と
しては減少傾向に
あり、引き続き、
団員の確保施策を
実施すべき。

2 継続
（現状
維持）

132

215

消防団員の育
成及び市民の
防火意識の高
揚

社会安全
課

・団員の消防学校での訓練
・活動服等の被服貸与
・安全装備品の個人配備（手袋・雨合羽・防
火靴）
・耐火性防火服の配備
・火災予防運動の実施

・消防団員に必要な処遇を行うとともに、団
活動に必要な知識や技術を習得させること
で、意識の高い効果的な団活動の強化を図っ
た。

・団員数が減少しており、団員１人に掛か
る負担が増加している。そうした中、団活
動中の安全管理が重要となり、機械器具の
取扱いや災害現場での安全確保が必要。

・安全管理の徹底
・消防団の活動内容の見直し

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・効率的で効果的
な消防団活動を行
えるよう引き続き
団員の消防防災に
関する知識や技術
の向上を図る。ま
た、安全対策とし
て安全装備品の配
備・更新が必要。
・一件でも火災を
減らすため、市民
の防火意識の高揚
を図る。

2 継続
（現状
維持）

132

216
消防・救急体
制の充実

社会安全
課

・安房郡市広域市町村圏事務組合に対する常
備消防費を負担

・常備消防業務や救急業務の充実強化が図ら
れている。

・構成市としての意向や要望の反映
・構成市町と連携し、常備消防や救急業務
の充実強化のための働きかけを行ってい
く。

3 目標
をやや
下回る

Ａ 高い

・近年の気象状況
から自然災害は増
加・激甚化の傾向
にあり、また、高
齢化が進むことか
ら、今後更に消
防・救急体制の充
実が望まれる。

2 継続
（現状
維持）

132

217
交通安全対策
の推進

社会安全
課

・道路標識等の道路附属物の点検を実施し、
修繕計画に基づき修繕を実施
・町内会等のからの要望により、交通事故防
止のためカーブミラーやガードレール等を設
置・修繕
・交通指導員による通学路の見守り活動の実
施

・事業実施により、交通事故危険個所の除去
を図った。

・道路構造等の理由により、道路附属物の
設置が難しい箇所の対応。
・高齢者が関連する事故の防止

・地元町内会や警察等、地域が一体となっ
て連携し、道路附属物等の設置を推進す
る。
・高齢者の自動車運転免許返納対策の周知
強化

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・交通安全対策を
推進するには、交
通安全施設等の整
備と高齢者の交通
事故防止が重要か
つ注目されている
ため。

2 継続
（現状
維持）

134

218
自転車駐車場
維持事業

社会安全
課

・館山駅周辺の駐輪場の整理を行うととも
に、自転車利用マナーの啓発を行った。
・駅周辺駐輪場（５か所）の放置自転車の撤
去を行った。

・駐輪場の良好な利用環境の確保が図られ
た。

・放置自転車や周辺道路への駐輪等、マ
ナー違反対策の強化

・放置自転車対策の強化
・館山駅前の環境整備に伴う館山駅東口駐
輪場の集約化

2 おお
むね目
標どお
り

Ｂ それ
ほど高
くない

・駅を利用する通
勤者や通学者が多
いため、駅近くの
駐輪場内の維持管
理と環境整備は必
要である。

2 継続
（現状
維持）

134

40
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219
防犯環境整備
事業

社会安全
課

・市が防犯灯器具をリースとして各町内会に
支給することにより、ＬＥＤ化を推進し、各
町内会の負担軽減に繋げた。
・館山市防犯協力会を通じた防犯パトロール
の実施、ＬＥＤ防犯灯設置の支援
・館山駅周辺を中心とした防犯カメラの設置
・市内で発生する行方不明者への対応

・パトロールの実施、防犯灯、防犯カメラの
設置により、犯罪抑止が図られた。
・行政無線や安全安心メールによる情報発信
によって、行方不明者の早期発見に繋がっ
た。

・各町内会が管理する防犯灯の負担軽減

・市が防犯灯器具をリースとして各町内会
に支給することにより、ＬＥＤ化を推進
し、各町内会の負担軽減に繋げている。
・防犯カメラ増設による防犯対策の強化

2 おお
むね目
標どお
り

Ｂ それ
ほど高
くない

・防犯の重要性が
ますます高まる
中、市・市民・警
察などの関係機関
が一体となった防
犯活動の展開が必
要である。

2 継続
（現状
維持）

134

220
安全・安心な
消費生活の確
保

社会安全
課

・消費生活相談員の配置、消費者教育の実施
・消費生活コミュニティリーダーによる「振
込め詐欺」防止活動の実施

・消費生活相談員を常駐させることにより、
犯罪被害防止を図った。

・消費生活相談員の後任育成
・悪質、巧妙化した詐欺への対応
・高齢者を狙った詐欺への対応

・トラブルを未然に防ぐ消費者教育や情報
の周知徹底

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・時代とともに巧
妙化、複雑化する
詐欺や社会状況に
便乗した悪質商法
が発生する中、消
費生活相談及び広
報啓発活動の充実
を図る必要があ
る。

2 継続
（現状
維持）

135

221
広聴体制の充
実

企画課

・「市長への手紙」への回答対応、関係各課
への情報提供、ホームページでの公表
・市政懇談会は、北条地区で毎年開催してお
り、これに加え、H29は、人口減少・少子高齢
化社会における今後の持続可能なまちづくり
施策の参考とするため、市内を４中学校区に
分けて計４回開催した。また、H30は、九重地
区でも開催した。

・「市長への手紙」では、意見を集約し、市
政運営の施策に反映することができた。ま
た、ホームページでの公表により、意見に対
する回答、市政情報を周知した。
　H28：116件、H29：77件、H30：99件、R1：
135件
・市政懇談会では、参加者から市政への提
案・要望、地域が抱える課題等を聴くことが
できた。

・「市長への手紙」では、市政への苦情、
批判的な内容の割合が大きい。
・世代や地域、組織・団体等にとらわれな
い、より効果的な広聴手法の検討

・今年度も引き続き、「市長への手紙」の
実施し、迅速な対応に努めるとともに、市
政懇談会の開催等により、市民の市政への
参画を促進するとともに、より多くの市民
からの意見・提案を市政に反映していきた
い。
・後期基本計画策定に向け、市内４中学校
区で地区別座談会を開催し、計画に反映す
る。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・市民参画、市民
協働のまちづくり
をさらに推進する
ため、広く市民の
声を聴くことはま
すます重要とな
る。

2 継続
（現状
維持）

140

222
まちづくりモ
ニター制度

企画課
・様々あるモニター制度の方法について、調
査・研究を行った。

・研究段階であり、事業の実施に至っていな
い。

・事業の継続性、使用頻度、使用効果等の
更なる検討が必要である。

・引き続き、検討していきたい。

4 目標
をかな
り下回
る

Ｃ 低い

・各事業をブラッ
シュアップさせる
ために有効な手段
であるが、実施せ
ずとも、市民生活
に直接影響が出る
ものではないた
め。

8 他事
業に統
合

（№221）
広聴体制の
充実

140

223
市民と行政に
よる協働事業
の充実

社会安全
課

・ＮＰＯ等の自主的な活動に対し、ホーム
ページを活用した情報提供を行った。
・市民協働条例の制定に向けた検討組織を設
置し、検討委員会を１回行った。
・令和元年度に市民協働事業補助制度を施行
し、市内で活動するボランティアやNPO、町内
会等団体へ市民協働事業補助金（市民協働ま
ちづくり支援事業）を交付し、活動を支援し
た。

・ＮＰＯ等の自主的な活動への側面的な支援
が図れた。
・市民協働条例を制定した。
・市民協働事業補助金交付要綱、市民協働事
業選定実施要領、市民協働事業選定委員会設
置要綱を策定し、施行した。

・ＮＰＯ等の自主的な活動に対し、関係課
及び関係機関と情報共有を密にし、対応を
継続する必要がある。
・市民協働条例及び施策の周知。

・ＮＰＯ等の自主的な活動に対し、関係課
及び関係機関と情報共有を密にし、対応を
継続していく。
・市民協働条例に基づく事業等の推進。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・ＮＰＯ等の活動
については、引き
続き関係課及び関
係機関との情報共
有を図る必要があ
る。
・市民協働事業補
助制度を活用し、
事業を推進する。

2 継続
（現状
維持）

140

224
市民と議会と
の情報交流の
強化

議会事務
局

・老朽化して不具合も生じていた、議場マイ
クシステムを新規に借上げた。
・年間定期的に４回の市議会だよりを発行し
た。
・随時、市議会ホームページの更新を行っ
た。
・議会報告会を開催した。(令和元年度は、台
風１５号等の影響により中止）
・付帯設備（マイク録音システム）を市の行
事に貸し出した。

・市民への情報発信機能の向上が図られた。
・市議会だより、市議会ホームページの充実
が図られた。
・議会及び市民の双方向の情報交流が図られ
た。
・附帯設備の活用が図られた。

・議会だよりの紙面数の制約の中で、内容
の更なる充実。
・議会傍聴者、議会報告会への参加者の増
加策。

・「たてやま議会だより」の内容充実，
ホームページの情報発信の充実により，議
会傍聴者数，議会報告会参加者の増加を図
る。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｃ 低い

・市民と議会との
情報交流につい
て，今後は議会内
において更なる対
応を図る。

4 完了 140

41



第４次館山市総合計画「前期基本計画」政策評価シート　２次評価結果

令和元年度末までの事業の実施状況 事業の効果及び発現要因
2次評価
方向性

統合先の
計画事業

計画書
ページ

№
【優先度】の理由今後の事業展開・改善策など

2次評価
達成度

2次評価
優先度

課　　題

重点
プラ
ン

該当

計画事業名
担当課

(R2回答課)
事業
№

資料５－３

225
コミュニティ
事業の推進

社会安全
課

・市内10地区のコミュニティ委員会への活動
補助金の交付を行った。
・要望のあったコミュニティ組織（各町内会
含む）へ集会施設等の改修についての一部補
助を行った。
・宝くじ助成制度を活用した備品等への整備
補助を行った。

・各地区コミュニティの運営を支援し、市民
の自主的な活動促進が図れた。

・人口減少・高齢化により，地域コミュニ
ティの担い手が減少する傾向が懸念され
る。

・地域コミュニティへの側面的な支援を継
続する。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・地域コミュニ
ティ活動を推進す
るため、引き続き
館山市コミュニ
ティ事業補助制度
等を活用し、コ
ミュニティ活動及
び活動拠点である
コミュニティ施設
の整備事業を推進
する必要がる。

2 継続
（現状
維持）

142

226
町内会活動の
促進

社会安全
課

・館山市町内会連合協議会への補助金の交付
を行った。

・館山市町内会連合協議会へ補助金を交付
し、町内会の円滑な自治活動を促進するとと
もに、町内会相互の連絡調整を図った。

・町内会連協に対する補助金額を削減する
ことについては、町内会組織の運営に支障
をきたす恐れが大きい。
・町内会未加入者等や人口減少により、今
後、町内会組織の運営が厳しくなっていく
傾向がある。

・町内会連協に対する補助金額は現状維持
とする。
・町内会未加入者に対する、加入促進を引
き続き行う。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・町内会連協への
補助金交付を継続
し、町内会組織の
維持及び運営を支
援する必要があ
る。
・町内会加入率を
維持または増加す
るため、引き継
き、各町内会によ
る未加入者の勧誘
を支援する。

2 継続
（現状
維持）

142

227

地域やＮＰＯ
等による地域
活性化活動へ
の支援

企画課

・資生堂創業者の福原有信氏と「椿」による
活性化を目指す地元の松岡区、ＮＰＯ法人の
取組に参加した。
・YOSHIKI氏（X JAPAN）作曲の「Forever
Love」を、防災行政無線及び館山駅自由通路
において継続放送するとともに、令和元年に
館山駅が開業100周年を迎えたことを契機に、
同年11月9日から館山駅の発車メロディーが
「Forever Love」に変更となった。
・「里見氏大河ドラマ実行委員会」が行うNHK
への大河ドラマ化要望活動に同行するなど、
側面支援した。

・福原有信氏と「椿」による活性化を目指す
地元区等の活動内容について認識を深めた。
・当該楽曲の放送がメディアに取り上げられ
たり、楽曲を聴きに遠方から来訪者があるな
ど、市の知名度の向上や地域の活性化につな
がっている。また、館山駅発車メロディの変
更は、YOSHIKI氏所属事務所及びJR東日本千葉
支社の理解・協力が得られて実現に至った。
・支援の輪が近隣自治体にも広がり、連携し
て要望活動を実施することができた。

・各取組の内容、実施主体、対象者等がさ
まざまであることから、それぞれに見合っ
た具体的な支援の方策を検討していく必要
がある。

・福原有信氏と「椿」による活性化の取組
にかかる支援の方策を、引き続き検討して
いく。
・YOSHIKI氏（X JAPAN）の楽曲放送等によ
る新たな地域活性化の取組を企画・検討し
ていく。
・引き続き、実行委員会の要望活動を側面
支援していく。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｂ それ
ほど高
くない

・他地域との差別
化を図れる地域活
性化の取組として
効果が期待でき
る。

2 継続
（現状
維持）

142

42



第４次館山市総合計画「前期基本計画」政策評価シート　２次評価結果

令和元年度末までの事業の実施状況 事業の効果及び発現要因
2次評価
方向性

統合先の
計画事業

計画書
ページ

№
【優先度】の理由今後の事業展開・改善策など

2次評価
達成度

2次評価
優先度

課　　題

重点
プラ
ン

該当

計画事業名
担当課

(R2回答課)
事業
№

資料５－３

（企画課）

・館山商工会議所と市との共同で、海上自衛
隊館山航空基地の機能強化などを求め、防衛
省への要望活動の実施した。

・館山航空基地と隊員の存在は、市民の安
全・安心の確保だけではなく、地域経済や地
域コミュニティの活性化に、大きく貢献して
いる。

・将来にわたって、「まち」の活力維持と
安全・安心で持続可能なまちづくりを進め
るためには、館山航空基地の機能強化が必
要不可欠である。

・引き続き、館山航空基地の機能強化に向
けた取組を展開し、市民の安全・安心の確
保、地域経済や地域コミュニティの活性化
に繋げていきたい。

Ｂ それ
ほど高
くない

・海上自衛隊館山
航空基地の機能強
化や隊員増増強
は、館山市のまち
づくりにおいて必
要不可欠である。

（№226）
地域やＮＰ
Ｏ等による
地域活性化
活動への支
援

（雇用商工課）

・官民が一体となり、各種イベントが開催さ
れた。

・市民の方々が地域コミュニティに参加し、
地域の活性が図られた。

・コミュニティの衰退が懸念される中、今
後、どのように地域の活性化を図っていく
かが課題である。

・各種イベントの魅力向上及びより効率的
効果的な運営に努めていく。

・ハローワークや
他の自治体、経済
団体等との連携に
よる雇用の場の創
出を図ることが必
要なため。

（№142）商
工関係団体
支援事業
ほか

（観光みなと課）

・館山市観光協会や館山商工会議所をはじ
め、さまざまな団体と連携し、館山湾花火大
会や南総里見まつりなどの観光イベントを実
施

・観光イベント実施により、観光客誘致によ
る観光関連産業の活性化のみならず市民の郷
土愛の醸成を図ることができた。

・運営組織の高齢化などによるマンパワー
不足及び連携協力体制の強化

・運営組織体制の責任・役割分担の明確化
及び業務のスリム化を図りつつ、魅力ある
イベントとなるよう関係機関で連携してい
く。

・多様な主体との
連携による観光イ
ベントは、観光客
誘致による観光関
連産業の活性化の
みならず市民の郷
土愛の醸成を図る
ことができるた
め。

（№108）観
光産業活性
化支援事業
ほか

（社会安全課）

・市内で活動するボランティアやNPO、町内会
等団体への補助や情報提供等を行い、地域コ
ミュニティの維持・活性化を図った。

・地域コミュニティの維持・活性化が図られ
た。

・人口減少や高齢化により、地域コミュニ
ティの担い手が減少する傾向が懸念され
る。

・地域コミュニティへの側面的な支援を継
続する。

・市民協働まちづ
くり支援事業を通
じ、市民が市政に
興味を持ち、自ら
市政に参画する機
運の醸成を図るこ
とができるため。

（№223）
市民と行政
による協働
事業の充実

229

ふるさと納税
（ふるさと寄
附金）制度の
推進

企画課

・新規事業者の開拓と返礼品の充実を図っ
た。
・外部講師を招いた事業者向け説明会を開催
し、新規返礼品提供事業者を募るとともに、
既存の事業者の意識向上・返礼品のブラッ
シュアップに努めた。
・ふるさと納税のポータルサイトを活用し，
返礼品を掲載し，ＰＲの強化を図った。
・災害支援フォームを立ち上げ、台風被害に
対する支援を呼び掛けた。
・システムの導入により，寄附者データ・返
礼品受発注データの適切な管理と事務の効率
化を図った。

・ふるさと納税の実績
（H28）
　寄附件数：2,432件
　　＊前年度比約2.8倍
　寄附金額：70,212,773円
　　＊前年度比約1.6倍
（H29）
　寄附件数：3,342件
　　＊前年度比約1.37倍
　寄附金額：138,726,842円
　　＊前年度比約1.97倍
（H30）
　寄附件数：8,559件
　　＊前年度比約2.6倍
　寄附金額：241,351,425円
　　＊前年度比約1.7倍
（R元）
　寄附件数：19,900件
　　＊前年度比約2.3倍
　寄附金額：2,499,089,153円
　　＊前澤氏20憶円と台風災害分含む

・返礼品の提供を通じ、館山市や返礼品、事
業者のＰＲができた。

・寄附増加に伴う事務量や取り扱う個人情
報の増大、ミス発生リスクの増加
・返礼品について、寄附が年末に集中する
ことから、供給量も限界に近い状況。新た
な返礼品と返礼品提供事業者の発掘が必
要。

・今後も、寄附環境の向上やＰＲを図り、
ふるさと納税の件数（賛同者）を増やして
いきたい。
・返礼品提供事業者との連携を深め、強
化・支援を行っていくとともに、適切な返
礼品発送に加え、リピーター獲得に向けた
取組を進める。
・使途についての公表がわかりにくい部分
があるため、わかりやすい情報発信に努め
る。
・企業版ふるさと納税についての情報収集
を行い，実施に向けて検討していく。

1 目標
を上回
る

Ｓ 最優
先

・市の創意工夫に
より収入増を見込
むことが出来る、
唯一の歳入項目で
あるため。
・市が地場産品を
提供する事業者、
サービス事業者と
同じ目標に向かっ
て協力・連携でき
る事業であるた
め。

1 継続
（拡
充）

142

228

多様な主体と
の連携による
コミュニティ
の活性化

企画課
社会安全
課
雇用商工
課
観光みな
と課

2 おお
むね目
標どお
り

8 他事
業に統

合
142

Ａ 高い
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第４次館山市総合計画「前期基本計画」政策評価シート　２次評価結果

令和元年度末までの事業の実施状況 事業の効果及び発現要因
2次評価
方向性

統合先の
計画事業

計画書
ページ

№
【優先度】の理由今後の事業展開・改善策など

2次評価
達成度

2次評価
優先度

課　　題

重点
プラ
ン

該当

計画事業名
担当課

(R2回答課)
事業
№

資料５－３

（企画課）

・館山市コーラル会議において、千葉県男女
共同参画課職員を講師に招き、男女共同参画
に対する知識を学んだ。
・千葉県男女共同参画推進会議については、
フェスティバルや寸劇セミナー開催支援を
行った。
・第４期男女共同参画推進プラン策定のため
の市民意識調査を実施した。
・第４期男女共同参画推進プランを策定し
た。
・ＬＧＢＴの勉強会を開催した。

・県のアドバイザー派遣を受け、コーラル会
議での意見出しや計画策定段階でのアドバイ
スなど、適切な支援を受け、第４期男女共同
参画推進プランを策定することができた。
・イベント協力により、男女共同参画の意識
啓発を行うことができた。
・ＬＧＢＴの勉強会により、市職員や市議会
議員等の中でダイバーシティの推進やＬＧＢ
Ｔ支援の制度化について、課題やその重要性
について共通認識を持つことができた。

・男女共同参画やいわゆる「働き方改革」
推進は、市内で大半を占める中小事業者に
とっての課題である。
・プランをいかに実効性のあるものにして
いくか、成果を出していくかが難しい。

・第４期男女共同参画推進プランのもと、
適切な実行・進捗管理・評価・改善を進め
ていく。
・LGBTなど性の多様について啓発を進めて
いく必要がある。

2 おお
むね目
標どお
り

・少子高齢化、労
働人口の減少が進
む地方では、特に
男女共同参画の理
念に基づく社会の
実現が必要不可欠
である。

1 継続
（拡
充）

（総務課）

平成28年３月に策定した「働きやすい職場づ
くりのための行動計画」に基づき、女性職員
の活躍推進に係る取組を実施した。
・女性職員懇談会の開催（H28）
・女性活躍推進講演会の開催（H28）
・女性活躍推進学習会（ﾍﾙｽｹｱ編）の開催
（H29）
・女性活躍推進ｾﾐﾅｰの開催（H29）
　※あいおいニッセイ同和損保㈱協力
・「人的資源活用調査」の実施(H30)

・女性職員が自らの「ライフプラン」、
「キャリアプラン」を考えるきっかけづくり
ができた。
・講演会には男性職員の参加もあり、職場全
体として、男女共同参画の気運が高まった。
・「人的資源活用調査」におけるアンケー
ト、ヒアリングﾞにより、問題点及び課題の把
握ができた。

・子育てや介護等により時間的制約を有す
る職員に対する、職場や家庭での支援体制
が不十分。
・令和元年度においては、大規模な台風災
害や、新型コロナウイルス感染症の影響等
もあり、具体的な取組ができなかった。

・引き続き「働きやすい職場づくりのため
の行動計画」に基づく取組を推進する。
・現行の行動計画の計画期間が令和2年度
末で終了するため、次期計画を策定する。

3 目標
をやや
下回る

・市の事務事業を
支えているのは人
財（材）であり、
人的資源の活用に
ついては、優先的
に取り組むべきで
あるため。

8 他事
業に統
合

（№231）女
性活躍支援
事業

231
女性活躍支援
事業

企画課

・事業者向けに女性活躍推進セミナーを計画
したが、台風接近に伴い中止された。
・各課及び館山商工会議所を通じ、国・県・
民間団体の各種制度の周知を行った。

・女性活躍の支援は、企業における優秀な人
材の登用や働き方改革に繋がる事業である。
・女性活躍推進セミナーを実施することがで
きなかったため、市から直接的に市内事業者
に支援を行うことはできなかった。

・セミナー実施にあたり、どういった内容
にすべきか等、ニーズを深堀りできていな
い。
・再就職を希望する方と、企業における雇
用環境の整備のそれぞれに対する支援が必
要。

・子育て世代に対しヒアリングを実施する
など、事業のニーズの洗い出し実施を検討
する。
・市内事業者へ支援制度等を周知し、積極
的な女性活躍推進を促す。

3 目標
をやや
下回る

Ａ 高い

・人手不足が懸念
される中、働く意
欲のある女性が、
能力を発揮して働
くことができるよ
う支援すること
は、地方の活性化
において重要であ
る。

1 継続
（拡
充）

144

2 継続
（現状
維持）

146

・広報紙の定期発行（年23回）
・インターネット媒体（ＨＰ／ＳＮＳ）によ
る情報発信
・いつでも、どこでも手軽に広報紙を読める
ように、民間の広報紙提供スマホアプリ「マ
チイロ」を導入した。
・「声の広報」をＨＰに掲載し、視覚障害の
有無に関わらず、音声広報を利用可能とし
た。
・ＨＰに音声読み上げ機能を追加し、視覚障
害への対応を行った。
・ＨＰ・ＳＮＳは、積極的・適時性を伴った
記事の更新・投稿に努めた。
・定例記者会見・プレスリリースは、報道機
関への積極的な情報提供により市内外へ市の
取組・魅力等をＰＲした。
・国内外へ広く館山市の魅力を発信するた
め、見て分かるＰＲ冊子（写真集）を配布し
た。
・暮らしに役立つ行政・観光等の情報ガイド
「暮らしの便利帳」を全世帯へ及び転入者へ
配布した。

・「広報紙、インターネット媒体（ＨＰ／Ｓ
ＮＳ）、報道機関」による情報発信を活用
し、相互に連携・補完して新鮮で生きた情報
を市内外に積極的に発信することで、「市民
協働によるまちづくりの推進」「市の魅力Ｐ
Ｒによる各分野の振興・活性化」を図った。

・多様な媒体で情報発信しているものの、
今一度、情報を受け取る側に立ち、最新の
情報、効果的な時期や内容、提供先になっ
ているかを検証する必要がある。
・情報発信の充実という観点から「読みや
すい広報紙」への工夫が必要。
・今後は、外国人観光客の増加や、2020年
東京オリパラ競技大会に向け、多言語によ
る情報発信の必要性を検討する必要があ
る。

・災害時等においてもインターネット媒体
（ＨＰ／ＳＮＳ）により、迅速な情報発信
を行う。
・2020東京オリパラ大会に向け、市民の意
識高揚を図るための情報発信を行う。
・2019年度はポートスティーブンス市姉妹
都市締結10周年であるため、市民の盛上り
を促進する情報発信に努める。
・2019年度の市制施行80周年に向け、市民
が郷土に誇りを持ち、郷土愛を育むような
広報事業を展開していく。
・読み易い広報紙を目指すため、掲載記事
の検証と選別、記事レイアウトを見直し、
ＨＰ・ＳＮＳ等の媒体を併用しながらする
ことで、令和２年度から月２回の発行を１
回に変更する。

2 おお
むね目
標どお
り

232
情報発信の強
化・充実

秘書広報
課
情報課

Ａ 高い

・複雑多様化する
情報を市民へ適時
適切に伝える業務
は市民が快適な生
活を送るうえで行
政の責務である。
・令和元年度に発
生した災害等の
際、インターネッ
ト媒体（ＨＰ／Ｓ
ＮＳ）により、迅
速な情報発信を行
うことができた。
今後も迅速な情報
発信を行っていく
べきである。

230
男女共同参画
社会の実現に
向けた取組

企画課
総務課

Ａ 高い 144
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第４次館山市総合計画「前期基本計画」政策評価シート　２次評価結果

令和元年度末までの事業の実施状況 事業の効果及び発現要因
2次評価
方向性

統合先の
計画事業

計画書
ページ

№
【優先度】の理由今後の事業展開・改善策など

2次評価
達成度

2次評価
優先度

課　　題

重点
プラ
ン

該当

計画事業名
担当課

(R2回答課)
事業
№

資料５－３

233
電子自治体推
進事業

情報課

・資産管理システム運用
　　7,132千円
・グループウェアサーバ更新
　　1,139千円
・グループウェアＶｅｒ，ＵＰ
　　　519千円
・公共施設空き状況表示システム運用
　　　310千円
・仮想サーバ環境整備
　　1,348千円
・情報系サーバ環境整備
　　3,795千円
・情報系ＰＣ等更新
　 15,904千円

・H27から運用を開始した資産管理システムに
より、セキュリティが強化されたほか、機器
の不具合等への対応が迅速化された。
・グループウェアのサポート切れに対応。機
器の更新により、効率化が図られた。
・ホームページから公共施設の空き状況の把
握が可能となり、施設利用者の利便性の向上
が図られた。
・庁内ネットワークの経年劣化によるサーバ
更新とメールソフトの入れ替えにより、業務
の安定と効率化が図られた。

・ネットワークの分離により、インター
ネット系の管理が今後必要となる。
・情報漏洩に関する職員の意識向上

・インターネット系への資産管理システム
の導入
・資産管理システムのバージョンアップ対
応
・機器等の計画的な更新

2 おお
むね目
標どお
り

Ｓ 最優
先

・ネットワークの
分離や資産管理シ
ステムの運用によ
り、業務の安定と
効率化を図ること
ができた。また、
機器等の老朽化に
対し、計画的な更
新が必要となる。

2 継続
（現状
維持）

146

234
地域情報化推
進事業

情報課

・ＩＴヘルプデスクの利用者4,000人突破
・ＩＴヘルプデスクへパソコン２台の設置や
施設利用料減免
・市施設のＷｉ－Ｆｉ整備14箇所
　　3,981千円
・スマホ、タブレット講座実施（災害対応に
より実施見合わせ）

・市民のＩＣＴリテラシーが向上した。
・Ｗｉ－Ｆｉの整備により、市民や来訪者の
利便性が向上したほか、情報発信力が向上し
た。

・ＩＴヘルプデスクはボランティアで運営
されている。メンバーの確保が課題。
・Ｗｉ－Ｆｉの拠点の数ごとに通信費がか
かり続ける。

・ＩＴヘルプデスクの継続
・スマホ、タブレット講座等については、
企業の協力による実施も検討

2 おお
むね目
標どお
り

Ｓ 最優
先

・スマホ、タブ
レット講座につい
ては、災害対応に
より実施見合わせ
たが、市施設のＷ
ｉ－Ｆｉについて
は今後も維持管理
を行う。

2 継続
（現状
維持）

146

235
情報セキュリ
ティの強化

情報課

・ネットワーク強靭化
　　39,960千円
・セキュリティクラウド運用保守委託等
　　 4,254千円
・ファイル無害化システム運用
     3,548千円
・メール無害化システム運用
     3,179千円
・学校用ＣＡＬ（サーバへの接続権利）
　　 2,864千円
・電子計算機室警備
　　   156千円

・インターネットと庁内ネットワークの分離
により、情報漏えい等に対するセキュリティ
強化が図られた。
・メール無害化システムの導入により、メー
ル処理の効率化が図られた。

・現在のところ、利便性の低い構成でしか
構築できていない。職員の手間が増え、効
率が悪い。改善するためには多額の費用が
かかる。
・仮想化は全課共通仕様のため、個別の要
求に応じられない。機器更新のタイミング
で、仮想化を続けるか物理分離に切り替え
るか検討が必要。

・インターネット系への資産管理システム
の導入
・利便性を改善させるための予算要求を
行っていく
・インターネット系の構築方法（仮想か物
理か）の検討

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・情報漏えい事故
が発生した場合，
その損害は甚大で
あり，高度化する
ＩＣＴに迅速に対
応していく必要が
ある。

2 継続
（現状
維持）

146

4 目標
をかな
り下回
る

（企画課）
・各課がＲＥＳＡ
Ｓデータを積極的
に活用することに
より、市の現状に
ついて正確な認識
を持つことがで
き、各事業に活か
すことができるた
め。

2 おお
むね目
標どお
り

（情報課）
・オープンデータ
化については、民
間での利用も増え
てくるため、コス
ト面も考慮し行っ
ていく。

・ＲＥＳＡＳ（地域経済分析システム：リー
サス）の活用を全庁的に推進した。
・市が保有するデータのオープンデータ化の
検討を行った。

・ＲＥＳＡＳデータに基づく、施策の検討等
が進められた。

・ＲＥＳＡＳに関しては、データの見方、
活用方法等の理解が低い。
・情報セキュリティ強化により、庁内にお
けるＲＥＳＡＳの利便性が低下している。
・オープンデータ化にあたっては、提供に
係るコストや、利用者/提供者間の責任分
担の整理等の部分で課題が生じている。

・職員に対し、ＲＥＳＡＳデータの活用事
例などを周知することで、理解を深める。
・ＲＥＳＡＳ以外にも参考となるデータ源
を積極的に収集する。
・オープンデータ化に向けた情報収集を行
う。
・ＥＢＰＭ(証拠に基づく政策立案)の推進
により、実効性のない事業の見直しや地域
課題の解決に繋げる。

Ａ 高い236
データ利活用
の推進

企画課
情報課

2 継続
（現状
維持）

146
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第４次館山市総合計画「前期基本計画」政策評価シート　２次評価結果

令和元年度末までの事業の実施状況 事業の効果及び発現要因
2次評価
方向性

統合先の
計画事業

計画書
ページ

№
【優先度】の理由今後の事業展開・改善策など
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ン

該当

計画事業名
担当課

(R2回答課)
事業
№

資料５－３

237 ◆
行財政改革の
推進

行革財政
課

・第２次行財政改革方針（Ｈ25～29）に基づ
く取組み実行（主なもの）【Ｈ28～29】
　☑ 市税徴収率向上
　☑ 使用料・手数料改定
　☑ 人件費の抑制（給与削減）
　☑ 繰出金の見直し（市独自繰出分）

・ 第３次行財政改革方針（Ｈ30～Ｒ4）策定
　　　　　　　　　　　　　　　　 【Ｈ29】
　☑ 財政効果目標　４億円／単年
　☑ 歳入確保、歳出削減、公共施設見直し、
　　 民間委託の推進

・第３次行財政改革方針の実行　 【Ｈ30～】
　☑ 民間委託の推進
　（指定管理者制度導入）
　　○ プール施設・老人福祉センター
　　　　 　　　　　　　 （Ｈ31.４～）
　　○ 都市公園・博物館 （Ｒ元.12～）
　（包括的民間委託導入）
　　○ 総務事務センター運営委託
　　　   　　　　　　　 （Ｈ31.４～）
　☑ 事務事業の見直し
　　○ 事業仕分け（Ｒ元９月）
　　　　　 　　　　➡ 台風災害にて中止

・第２次行財政改革方針（Ｈ25～29）
　　５カ年の財政効果額：25.5億円

・第３次行財政改革方針（Ｈ30～Ｒ４）
　　Ｈ30年度 単年度効果額：2.3億円

　　※ Ｒ元年度効果額はＲ２年夏に算定

・目標値 ➡ 財政調整基金額 20.4億円

　　Ｈ28決算　13.7億円
　　Ｈ29決算　14.0億円
　　Ｈ30決算　19.8億円
　　Ｒ元決算　11.0億円

（財政調整基金の減少）
・行財政改革施策を実行し、財政効果を生
み出しているものの、少子高齢化による社
会保障関連経費の増加に加え、台風災害に
伴う復旧・復興費により財政調整基金残高
が減少している状況

（災害復旧による行財政改革施策の休止）
・令和元年台風災害により復興復旧業務に
従事するため、行革財政課内の行財政改革
業務を休止していること、庁内各部署にお
いても災害復旧・復興業務を優先している
ことに伴い、各部署が推進すべき行財政改
革が休止している状況

・第３次行財政改革方針の実行のための人
員確保
　（災害からの復興復旧事業が完了し、
　　新型コロナウイルス対応業務が収束し
た後）

　➡　第３次行財政改革方針の実行

4 目標
をかな
り下回
る

Ｓ 最優
先

・「将来に渡り持
続可能なまち」を
図るため、財政の
安定と健全化は重
要なことであるた
め。

2 継続
（現状
維持）

148

238 ◆
公共施設等総
合管理計画の
策定及び実施

行革財政
課

・総合管理計画策定（Ｈ29.6月）
　　 行財政改革委員会における審議
　　　　　　 　　　（Ｈ28.2月～Ｈ29.5月）

・第３次行財政改革方針において「施設見直
し工程表」を定めＨ30～実行

・指定管理者制度導入
 　プール・老人福祉センター（Ｈ31.４～）
 　都市公園・博物館　　　　（Ｒ元.12～）

・学校再編検討委員会　　　 （Ｈ30.11～）

・指定管理者制度
   ○ 職員労力の削減
　 ○ 自主事業によるサービス向上
　　　（プール施設による新たな教室等）

・公共施設等総合管理計画
　　目標値 ➡ 延床面積20％削減
　　　　　　　　　　　（令和18年まで）
　　施設面積削減に至った実績なし

（職員確保）
・令和元年台風災害により市職員の全体
が、災害復旧・復興業務を優先しているこ
とに伴い、各部署が推進すべき取組みが休
止している状況

・公共施設等総合管理計画実行のための人
員確保
　（災害からの復興復旧事業が完了し、
　　新型コロナウイルス対応業務が収束し
た後）

　➡　公共施設等総合管理計画の実行

3 目標
をやや
下回る

Ｓ 最優
先

・財政の安定と健
全化のため、将来
の人口規模を見据
えた長期的な視点
による施設の更新
計画は必要な事項
であるため。

2 継続
（現状
維持）

148

239 ◆
地方公会計の
整備及び活用

行革財政
課

・（国）統一的基準に基づく財務書類整備

　☑ Ｈ27：固定資産台帳整備
　☑ Ｈ28：財務書類整備（市会計分）
　☑ Ｈ29：財務書類整備
　　　（関連団体との連結整備 ➡ 公表）
  ☑ Ｈ30：前年度との比較実施

・財務書類の整備による当市の財政分析

・他団体比較による当市の財政分析

・財務書類を分析・比較できる職員の資質
向上

・職員資質の向上を図り、中長期的な行財
政運営の一助とする。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・財政の安定と健
全化のため、中・
長期的な財政見通
しを把握するた
め。

8 他事
業に統
合

（№237）
行財政改革
の推進

148

240 ◆

市税等の徴収
率向上による
自主財源の安
定確保

納税課

・現年度課税分の徴収強化
　　新規，少額滞納案件に対する
　　「早期着手・早期接触・早期
　　整理」の実施
・差押を前提とした滞納整理
・滞納者の実情に応じた滞納整理

・安定した徴収率の確保
・滞納繰越額の縮減

・安定した徴収率の維持
・台風15号及び19号並びに大雨による被害
により、早期着手・早期接触・早期整理が
困難となったことによる徴収率の低下
・台風等の被害により、納付困難な滞納者
が増え滞納繰越額の増加

・納税の公平性と安定した徴収率を維持す
るため、引き続き、差押えを前提とした滞
納整理を行う。

3 目標
をやや
下回る

Ｓ 最優
先

・安定的な自主財
源の確保のため。

2 継続
（現状
維持）

148
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241

職員の適正配
置による市民
サービスの向
上

総務課

時代や社会のニーズに弾力的に対応し、より
的確なサービスを提供するため以下の取組を
実施した。
・職員増減員要望調査の実施
・人事異動等に対する自己申告の実施
・再任用職員の採用
・組織改編(H29→H30)（商工観光課、みなと
課廃止→ 雇用商工課、観光みなと課の新設
公共交通係、債権管理係の新設）
・「人的資源活用調査」の実施(H30)
・「第6期館山市定員適正化計画」に基づき職
員数を一定水準まで増員した（令和元年）

・職員増減員要望調査や人事異動等に対する
自己申告を実施することにより、現場や個人
からの意見を吸い上げることができ、職員配
置の参考とすることができた。
・また、再任用職員を採用することにより、
その職員がこれまで培ってきた知識や経験を
活かし、効率的かつ効果的に業務を遂行する
ことができた。
・組織としての生産性を向上するため、「人
的資源活用調査」（H30）を実施し、組織、人
員体制等の分析を行い、組織としての問題点
や改善点について提案を受けた。今後、本調
査結果を参考として職員の適正配置に活かし
ていく。

・事務事業量に見合った人員の確保
・定年前職員の自己都合退職による人材損
失
・働き方の多様化への対応

・職員増減員要望調査等により各部署の情
報収集に努め、的確な業務量を把握し、適
正な人材配置を行う。
・仕事に対する職員のモチベーション向上
に繋がる働きがいのある職場環境の実現に
向けた取組を進める。
・多様な働き方へ対応できる組織づくりと
あわせて，職員の意識改革を進める。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・市の事務事業を
支えているのは人
財（材）であり，
人的資源の活用に
ついては，優先的
に取り組むべきで
あるため。

8 他事
業に統
合

※新規事業
に統合

148

242

時代のニーズ
に対応できる
職員の確保・
育成

総務課

時代のニーズに対応するできる、視野の広い
職員を確保・育成するため以下の取組を実施
した。
・職員採用試験の積極的なＰＲ（パンフレッ
ト・facebook）
・職員採用試験の見直し
　　第三次試験まで実施
　　　（H27　第二次試験まで）
　　二次募集の実施
・人事評価の給与反映（管理職のみ）
・職員研修の実施
　　派遣研修
　　市独自研修の実施
　　安房広域による集合研修の実施
・千葉県への職員派遣

以下のような効果があった。
・積極的なＰＲや採用試験の見直しにより，
多数の受験者を集めることができ、多様な人
物の中から求める人財（材）を確保すること
ができた。
・様々な研修を通じ、職員の基礎能力や実務
能力の向上が図られ、円滑な業務遂行に寄与
したと思料する。
・千葉県への職員派遣により、市役所内とは
異なる新たな視点で業務にあたることがで
き、より幅広い視野や新たな知識、県や他市
町村職員との人的ネットワークを得て、市の
業務へ活かすことができている。
・H30.10.1に、専門性の高い社会福祉士職を
２名採用し、福祉部門の人員体制を強化する
ことができた。

・民間の採用意欲の高まり等による公務員
志望者の減少
・専門職の採用試験受験者の減少
・研修の効果測定が困難
・令和元年度においては、大規模な台風災
害や、新型コロナウイルス感染症の影響等
もあり、具体的な取組ができなかった。

・引き続き様々な手段を用い、積極的に市
職員（公務員）の仕事の魅力などをＰＲ
し、人財（材）の確保に努める。
・研修受講報告書等を参考に、より効果的
な研修の実施など、各種研修の充実を図
る。
・独自の採用試験実施の検討を進める。

3 目標
をやや
下回る

Ａ 高い

・市の事務事業を
支えているのは人
財（材）であり，
人的資源の活用に
ついては，優先的
に取り組むべきで
あるため。

8 他事
業に統
合

※新規事業
に統合

148

243
窓口サービス
の充実

市民課

・職員研修などにより、窓口サービスの向上
に努めた。
・マイナンバーカードの普及のため、広報や
ホームページに掲載し、周知を図った。

・住基人口45,887人のうち、8,354人にカード
を交付している。（交付率18.2％）※R2.3.31
現在
（H30年度末は6,912人に交付し、交付率
14.60％）

・今後も職員研修などにより、さらなる窓
口サービスの向上に努める。
・市民の利便性向上と窓口の混雑緩和のた
め、コンビニ交付等のサービス導入が必要
である。

・コンビニ交付等、マイナンバーカードを
利用したサービスを検討し、市民の利便性
の向上に努める。

2 おお
むね目
標どお
り

Ａ 高い

・総合窓口とし
て、市民が利用し
やすい窓口にする
ため。

2 継続
（現状
維持）

148

244 市民相談事業 市民課

・市民からの相談に対し、必要に応じ関係機
関と連携し、相談業務の充実を図った。
・相談室の開設日について、広報やホーム
ページに掲載し周知に努めた。

・相談室対応実績は、相談件数が49件、関係
機関等への紹介・案内が106件となった。
（H30年度：相談38件、紹介等104件）

・引き続き、市民の多種多様なニーズに応
じられるよう、知識の向上に努める。
・近年、退職職員の再任用に伴い、相談員
の確保が難しいため、人選確保に向けた検
討を要する。

・身近な相談窓口として、市民の悩み事を
解消するために、引き続き、相談員の知識
の向上と人員確保に努める。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｂ それ
ほど高
くない

・市民の相談内容
に応じた最適な関
係機関を紹介する
ことで、市民の不
安解消が図られて
いる。

2 継続
（現状
維持）

148

245
納付者ニーズ
に応じた納付
環境の整備

納税課

・銀行、市窓口以外での市税納付場所の充実
を図った。
（コンビニ、キャッシュレス決済等での対
応）

・24時間、いかなる場所に関係なく、納付す
ることが可能となった。

・公共団体ごとに、新たな納付環境が整備
されているため公共団体間の納付関環境格
差が生じ始めている。

・他公共団体での環境整備を参考に、一層
の環境整備に努めていく。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｂ それ
ほど高
くない

・納付者ニーズに
対応した納付環境
の拡大を図ること
で、納期内納付の
促進、徴収コスト
の削減、安定した
税収の確保が期待
できるため。

1 継続
（拡
充）

148

246 ◆

保健・医療・
福祉に関する
総合相談体制
の整備

健康課
（健康福
祉部）

・体制づくりの端緒として、関係部課との情
報共有・連携強化に向けた試験的な取組とし
てチャットシステムの運用を行った。
・令和元年度は、地域包括ケアシステムの枠
組みの中で、多様な市民を“まるごと支援”
するための専門機関や庁内関係課で構成する
連絡会を立ち上げ、情報共有を図るととも
に、個々の課題の解決に向けた取組を進めて
いる。

・高齢者福祉課と社会福祉協議会が窓口とな
り、庁内関係課や地域包括支援センターを含
む福祉関係事業との連携により、困りごとを
抱える市民のニーズを吸い上げ、情報共有と
支援策の検討や積極的な訪問などを通じ、解
決に向けた取組を進めることができた。

・困りごとの解決に向けて、担当する部課
が不明な事案が停滞してしまう懸念が生じ
ている。
・“孤立ゼロ”を進めつつ、困りごとを抱
える市民を取りこぼすことなく把握するた
めの取組を今後も継続的に行っていく必要
がある。

・全ての事案を高齢者福祉課が吸い上げ、
課題の解決に向けてコーディネートする仕
組みづくりを進めていく。
・あらゆる困りごとの解決に向けて“まる
ごと支援”するため、区長をはじめとする
地区組織、学校、ヘルパー・ケアマネ
ジャーなど、困りごとを抱える市民の情報
を得るためのチャンネルを増やすととも
に、連携の強化を図る。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｓ 最優
先

・住み慣れた地域
において、住民間
の関係性や信頼関
係の中で、いつま
でも自分らしく住
み続けられる環境
を構築するため。

1 継続
（拡
充）

148

47
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事業
№

資料５－３

247
シビックコア
の検討

企画課

・国公有財産の最適利用（旧県立安房南高等
学校跡地の利活用）について、千葉財務事務
所・千葉県（県警本部を含む）・館山市の合
同による意見交換を行った。
・財政状況を勘案しながら庁舎整備基本方針
の目標額に向け、庁舎建設基金の任意の積み
立てを行った。

・厳しい財政状況のなか、庁舎建設基金に、
毎年一般会計から定額を積み立てることは難
しい。
・新市庁舎の建設は15年～20年後を予定して
おり、近い将来、旧県立安房南高等学校跡地
への移転が見込まれる新しい安房合同庁舎
に、館山市の施設を合わせて建設（合築）す
る考えは現段階ではない。

・将来必要となる新市庁舎の整備に向け、
庁舎建設基金の積み立てを継続し、新庁舎
建設費用の調達に努めること。
・旧県立安房南高等学校跡地には、館山警
察署及び安房合同庁舎の移転が見込まれて
おり、また、国道127号バイパスを挟んだ
向かい側に、長年、地域医療を支えてきた
館山病院の新築移転も見込まれていること
から、館山市域のみならず、安房地域全体
のまちづくりを進めていくうえでも、当該
地への国・県・市の行政機能の集積を目指
していく必要がある。

・旧県立安房南高等学校跡地の利活用につ
いて、引き続き、国・県・市の合同による
意見交換等の機会を捉え、将来のまちづく
りや市民の利便性向上に繋げられるように
努めていきたい。

1 目標
を上回
る

Ｓ 最優
先

・当市の中心部で
ある旧県立安房南
高等学校跡地エリ
アへの都市機能の
集積は、館山市民
のみならず、安房
地域の住民の利便
性向上に大きく寄
与するものであ
る。

1 継続
（拡
充）

151

248
広域連携の充
実

企画課

・近隣市町等で構成する各種協議会等を通
じ、観光振興等の取組を行った。
・地方創生の取組等に関する近隣市町等との
意見交換を行った。
・新たな広域連携のあり方等、国の制度把
握、他市町村の取組事例に関する情報収集に
努めた。
・平成30年12月21日に南房総市に対して定住
自立圏形成に向けた協議再開の申入れを行っ
たところ、平成31年２月７日にその同意を得
ることができた。
・「館山市・南房総市定住自立圏構想」の推
進にあたり、令和元年９月27日に館山市が
「中心市宣言」を行った。

・「南房総観光連盟」など観光分野（サイク
ルツーリズム等）においては、安房地域で連
携し、継続的に取り組んでいる。
・地方創生、人口減少対策に関する取組につ
いて、近隣市町等と意見交換し、実施内容や
課題について情報共有できた。

・急速な少子高齢化の進展や人口減少問
題、若年層の流出は、安房地域に共通する
喫緊の最重要課題の一つとなっている。

・観光分野においては、引き続き安房地域
で連携して取り組んでいく。
・地方創生に関連して、移住定住や雇用確
保など人口減少対策として広域的に取り組
むべき分野について、引き続き、広域的な
連携のあり方・進め方について検討してい
く。
・「定住自立圏構想」については、館山市
と南房総市の２市による定住自立圏の形成
に向け、スケジュールや連携施策等につい
て南房総市との協議を進め、形成協定の締
結、共生ビジョンの策定を目指していく。

2 おお
むね目
標どお
り

Ｓ 最優
先

・地方創生、とく
に人口減少対策
は、最重要課題の
一つであり、喫緊
に取り組むべき内
容である。

1 継続
（拡
充）

151

48


